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第１章 基本方針 

本市は、赤穂市総合計画において、「災害に強いまちづくり」を掲げており、コミュニ

ティ防災体制の強化及び活力の維持、防災意識啓発の推進により、市民一人ひとりが安全

で安心して生活できるまちづくりを目指すとともに、赤穂市国土強靱化地域計画を策定

（令和３年３月）し、適切なリスク管理に取り組んでいる。 

一方、近年の豪雨災害や東日本大震災、阪神・淡路大震災の教訓では、「自分の命は自

分で守る」、「隣近所、地域社会の人と人とのつながりの大切さ」等が重要な防災対策の

根幹をなすことが示されており、「自助・共助・公助」の連動について、その必要性が指

摘されている。 

【 自 助 】： 市民一人ひとりが自分自身を守ること 

【 共 助 】： 地域社会がお互いを災害から守ること 

【 公 助 】： 行政が市民を災害から守ること 

したがって、これらのことを基調とし、本市は、「自助・共助・公助」の３つの役割が

それぞれ主体的に動き出し、相互に連携しあう防災協働社会の構築を目指し、災害を防止

し、あるいは災害発生時の被害を最小化する「減災」及び既存の防災施設の強度を高める

等による「縮災」の考え方を基本に、次に掲げる予防施策を実施することを基本方針とす

る。 

なお、予防施策の実施においては、各災害が複合的に発生する可能性も考慮する。 
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災害に強いまちづくり 

「災害に強いまちづくり」とは、災害に強い都市構造をもち、防災機器等の

配備された「まち」の形成を目指すもので、施設の安全性の向上や機能強化を

指す。 

災害に強い仕組みづくり 

「災害に強い仕組みづくり」とは、災害に対する適切な備えと災害時の防災

活動等を実行するための「仕組み（＝組織運営体制）」の機能強化や関係機関

との連携体制の強化等を指す。 

災害に強い人づくり 

「災害に強い人づくり」とは、防災に深い関心と理解をもち、災害時には自

分の役割を踏まえて冷静沈着に行動できる「人」の育成を目標とした、いわゆ

る市民、一人ひとりの防災能力のレベルアップを指す。 
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第２章 地域防災基盤の整備 

■章の構成 

第２章  

地域防災基盤の整備 

 

 

 

 

 

第１節 都市の防災構造の強化 

第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

第３節 建築物等の耐震性の確保 

第４節 水害の防止施設等の整備 

第５節 地盤災害の防止施設等の整備 

第６節 交通関係施設の整備 

第７節 ライフライン施設の整備 

⚫ 兵庫県が管理する水防指定河川やその他、要水防区域を有する河川、内水氾

濫を生じやすい低地、老朽ため池、排水不良地等において、兵庫県及び防災

関係機関との協議に基づき、危険箇所の改修補強等、治水施設の整備を促進

するほか、本市が管理する河川について危険箇所の把握、調査に努め、改修

を順次進める。 

⚫ 兵庫県及び防災関係機関との協議に基づき、急傾斜地崩壊防止対策等、災害

防止工事の推進を図るとともに、危険箇所の把握、市民への周知、兵庫県と

連携して危険箇所の監視体制や警戒避難体制の強化を推進する。 

⚫ 公共施設の計画的な耐震改修を進めるほか、道路、水道等ライフラインの安

全対策の強化を推進するとともに、被災時における応急復旧手順を綿密に計

画するよう関係機関に要請する。 
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第１節 都市の防災構造の強化 

 

担 当 

責 任 者  建設部長 

  市長公室長、総務部長、市民部長、上下水道部長 

関係機関 
 姫路河川国道事務所、光都土木事務所、 

西日本高速道路株式会社関西支社、関係事業者 

１ 計画的な市街地の形成 

本市の都市計画に関する基本的な方針である都市計画マスタープランに基づいて、長期

的な視野に立った秩序ある土地利用及び市街地の形成を進める。 

① 防火地域及び準防火地域指定の検討 

② 地区計画制度運用の推進 

③ 老朽住宅等の建替促進 

④ 不良住宅が密集する地区の環境の整備改善 

⑤ 地域住宅等整備計画に沿った住宅の普及 

⑥ 避難地、避難路周辺の耐火建築物建設への指導 

■指定状況                  （令和7年3月31日現在）（単位：ha） 

  都 市 計 画 区 域 面 積 12,685   

  市 街 化 区 域 面 積 1,418   

  第一種低層住居専用地域 74 近隣商業地域 59 

  第二種低層住居専用地域 17 商業地域 37 

  第一種中高層住居専用地域 379 準工業地域 140 

  第二種中高層住居専用地域 106 工業地域 26 

  第一種住居地域 131 工業専用地域 383 

  第二種住居地域 66   

  市 街 化 調 整 区 域 面 積 11,267   
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２ 都市計画施設の整備 

（１）道路の整備 

道路は防災上、延焼遮断帯としての空間、市民の避難路、消火活動のための空間、防

災関係機関の活動の動脈といった多くの機能をもっている。 

本市では、緊急時における交通確保や地域間連携の強化を図るため、広域幹線道路で

ある国道のバイパス建設や道路の拡幅等が急務となっている。 

また、密集住宅市街地等の生活道路については、まだ４ｍ未満の狭隘道路が多く、防

災面及び居住環境面で問題となっている。 

そのため、都市計画道路等の見直し等による適切な道路配置を踏まえ、幹線道路や生

活道路に応じた防災機能の確保、及び災害拠点病院である赤穂市民病院、公園、広域避

難場所等とのネットワーク化、また、隣接市町とを結ぶアクセス道路の整備等を計画的

かつ総合的に考えていく。 

道路の整備 

⚫ 避難優先道路の整備 

⚫ 延焼遮断となる幹線道路の整備 

⚫ 生活道路の拡幅整備 

⚫ 生活道路の隅切りの拡大整備 

■都市計画道路の整備                  （令和7年3月31日現在） 

路線名 都市計画決定延長(km) 改良済延長(km) 改良率(％) 

新田坂越線外29線 49.06 35.06 71.5 

（２）橋梁の整備 

老朽橋の架替、老朽床板の打替、補強等を推進し、災害時の避難路を確保する。 

（３）公園・緑地の整備 

公園、緑地等のオープンスペースは、環境保全、景観形成、レクリエーション利用等

の日常的な機能に加えて、災害時の復旧・復興拠点、救援物資の中継基地、一次避難等

防災活動の拠点として重要な役割を果たすことが期待できる。 

都市の基盤施設として、公園、緑地等の一層の整備を積極的に推進するとともに、各

種防災機能の充実を図る。 

オープンスペースの確保 

⚫ 公園の整備 

⚫ 広場等の整備 

⚫ 農地の保全 

⚫ 緑地の保全・創出 

⚫ 河川敷の整備 
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■都市公園等の現況                   （令和7年3月31日現在） 

公園種別 公園名 
計画決定面積 

[ha] 

整備済面積 

[ha] 

防災施設としての 

位置づけ 

街区公園 駅前町第1公園外49公園 13.78 11.04  

近隣公園 

東浜公園 2.0  2.0  一次避難所 

塩屋公園 1.7  1.7  一次避難所 

野中・砂子公園 2.0  2.0  一次避難所 

総合公園 赤穂城跡公園外1公園 28.6  19.5   

広域公園 赤穂海浜公園 71.7  71.7  広域防災拠点（兵庫県） 

緩衝緑地 赤穂城南緑地 
41.8  

(39.4) 

39.4  

(39.4) 
地域防災拠点 

都市緑地 千種川河川敷緑地 
222.2  

(70.7) 

28.5 

(28.5) 
 

墓  園 赤穂高山墓園 10.0  10.0   

その他公園 
赤穂元禄スポーツセンター 

外２公園 
7.83 7.83  

都市公園 計 
401.61 

(247.71) 

193.67 

(193.67) 
 

児童遊園地 
駅前町児童遊園外119箇所 9.19  

高須児童遊園 0.12 一次避難所 

児童遊園地 計 9.31  

※（ ）は、水面を含まない。 

■広場の整備状況                    （令和7年3月31日現在） 

種 別 駅 名 
広場面積(ha) 

備 考 
計画 供用 

駅前広場 

播州赤穂駅（南側） 0.65 0.65 100.0％ 

播州赤穂駅（北側） 0.27 0.27 100.0％ 

坂越駅 0.26 0.26 100.0％ 

有年駅（南側） 0.23 － － 

有年駅（北側） 0.30 － － 
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（４）上水道の整備 

水道施設の耐震性・耐水化を強化し、発災に伴う被害を最小限にとどめ、給水の確保

を図るため、水道システムの整備補強を行う。 

ア 浄水施設････････････浄水場及び水源地の更新にあわせた敷地の嵩上げや防水設 

備の整備 

自家発電設備の整備補強 

イ 配水施設････････････老朽配水管の更新とあわせた耐震化 

                        緊急遮断弁の設置 

ウ 応急給水用資器材の整備 

（５）下水道の整備 

下水道施設の耐震性・耐水性を向上させるため、「下水道施設の耐震対策指針と解

説」（日本下水道協会）に基づき、下水道システム全体の安全性を高める。 

ア ポンプ場、処理場････適切な工法による耐震性・耐水性の向上 

イ 既設管路施設････････老朽管の取替え又は管更生による耐震化 

 マンホールとの接続部の耐震化 

            マンホールの浮上防止対策、マンホール蓋等の飛散防止対策  

３ 土地区画整理事業 

本市では、第一地区をはじめ、現在まで市街化区域の約33％を占める13地区で土地区画

整理事業が計画され、整備済又は整備中となっている。 

■土地区画整理事業の状況                         （令和7年3月31日現在） 

地区名 施行者 目 的 
都市計画 
(区域)決定 

年月日 

設計認可 
年月日 

事業計画 
(設立)認可 

年月日 

換地処分 
年月日 

施行面積 
(㎡) 

第一地区 市 都市改造 S27. 6. 9 S28. 2.27 S29. 1.12 S35. 3.31 348,037 

中洲地区 市 都市改造 S36. 7.12 S36.11.18 S36.12. 4 S42. 7. 4 261,945 

駅北地区 組合 宅地開発 S38.10.23 S39. 3.17 S39. 3.31 S44.11.28 369,493 

上仮屋地区 市 都市改造 S41. 7.14 S42. 6.15 S42. 7. 4 S53. 2.28 274,918 

尾崎地区 組合 宅地開発 S43. 9.18 S44. 1.31 S44. 2.18 S49.11.29 388,680 

東浜地区 個人 宅地開発 － － S45.12.15 
S46. 5.19 
S46.10.14 

430,930 

浜田地区 市 宅地開発 S47. 9.19 S53. 3.17 S53. 3.24 S62. 3.10 350,816 

御崎地区 組合 宅地開発 S57. 3.23 S58. 1.27 S58. 2. 8 H 5. 3.12 333,252 

塩屋地区 市 宅地開発 S60.11.12 S61. 5.19 S61. 5.26 H15. 7. 4 698,520 

有年地区 市 宅地開発 H10. 5.29 H13. 1.25 H13. 2. 6 － 550,020 

島田地区 組合 宅地開発 － H16.12.16 H17. 1. 4 H21. 3.17 22,234 
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地区名 施行者 目 的 
都市計画 
(区域)決定 

年月日 

設計認可 
年月日 

事業計画 
(設立)認可 

年月日 

換地処分 
年月日 

施行面積 
(㎡) 

野中・砂子
地区 

組合 宅地開発 H15. 3.10 H17. 2. 2 H17. 2.15 － 451,802 

浜市地区 組合 宅地開発 H16. 5.14 H18.10. 2 H18.10.13 R6.1.26 222,258 

合計     13地区  4,702,905 

 

４ 防災再開発促進区域（密集住宅市街地）の整備 

尾崎地区及び塩屋地区の老朽化した木造住宅が密集している旧集落は、西播都市計画防

災街区整備方針により防災再開発促進区域に指定されている。 

地震災害に伴って発生する市街地火災等により大きな被害が予想されるなど、防災上の

課題が多い密集住宅市街地の防災性の向上と住環境の改善を図るため、道路、公園等の地

区公共施設を整備する。 

現在本市では、防災再開発促進区域に指定されている尾崎地区及び塩屋地区において、

社会資本総合整備事業等により地区公共施設等の整備を進めている。 
 

■防災再開発促進地区における住環境整備事業       （令和7年3月31日現在） 

地区名 
社会資本整備 
計画の名称 

計画期間 
 全体計画 

計画区域(ha) 主な地区公共施設等 

尾崎地区 

赤穂市における

安全・安心で快

適な住環境と魅

力ある生活環境

の創造 

H23～R７ 26.2 

道路（1,978ｍ） 

児童遊園・公園緑地（5,400㎡） 

老朽建築物等の除去（155戸） 

耐震性防火水槽設置（５箇所） 

集会所（100㎡） 

塩屋地区 － H23～R２ 15.2 道路（160ｍ） 
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５ 避難場所・避難路の周知 

本市は、避難活動が円滑かつ的確に行われるよう、平常時から避難計画を策定しておく

ほか、避難誘導標識及び避難地等の案内板の設置、ハザードマップの配布や広報活動、訓

練等を通じて避難場所・避難路の周知徹底に努める。また、避難時の周囲の状況等によ

り、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋内での待避等の安全確

保措置を講じるべきことにも留意する。 

指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種

別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するととも

に、災害種別一般図記号を使った避難場所標識等の見方に関する周知を行う。 

避難場所標識等については、「災害種別一般図記号」及び図記号を使った表示方法に係

る「災害種別避難誘導標識システム」を用いた設置に努める。 

なお、避難計画策定の際は、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河

川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮する。 

６ 地籍調査の実施 

津波や地すべり等により土地の境界を表す地物が失われることに備え、現地復元可能な

土地境界情報を整備することや、緊急輸送道路ネットワーク等の事業進捗を図るため、地

籍調査事業の推進を図る。 

７ 防災基盤・施設の整備 

防災基盤整備事業の計画的執行に努めるとともに、所有者不明土地を活用した備蓄倉庫

の整備等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した

防災対策を検討する。 
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第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

 

 責 任 者  危機管理監 

担 当   建設部長、産業振興部長、教育次長、消防長 

 関係機関  姫路河川国道事務所、光都土木事務所、光都土地改良センター 

兵庫県は、地震防災対策特別措置法に基づき、社会的条件、自然的条件等を総合的に勘

案して、地震により著しい被害が生ずるおそれがあると認められる地区について、本法に

定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて、令和

３年度を初年度とする第６次地震防災緊急事業五箇年計画を作成している。 

■第６次地震防災緊急事業五箇年計画             ＜兵庫県事業を含む＞ 

区 分 事業名 事業量 
実施年度 
（予定） 

備考 

避難路 
土地区画整理事業 

（赤穂市野中砂子土地区画整理組合） 
１箇所 R3～R7 0.64km 

消防車両等 
（緊急消防援助隊

関係等） 

災害対応特殊消防ポンプ自動車 １箇所 R5  

災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 １箇所 R4  

災害対応特殊救急自動車・高度救命処
置用資機材 

２箇所 R6～R7  

（兵庫県事業） 
河川管理施設 

緊急防災・減災対策事業 
矢板護岸 
２箇所 

R3～R5 L=0.2km 

（兵庫県事業） 

ため池 
ため池等整備事業 ６箇所 R3～R7  

老朽住宅密集対策 
住宅市街地総合整備事業 

（密集住宅市街地整備型） 

１箇所 

0.5ha 
R3～R7  



第２編 災害予防計画 

第２章 地域防災基盤の整備 

2-11 

第３節 建築物等の耐震性の確保 

 

担 当 
責 任 者  建設部長 

  各施設所管の部長 

本市は、地震に対する安全性を総合的に高めるため、特に昭和56年５月31日以前に着

工された建築物を重点的に、住宅・建築物の耐震改修等の促進を図る。 

また、建築物の新築に際しても、防災上の重要度等に応じた震災対策を実施する。 

さらに、急速な老朽化が懸念される社会基盤施設の点検・評価を実施し、計画的・効

率的な修繕・更新などの老朽化対策を行い、社会基盤施設の健全性の確保に努める。 

このほか、平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努め、赤

穂市空家等の適正管理に関する条例に基づき、危険空家の所有者等に対し、改善に向け

た指導等を行うとともに、危険空家の除却費に対する助成制度等により、危険空家の除

却を推進する。 

１ 公共建築物等災害予防対策 

① 公共建築物は、官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説により、防災上の重

要度に応じた分類を行い、順次耐震診断を実施する。 

その診断結果に基づき、重要性や緊急性を考慮し、耐震改修を計画的に実施する。 

② 公共住宅は、市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した外壁の改修等を行い、安

全な住環境を確保する。 

③ 公共建築物の建築に当たり、非構造部材を含む防災上の重要度に応じた震災対策を

実施する。 

また、新設の公共建築物については、官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解

説により耐震化を推進する。 

④ 指定避難所は、老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に安

全確保対策を進める。 

また、指定避難所は、非構造部材も含めた耐震化・不燃化の促進、非常用電源の確

保等、指定避難所として活用するために必要な設備・機器の整備を推進する。 

⑤ 学校は、非構造部材の耐震対策化を推進する。 
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市

有

施

設 

 

応急対策活動

拠点の整備 

・耐震診断の実施 

・耐震補強工事の実施 

・防災設備等の整備 

防災拠点施設 

市庁舎 

防災センター（消防庁舎） 

北野中浄水場 

美化センター 

 救護施設 市民病院 

 
避難施設 

学校、幼稚園、保育所、 

体育館、公民館、市民会館 

ほか 

 
社会福祉施設

の耐震整備 

・耐震点検の実施 

・耐震補強工事の実施 

・防災設備等の整備  

 
緑化の推進 

・避難施設周辺の緑化 

・避難施設外周部の生け垣への転換  

 

２ 一般建築物等災害予防対策 

（１）一般建築物の耐震化の促進 

一般建築物については、昭和56年５月31日以前に着工された建築物の耐震改修を耐震

改修促進計画に沿って推進する。 

また、建築確認申請時等に啓発を行うほか、次の予防対策を実施する。 

ア 建築物に付随するブロック塀・看板等の落下防止等、安全設置方法等を含め、

耐震に関する知識の普及啓発を図る。 

イ 住宅・建築物の所有者が行う耐震診断等に対する助成に努め、診断・改修の促

進を図る。 

ウ 既存建築物の耐震性の向上のため、広報の充実、相談窓口の設置等により広く

わかりやすい耐震知識、耐震診断・改修の必要性、補強技術等の普及啓発を図

る。 

エ 兵庫県及び建築住宅関係団体と協力し、耐震診断及び補強に関わる民間技術者

の知識及び技術の向上を図るため、講習会の実施、技術資料の作成等に努めるほ

か、これらの技術者を認証・登録することにより、改修についての技術レベルの

確保と向上を図る。 

 

一

般

建

築

物 

 
啓発活動 

・市民相談の窓口の設置 

・耐震診断及び耐震補強に関する技術指導 

・耐震工法及び耐震補強についての啓発活動  

 
調査・指導 

建築物 窓ガラス、外壁タイル、看板 

 外周塀 ブロック、石積み 

 
支 援 

・応急危険度判定制度の活用 

・応急判定活動の実施  
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（２）耐震改修支援 

① ひょうご住まいの耐震化促進事業（兵庫県事業） 

兵庫県は、民間住宅の耐震改修を促進するため、「ひょうご住まいの耐震化促進事

業」におけるすべての補助メニューを市町事業化し、国・県からの補助を受けた市町

が申請者へ補助を行うこととしている。 

② 耐震改修促進事業（赤穂市事業） 

本市は、耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定された住宅について、耐震改修

計画策定費や耐震改修工事費、建替工事費への補助を行う。 

また、多額の費用負担が困難な世帯等に対しては、比較的低コストで地震対策が可

能な、部分型改修工事費や防災ベッド等設置費への補助を行う。 

〔対 象 者〕 所得が1,200万円以下の市民で、対象住宅を所有する者 

〔対 象 住 宅〕 昭和56年5月31日以前着工の住宅 

〔補 助 額〕 下表のとおり（戸建住宅のみ記載） 

 

補助区分 補助額 

住宅耐震改修計画策定費補助 耐震診断・計画策定に要する費用の2/3（上限20万円） 

住宅耐震改修工事費補助 

補助対象経費 50万円以上 200万円未満： 

耐震改修工事等費用の4/5（上限100万円） 

補助対象経費 200万円以上 300万円未満：110万円 

補助対象経費 300万円以上：130万円 

建替工事費補助 定額100万円 

簡易耐震改修工事費補助 耐震改修工事等費用の4/5（上限50万円） 

屋根軽量化工事費補助 定額50万円 

シェルター型工事費補助 
補助対象経費 10万円以上 50万円未満：10万円 

補助対象経費 50万円以上：50万円 

防災ベッド等設置費補助 定額10万円 

 

③ 簡易耐震診断推進事業（赤穂市事業） 

本市は、住宅の耐震診断を希望する市民に対し、耐震診断技術者を派遣し、耐震診

断を実施して、その結果を通知する。 

〔対 象 者〕 簡易耐震診断申込者 

〔対 象 住 宅〕 昭和56年5月31日以前着工の市内に存する民間住宅 

〔耐震診断経費〕 次頁のとおり 
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建物・構造種別 NO 一棟当たり診断経費 申込者負担金 

戸建て 

住 宅 

木 造 1 31,500円 3,000円 

非木造 2 63,500円 6,000円 

長 屋 

木 造 3 63,500円 6,000円 

ＲＣ造 
１棟目 4 217,000円 21,000円 

２棟目以降 5 155,000円 15,000円 

鉄骨造 
１棟目 6 114,000円 11,000円 

２棟目以降 7 79,500円 7,000円 

共同住宅 

木 造 8 63,500円 6,000円 

ＲＣ造 

図面有り 9 217,000円 21,000円 

図面なし 10 321,000円 31,000円 

２棟目以降 11 155,000円 15,000円 

鉄骨造 
１棟目 12 114,000円 11,000円 

２棟目以降 13 79,500円 7,000円 
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第４節 水害の防止施設等の整備 

 

担 当 

責 任 者  建設部長、産業振興部長 

  上下水道部長 

関係機関  
姫路河川国道事務所、光都土木事務所、光都土地改良センター、 

姫路農林水産振興事務所 

１ 河 川 

（１）現 況 

市域には、千種川、矢野川、長谷川、加里屋川、加里屋川放水路、高雄川、新川、塩

屋川、大津川、大津湯の内川、権現川、県山川、亀谷川、柿山川の計14の２級河川が流

下しており、いずれもおおむね改修されているが、一部未改良部分が残っている。 

また、２級河川以外にも準用河川、普通河川が流下している。 

（２）整備計画 

兵庫県は、開発や都市化の進行、多発する局地的大雨によって引き起こされる浸水被

害等に対応するため、平成24年４月１日に『総合治水条例』を施行し、雨水の流域対策

や減災対策など総合的な取組みを行う「地域総合治水推進計画」の策定や総合治水の推

進に資する施策の実施に取り組んでいる。 

兵庫県が管理する２級河川等については、兵庫県が行う事業（千種川水系河川整備計

画等）に協力するとともに、兵庫県に対して、河川改修に係る意見、要望等を伝達す

る。 

また、準用河川、普通河川については本市が主体となり、緊急度に応じた河川維持・

修繕、河川改良等の改修事業を実施する。なお、この際、耐震性を有する施設設計とな

るよう配慮する。 

さらに、水防法に基づき、兵庫県より浸水想定区域の指定があったときは、浸水想定

区域ごとに、洪水予報及び特別警戒水位到達情報（以下、「洪水予報等」という。）の

伝達方法、避難場所・避難経路等、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

を定めるとともに、要配慮者の利用する施設（高齢者、障がい者、乳幼児等が利用する

施設）の名称及び所在地を定める。 

また、市民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組みを行う契機

となるようハザードマップを作成し配布するほか、避難場所その他避難確保のため必要

な事項を関係する市民に周知する。 

（浸水想定区域が指定されている千種川については第３編 第３章 第７節 「避難対策の実施」参照） 

（参照）資料編資料集2-1 浸水想定区域内の要配慮者関連施設（P資料-36～40） 
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（河川別整備計画） 

◆千種川 

昭和51年９月災害の状況から次の整備を促進する。 

ア 河口、新赤穂大橋下流部については、地震高潮対策事業として施行されている

ので早期完了を促進する。 

イ 新赤穂大橋より上流中山地先に至る区間の改修は完了したが今後の２次改修を

促進する。 

ウ 中山地先より上流の有年楢原橋との区間については、広域河川改修事業として

の改修整備を促進する。 

◆新 川 

加里屋南部及び上仮屋地区の公共下水道雨水幹線の排水を受け、これを排除するた

め、都市河川としての機能を十分活用できるよう地震高潮対策事業による河川改修事

業を促進する。 

◆加里屋川 

加里屋川水系として上流目坂地区から下流千鳥地区まで、その流域が広範囲なため

これを上流排水区、下流排水区に区分した計画で改修事業を促進する。 

ア 加里屋川上流 

目坂地区から南野中地区の流域については、南野中地先に整備された加里屋放水

路から千種川へ放流する計画であり、未整備区間については、広域河川改修事業で

改修整備を推進する。 

イ 加里屋川下流 

ＪＲ赤穂線との交差から加里屋川河口までの間は、地震高潮対策事業によって改

修し、高潮時にはポンプで赤穂港に放流する。 

２ 砂防指定地内河川 

（１）現 況 

市内には、現在砂防指定地として指定を受けている区域が62箇所ある。 

これら砂防指定地内に存在する河川は、地形的に山間部から短距離で平地部に流出す

るため、河川勾配が急であり、洪水時の流出水勢が強いため、土砂の流出量が増大する

おそれがある。 

（２）整備計画 

荒廃した山地、渓流からの土砂流出による災害から人命、財産を守るため、兵庫県と

連携を図りながら砂防事業を推進する。 

（土石流危険渓流については、本編 本章 第５節「地盤災害の防止施設等の整備」参照） 

① 砂防指定地の指定・管理 

砂防指定が必要な区域については、兵庫県と協力し砂防指定地の指定を図る。 

また、指定済み砂防指定地内河川については、山地の開発に伴う砂防指定地内の行

為に対する規制及び管理を適正に行う。 
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② 砂防施設の整備 

砂防指定地内河川においては、兵庫県が行う荒廃山地の保全、砂防堰堤・渓流保全

工等の整備に協力し、災害の未然防止を図る。 

３ 港湾、漁港、海岸施設 

（１）現 況 

激甚化する災害に対応するため、海岸防災対策として、津波・高潮対策や老朽化対策

の必要性が高くなっている。 

（２）整備計画 

港湾、漁港、海岸における災害を防止するため、耐震性を向上させる港湾施設の整備

を推進する他、漁港区域、海岸保全施設整備事業、漁港改修事業等の計画的整備を行う

とともに、兵庫県が行う津波・高潮対策事業に協力し、災害の発生防止を図る。 

また、兵庫県が公表した高潮による浸水想定区域図により、ハザードマップの作成、

配布等により関係市民への危険箇所等の周知に努める。 

なお、現在計画されている関連整備事業は、次のとおりである。 

① 兵庫県（土木部）所管事業分 

事業名 事業内容 

港湾・海岸施設の 

老朽化対策 

今後の急速な社会基盤施設の老朽化に備えるため、これまで蓄

積している点検結果や修繕・更新履歴等から「ひょうごインフ

ラ・メンテナンス10箇年計画」を策定しており、施設の安全確

認はもとより、総コストの低減と予算の平準化を図り、計画

的・効率的に推進する。 

津波・高潮対策 

激甚化する高潮被害から県民の生命・財産を守るため、「兵庫

県高潮対策10箇年計画」に基づき、近年の台風等を考慮して防

潮堤等の必要高さを見直したうえで、10年間で取り組むべき緊

急かつ重要な箇所を選定し、計画的・重点的に高潮対策を推進

する。 
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４ 内水排除 

（１）現 況 

市街地、市街化が予想される南部臨海地域及び平成16年浸水地域の排水対策は、浸水

災害の防止と環境保全対策につながるものであるから、地域整備計画と関連的に早急に

解決しなければならない。 

■内水排除施設 

河川排水機場 雨水ポンプ場 排水機場 

加里屋川排水機場 御崎ポンプ場 福浦排水機場 

加里屋川放水路排水機場 御崎第２ポンプ場 高野排水機場 

塩屋川排水機場 天和ポンプ場 東有年排水機場 

折方地区排水機場 西沖ポンプ場  

 塩屋ポンプ場  

 坂越ポンプ場  

 有年ポンプ場  

（２）整備計画 

内水の排水は、背後山地の排水及び市街地排水、農業用水の調整、海岸高潮等の広範

囲の問題として位置づけ、治山、治水、河川改修、公共下水道、地震高潮対策、津波対

策等の事業と関連的かつ並行的に行って解決を図る。 

市街地の内水排水を担う河川と公共下水道については、次のとおりである。 

① 河 川 

河川事業は、塩屋川、加里屋川とする。 

加里屋川水系は、上流目坂地区から下流千鳥地区と排水区域が広く、また、市街地

の中心部を流れているため、地震高潮対策事業の推進と併せて上流地区の雨水排水対

策を次のとおり計画し、事業の早期完成を図る。 

⚫ 南野中地先以北については、広域河川改修事業で整備し、赤穂自動車教習所付

近の南野中地先で加里屋川放水路により千種川に放流する。 

⚫ 南野中地先以南については、地震高潮対策事業として整備し、高潮時はポンプ

排水を行う。 

② 公共下水道 

公共下水道計画区域内については、土地区画整理事業等の新たな宅地開発地区にお

いても、雨水排除の全体計画に整合した整備を行う。 
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５ ため池 

（１）現 況 

市内には、多数のため池が分布している。 

これらのため池に対して、健全度評価が「健全」「要注視」のため池については５年

ごとの定期点検、「要監視」「要早期改修」については２～３年ごとの巡回点検を実施

し、不具合があれば詳細調査を行う等対策を講じている。また、下流に人家や公共施設

がある等、緊急度の高いものから逐次改修を行っている。 

（２）整備計画 

兵庫県が策定した「兵庫県ため池防災工事等推進計画」に基づき、決壊リスクや想定

される被害規模等から優先的に改修・廃止工事を進める。 

なお、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそ

れのあるため池については、緊急連絡体制の整備等を推進するとともに、ハザードマッ

プの作成・周知等、避難に係る判断に必要な情報を地域住民等に提供する。 

また、ため池管理者による日常管理を徹底するため、ため池管理者講習会を毎年１回

開催し、適切な日常管理を推進する。このほか、決壊すると下流へ大きな被害を及ぼす

防災重点農業用ため池の周知を行うとともに、要監視ため池（機能の低下したため池）

については、管理方策などを記載した「ため池保全計画」の作成とそれに基づく管理を

促進する。 

① ため池管理 

⚫ 管理（監視）人を配置する。 

⚫ 応急対策資材を準備する。 

⚫ 大雨が予想される場合は事前に水位を下げる。 

⚫ 漏水があり、危険な状態が予想されるときは、あらかじめビニールシート等に

て応急の処置をする。 

⚫ ため池管理者は事前に決壊した場合の影響範囲を把握するとともに、下流関係

市民や関係機関に速やかに通報する体制を整えておく。 

⚫ 「地震後の農業用ため池緊急点検要領（令和５年４月６日改正、構造改善局建

設部防災課長通知）」また、「大雨特別警報時の農業用ため池緊急点検等要領

（令和５年４月６日改正、農村振興局整備部防災課長通知）」に基づき、ため

池管理者と連携して点検等を行う。 

（参照）資料編資料集2-2 ため池一覧（P資料-45～46）  

（参照）資料編資料集2-3 ため池位置図（P資料-47～48） 
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６ 避難確保計画（河川浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内） 

国は、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年６月19日に「水防法等

の一部を改正する法律」を改正し、水防法に基づき市地域防災計画に定められた浸水想定

区域内の要配慮者利用施設※の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓

練の実施を義務づけ、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとした。 

本市は、河川浸水想定区域内及び高潮浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の避難確

保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に確認する。 

※水防法に基づき、市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象。 

（参照）資料編資料集2-1（1）河川浸水想定区域内の要配慮者関連施設（P資料-36～40） 

（参照）資料編資料集2-1（2）高潮浸水想定区域内の要配慮者関連施設（P資料-41～44） 

（１）避難確保計画作成の支援 

① 本市は、要配慮者利用施設を新たに市地域防災計画に位置付ける際等には、施設管

理者等に対して、災害の危険性を説明するなど、防災意識の向上を図る。 

② 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について、兵庫県及び市の関係部局

が連携して積極的に支援を行う。 

（２）避難確保計画の確認 

① 施設管理者等から避難確保計画の報告があったときは、厚生労働省・国土交通省作

成の点検マニュアル等を参考に、市の関係部局が連携して内容を確認し、必要に応じ

て助言等を行う。 

（３）避難確保計画を作成していない場合の指示・公表 

① 避難確保計画が実効性あるものとするためには施設管理者等が主体的に作成するこ

とが重要であることから、市長が指示・公表を行う際は、施設管理者等に対して避難

確保計画の必要性について丁寧な説明を行う。 

（４）避難訓練実施の支援 

① 要配慮者利用施設における避難訓練の実施について、兵庫県及び市の関係部局が連

携して積極的に支援を行う。 

② ハザードマップ等の活用のほか、過去の災害による教訓を踏まえて、河川浸水想定

区域及び高潮浸水想定区域の実情に応じた避難訓練が実施されることが重要であり、

本市は県と連携して、このような避難訓練が実施されるよう促進する。 
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第５節 地盤災害の防止施設等の整備 

 

担 当 

責 任 者  建設部長 

  総務部長、市民部長、上下水道部長、産業振興部長 

関係機関  

姫路河川国道事務所、光都土木事務所、光都農林振興事務所、 

ＮＴＴ西日本株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会

社、中国電力株式会社＜福浦地区＞ 

風水害及び地震に伴う地盤災害を防止するため、危険区域等を把握し、必要な対策の整

備を行う。 

なお、兵庫県は、「土砂災害警戒情報」を補足するより詳細な情報である「地域別土砂

災害危険度」をフェニックス防災システムや県ホームページ、携帯サイト、ケーブルテレ

ビ等の伝達媒体を用いて本市及び市民に提供する。また、「地域別土砂災害危険度」に比

べ、より局所的に危険度を予測できる「箇所別土砂災害危険度」についても、フェニック

ス防災システムを通じて情報提供すべく、システム整備を進めている。 

１ 土砂災害警戒区域等の対策 

本市は、兵庫県が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成12年法律第57号）に基づき、指定した警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収

集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂

災害を防止するために必要な警戒避難体制（避難指示等の発令基準、対象地域等）の整備

を図る。 

また、区域の市民等に対し、土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがあ

る場合の避難場所に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報（雨量情報、避難の指示

等の伝達）、避難経路等を周知するため、これらの事項を記載したハザードマップ等を作

成し配布するほか、次の施策を実施し、警戒避難体制を確立する。 

（１）自主防災組織の積極的な活動と防災意識の向上 

土砂災害警戒区域等、災害の発生するおそれのある地域等を対象に、土砂災害の原

理、前兆現象の認知、避難行動の原則等を啓発するとともに、積極的な自主防災組織の

活動を推進し、土砂災害に係る情報提供や避難訓練等を通じて、土砂災害に対する防災

意識の向上を図る。 

（２）情報の収集・伝達 

気象の予警報及び雨量観測値並びに兵庫県フェニックス防災システム等からの情報を

収集し、的確な避難判断ができるように、収集した情報を土砂災害警戒区域等の市民及

び要配慮者が利用する施設に対し、防災行政無線、防災情報ネット（メール）、広報車

等により迅速かつ円滑に伝達し、安全に避難が行えるよう体制を整備する。 
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特に、土砂災害警戒区域内にある要配慮者が利用する施設で、施設利用者の円滑かつ

迅速な避難を確保する必要がある場合には、円滑な警戒避難が出来るよう、速やかに情

報伝達を行う。 

（３）土砂災害警戒区域等の警戒パトロールと点検及び砂防対策事業の推進  

土砂災害警戒区域等における災害の未然防止及び被害の軽減を図るため、兵庫県が防

災関係機関等の協力を得て実施する警戒パトロール及び点検に協力するほか、兵庫県が

実施する砂防対策事業等が効果的に行われるようその推進に協力する。 

■土砂災害警戒区域数                （令和７年10月31日現在） 

区 分 
急傾斜 土石流 地すべり 計 

Ｙ Ｒ Ｙ Ｒ Ｙ Ｒ Ｙ Ｒ 

赤穂市 254 183 61 11 2 0 317 194 

Ｙ：土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 

土砂災害が発生した場合、市民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認めら

れる区域で、警戒避難体制の整備及びハザードマップ等を作成し周知を行う。 

Ｒ：土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン） 

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）のうち、建築物に損壊が生じ、市民等の生命又は

身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、兵庫県は、特定の開発行為

に関する許可、建築物の構造規制、宅地建物取引における措置、建築物の移転等の勧告及

び支援措置、安全対策の確認・指導を行う。 

（参照）資料編資料集2-4 土砂災害警戒区域一覧表（P資料-49～56） 

（参照）資料編資料集2-5 土砂災害警戒区域位置図（P資料-57～58） 

（４）土砂災害等に関する知識の普及啓発 

市民の災害時行動を理解するとともに、土砂災害の予測困難性の広報や地域の災害履

歴確認、ハザードマップの配布等を通じて、市民の防災意識の向上を図る。 

なお、土砂災害警戒区域等は、県のＣＧハザードマップでも確認できる。 

（５）避難確保計画（土砂災害警戒区域） 

国は、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月19日に「土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」を改正し、土砂災害警戒

区域内の要配慮者利用施設※の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難

訓練の実施を義務付け、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとした。 

本市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等につい

て、定期的に確認する。 

※土砂災害防止法に基づき、市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配

慮者利用施設が対象。 

  （参照）資料編資料集2-8 土砂災害警戒区域等の要配慮者関連施設（P資料-70～71） 

 



第２編 災害予防計画 

第２章 地域防災基盤の整備 

2-23 

① 避難確保計画作成の支援 

ア 本市は、要配慮者利用施設を新たに市地域防災計画に位置付ける際等には、施

設管理者等に対して、土砂災害の危険性を説明するなど、防災意識の向上を図

る。 

イ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について、兵庫県及び市の関係

部局が連携して積極的に支援を行う。 

② 避難確保計画の確認 

施設管理者等から避難確保計画の報告があったときは、厚生労働省・国土交通省作

成の点検マニュアル等を参考に、市の関係部局が連携して内容を確認し、必要に応じ

て助言等を行う。 

③ 避難確保計画を作成していない場合の指示・公表 

避難確保計画が実効性あるものとするためには施設管理者等が主体的に作成するこ

とが重要であることから、市長が指示・公表を行う際は、施設管理者等に対して避難

確保計画の必要性について丁寧な説明を行う。 

④ 避難訓練実施の支援 

ア 要配慮者利用施設における避難訓練の実施について、兵庫県及び市の関係部局

が連携して積極的に支援を行う。 

イ ハザードマップ等の活用のほか、土石流が流れてくると予想される区域や危険

な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難するなど、土砂災害警戒区域の実情に

応じた避難訓練が実施されることが重要であり、兵庫県及び本市は、このような

避難訓練が実施されるよう促進する。 

２ 山地災害危険地区の対策 

（１）現 況 

■山地災害危険地区数 

区 分 山腹崩壊 地すべり 崩壊土砂流出 計 

赤穂市 80 1 97 178 

（参照）資料編資料集2-6 山地災害危険地区（P資料-59～63）    

（参照）資料編資料集2-7 山地災害危険地区位置図（P資料-64～69） 

山地災害危険地区とは、山腹崩壊、地すべり、土砂流出等の山地災害が起きやすい場

所であり、兵庫県が林野庁の山地災害危険地区調査要領に基づき抽出、調査している地

区である。 

① 山腹崩壊危険地区 

山地崩壊（落石による災害を含む。）による災害が発生するおそれのある地区 

② 地すべり危険地区 

地すべりによる災害が発生するおそれがある地区 
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③ 崩壊土砂流出危険地区 

山腹崩壊又は地すべりによって発生した土砂等が土石流となって流出し、災害が発

生するおそれのある地区 

（２）整備計画 

本市は、山地災害危険地区において、兵庫県が行う治山事業に協力するとともに、未

整備地区の早期整備を要請する。 

① 治山事業の推進 

兵庫県が行う治山事業に協力し、山地災害危険地区における災害の防止に努める。 

特に、流木災害が発生するおそれのある森林について、流木となる危険性の高い渓

流沿いの立木の伐採、林外搬出などの対策に努める。 

また、山地災害危険地区における警戒避難体制の整備を推進する。 

② 山地災害危険地区の周知 

山地災害危険地区については、土砂災害警戒区域と同様に、関係する地区の市民等

に対し周知による啓発活動を行う。 

■主な事業の内訳 

事業名 根拠法規 事業主体 

山地治山 ・森林法 

兵庫県 
防災林整備 ・森林法 

災害関連緊急治山 ・森林法 

・地すべり等防止法 災害関連緊急地すべり防止 

林地崩壊防止 ・林地崩壊防止事業補助金交付要綱 赤穂市 

県単独治山 
・県単独災害復旧補助治山事業実施要領 兵庫県 

・農政環境部補助金交付要綱 赤穂市 

 

３ 災害危険区域 

（１）現 況 

本市の災害危険区域は21区域である。 

建築基準法第39条に基づく「災害危険区域に関する条例」による。 

（参照）資料編資料集2-9 災害危険区域の指定状況（P資料-72） 

（２）整備計画 

兵庫県が行う災害危険区域の指定に協力するとともに、既存の区域内に立地する住宅

の除去及び移転を推進する。 

① 災害危険区域の指定 

兵庫県が行う災害危険区域の指定に協力し、特に災害の危険が著しいと認められる

地域については、災害危険区域への指定を兵庫県に要請する。 
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② 災害危険住宅の除却又は移転 

災害危険区域内に立地する住宅の除却及び移転を行う者に対する助成を行ってお

り、さらに推進を図る。また、災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況並

びにがけ地近接等危険住宅移転事業の周知を図るとともに、移転希望者の支援を行

う。 

４ 中山間地等における防災対策 

（１）通信設備等の確保 

風水害及び地震による土砂災害等で孤立する可能性がある集落（小島、古池地区）と

の通信途絶を防止するため、防災行政無線、発電機（燃料の確保を含む。）の適正な管

理を行うとともに、定期的な通信訓練等を行い、機器の操作方法の習熟を図る。 

（２）物資供給・救助活動への備え 

長期間孤立した場合、高齢者等の住民が日常的に服用している医薬品等の不足も懸念

されることから、孤立時に供給すべき医薬品等の供給体制についても検討する。 

また、ヘリコプター離着陸適地やホイスト可能な箇所（田畑、農・林道等）をヘリコ

プターの大小も考慮して選定・確保を図るほか、救援物資の緊急輸送が可能となるよ

う、孤立可能性のある集落へのヘリポートやヘリコプターの夜間離着陸設備の整備

（フェンス等の設置方法の変更や夜間照明設備の配備など）のほか、無人航空機やバイ

ク、船舶等地域の実情に応じた機動力の確保を図る。 

（３）備蓄の推進 

集落の孤立に備え、水、食料等の生活物資、負傷者発生に備えた医薬品、救出用具、

簡易トイレ等の備蓄に努めるほか、公的備蓄のみならず、自主防災組織及び各家庭にお

ける備蓄の促進を図る。 

（４）道路・ライフライン等寸断への対策 

迅速に道路・ライフライン等被害情報の収集及び関係機関への情報提供が行えるよ

う、消防団員など情報収集するための連携体制整備を推進する。 

（５）要配慮者への支援対策 

関係部局、自主防災組織、福祉関係者等は連携して、要配慮者への情報伝達や避難誘

導等の体制整備を推進する。 

（６）広 報 

孤立する可能性がある集落（小島、古池地区）の住民に対して、孤立時の対応及び安

否情報の発信等、地震等の災害が発生し孤立した場合の対応について、平常時から啓発

に努める。 
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（７）防災パトロールの実施 

兵庫県が６月に実施する「豊かなむらを災害から守る月間」等の機会を通じて、警

察、消防、地元自治会等関係者と連携して、防災パトロールを実施する等、危険地域の

点検・確認を行うとともに、地域住民に対する防災指導を行う。 



第２編 災害予防計画 

第２章 地域防災基盤の整備 

2-27 

５ 地盤の液状化 

（１）本市の状況 

本市は、市街地の大部分が三角州や干拓地となっており、液状化の可能性が高い地域

と予測されている。 

なお、地震災害時に液状化被害の発生が懸念される場所については、市民に危険性を

周知するよう努める。 

（２）予防対策 

液状化の危険性が高い地域では可能な限り重要構造物の建設を避け、地盤改良や建築

物基礎の強化に努める。 

① 土木施設構造物（道路施設、河川施設及び橋梁等） 

ア 地盤改良による工法 

イ 構造物で対処する工法 

② 建築物 

ア 建築物に施す対策工法 

イ 地盤内に施す対策工法 

③ 地下埋設物（上下水道、電気、ガス、電話の管路） 

ア 地下埋設管路施設の対策工法 

イ 地盤の改良工法 

 

【ＣＧハザードマップの内容】 https://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/cg-hm/ 

⚫ 防災学習アーカイブス、リアルタイム情報、ハザードマップの３本立て 

⚫ 防災学習アーカイブスは、これまでに県内で起きた自然災害の記録や防災に役

立つ情報から学ぶ（年代や災害の種類等で調べることができる。） 

⚫ リアルタイム情報は、天気や川の様子、鉄道の運行状況などの「いま」を確認

（川の防災情報で、河川の水位が確認できる。） 

⚫ ハザードマップは、大雨や津波などの時に、どこに、どのくらいの危険がある

かを地図で確認（土砂災害警戒区域等や浸水想定区域などがわかる。） 

このほか、兵庫県は、想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図等の情報の

提供等、最新の災害危険情報を提供している。 
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６ 宅地造成等の対策 

兵庫県は、宅地造成等に伴う災害が生じるおそれのある地域を宅地造成等工事規制区域

に、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害が生じるおそれのある地域を特定盛土等規制区

域に指定する。 

本市は、兵庫県と連携し、造成された宅地について、必要に応じ、赤穂警察署・消防本

部等の協力を得て、梅雨及び台風期に備えた宅地防災パトロールを実施し、災害のおそれ

のある宅地については関係者に対し防災措置を指導するなど、必要な措置を行う。 

① 防災措置についての文書による指導 

② 宅地所有者等関係者の聴聞、勧告 

③ 法令に基づく工事の停止、土地の使用禁止及び必要措置の命令 

④ 法令に基づく改善命令 

 

また、兵庫県は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを公

開し、宅地防災パトロールの点検箇所の選定に活用するとともに、マップの周知により、

市民の防災意識の向上を図る。 

７ 山の管理の徹底 

兵庫県と連携し、災害発生時に影響の大きい箇所を優先し、山の管理の徹底による森林

の防災機能を強化する。 

特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木被害の激甚化、広域にわたる

河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と連携しつつ、

土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進する。 
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第６節 交通関係施設の整備 

 

担 当 

責 任 者  建設部長 

  総務部長、市民部長 

関係機関  

姫路河川国道事務所、光都土木事務所、 

西日本旅客鉄道株式会社、赤穂警察署、姫路海上保安部、 

西日本高速道路株式会社関西支社 

本市の幹線交通は、山陽自動車道をはじめ、国道２号及び国道250号､又はＪＲ山陽本線

及び赤穂線等で東西方向に発達しており、西播磨臨海地域の主要都市との社会的な結びつ

きが強いが、南北方向には、幹線交通網の整備が十分でないため、地域間の結びつきが弱

い。 

１ 緊急輸送道路ネットワークの整備 

兵庫県は、兵庫県地域防災計画において緊急輸送道路を指定し、災害発生後の救助・救

急・医療・消火活動を迅速に行うために必要な緊急輸送道路のネットワーク化を図ってい

る。 

本市は、兵庫県が指定した緊急輸送道路から、本市の防災拠点（赤穂市災害対策本部、

地域防災拠点等）に連絡する本市が管理する道路について緊急輸送道路と位置づけ、円滑

に物資輸送が実施できるよう、多重性・代替性を確保した効率的な緊急輸送道路ネット

ワークの整備を計画的に進める。 

また、日頃から整備・点検に努め、災害発生時に万一被災した場合には、迅速な復旧が

可能となるよう、生活インフラ事業者・関係機関等と連携強化を図るとともに、道路啓開

を実施する方針・計画をあらかじめ定めておくなど、迅速に緊急輸送道路の通行ができる

ようにするための体制確保を図る。 

■市域に係る兵庫県指定緊急輸送道路（令和５年４月） 

路線名 起点地名 終点地名 管理者名 

山陽自動車道 

中国自動車道 神戸JCT 神戸市北区・三木市境 
西日本高速道路

株式会社 

神戸市北区・三木市境 兵庫県岡山県境 
西日本高速道路

株式会社 

一般国道２号 
たつの市揖保町門前 

（門前前交差点） 

赤穂郡上郡町梨ケ原 

（兵庫県岡山県境） 
国 

一般国道250号 
姫路市飾磨区中島 

（中島2丁目交差点） 

赤穂市福浦 

（兵庫県岡山県境） 
兵庫県 

一般国道373号 
赤穂市有年原 

（有年原交差点） 

佐用郡佐用町上月 

（上月三差路交差点） 
兵庫県 

坂越御崎加里屋線 
赤穂市さつき町 

（わくわくランド北交差点） 

赤穂市加里屋 

（東沖交差点） 
兵庫県 
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路線名 起点地名 終点地名 管理者名 

赤穂佐伯線 
赤穂市砂子 

（船越橋西交差点） 

赤穂市東有年 

（東有年交差点） 
兵庫県 

岡山赤穂線 赤穂市新田（赤穂IC） 
赤穂市新田 

（新田交差点） 
兵庫県 

赤穂港線 赤穂市加里屋 
赤穂市加里屋 

（西沖交差点） 
兵庫県 

周世尾崎線 
赤穂市坂越 

（国道250号交差点） 

赤穂市さつき町 

（わくわくランド北交差点） 
兵庫県 

新田坂越線 赤穂市新田585 赤穂市中広1155 赤穂市 

加里屋中央線 赤穂市加里屋100-10 赤穂市加里屋81 赤穂市 

上町市役所線 赤穂市加里屋81 赤穂市加里屋81 赤穂市 

赤穂海浜公園線 赤穂市さつき町35-5 赤穂市元沖町163 赤穂市 

南野中千鳥線 赤穂市中広1116-2 赤穂市中広1090 赤穂市 

磯工業団地線 赤穂市加里屋1096-19 赤穂市加里屋1120-120 赤穂市 

 （参照）資料編資料集2-10 兵庫県指定緊急輸送道路ネットワーク図（P資料-73） 

２ 輸送拠点 

緊急輸送を実施する際の輸送拠点として、緊急輸送道路に近接している箇所であること

を基本的な要件とし、次のとおり位置づける。 

なお、この輸送拠点については、優先的に施設の耐震性を確保する。 

また、下記の輸送拠点が利用できない場合を想定し、輸送拠点として活用可能な民間事

業者の管理する施設の把握を行う。 

（１）一次輸送拠点 

本市では、兵庫県地域防災計画で広域輸送拠点に指定されている兵庫県立赤穂海浜公

園、赤穂市民総合体育館及び赤穂城南緑地野球場を一次輸送拠点として位置づける。 

一次輸送拠点は、陸上輸送による県外等からの緊急物資等の受入れ、積み替え、配分

等を行う拠点とする。 

（２）二次輸送拠点 

二次輸送拠点は、一次輸送拠点から届けられる救援物資を受入れ、地域内の避難所、

病院及び社会福祉施設等に対して、仕分け、配送等を行う地域防災拠点として位置づけ

るもので、原則、各公民館とする。 

３ 道 路 

道路施設被害を軽減して交通障害を防止し、かつ緊急輸送を円滑に行うため、平常時か

ら道路、橋梁についての危険箇所及び迂回道路を調査して、改良及び補修を推進する。 

特に、緊急輸送道路に指定された路線については、沿道建築物の耐震化について、県と

連携して実態把握を行い、耐震改修等への助成制度の創設等、耐震化を促進する取組につ
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いて検討を行う等、重点的に防災対策の強化を図る。 

なお、国土交通大臣は、災害時も含めた安定的な輸送を確保するため、県及び道路管理

者と協議の上、物流上重要な道路輸送網を重要物流道路として指定しており、機能強化及

び重点支援を行うことになっている。 

市内を通る重要物流道路は山陽自動車道、国道２号、国道373号で、このほかに代替・

補完路として国道250号が指定されている。 

（１）危険箇所調査・整備 

市道を対象として道路防災総点検を実施し、補修等対策工事の必要箇所を指定して、

緊急度の高い箇所から防災対策を進める。 

① 道路防災総点検 

落石等の自然災害により道路交通への被害発生のおそれのある箇所を把握する。 

② 道路の防災補修工事 

道路防災総点検の結果に基づき、道路の防災工事が必要な箇所を指定し、その対策

工事を実施する。 

また、アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水設備の補

修等を推進する。 

（２）橋梁の整備 

河川の増水による橋梁の流失、落下を防止し、交通の確保を図るため、橋梁の道路防

災総点検を実施し、補修等対策工事の必要箇所を指定して、緊急度の高い橋梁から防災

対策を進める。なお、橋梁の防災対策については、道路橋示方書に基づき耐震化を行

う。 

また、併せて今後老朽化する橋梁数の増大に対応するため、「橋梁長寿命化修繕計

画」を策定し、効率的な修繕を行う。 

（３）関連機関・団体との協力等 

① 災害時の道路交通管理体制の整備 

② 赤穂警察署と警備業者等との協議 

ア 交通規制 

イ 交通誘導 

③ 道路管理者と建設業者との協議 

ア 発災後の道路の障害物除去 

イ 応急復旧等に必要な人員 

ウ 資機材等の確保 

④ 赤穂市と運送事業者等との協議 

ア 緊急輸送体制の整備 

（４）道路啓開計画の策定 

自然災害発生後の道路の障害物の除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含む。）に

よる道路啓開を迅速に行うため、道路法等に基づき、協議会等の設置によって他の道路

管理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開計画を作成するとともに、定期的
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な見直しを行う。 

また、当該計画も踏まえて、道路啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保に

ついて、民間団体等との協定の締結を推進する。 

４ 鉄 道 

西日本旅客鉄道株式会社は、列車運転の安全確保を確立するために必要な線路諸設備の

実態把握、また、併せて周囲の諸条件を調査して異常時においても常に健全な状態を保持

できるよう諸施設の整備を行い、災害発生のおそれがある場合における警戒体制をあらか

じめ次のように確立している。 

（１）風害対策 

対策を必要とする箇所について、沿線樹木の倒壊予防、架空電車線の振れ止め強化を

行うほか、橋梁上又は高架部分等に設置の風速計により風速を監視する。 

（２）水害対策 

雨量計、河川水位計、河川情報センター末端機並びに文字放送により、降雨状況、河

川水位、台風、週間天気等の情報を収集し、状況の把握を行う。 

（３）その他対策 

阪神・淡路大震災により被災し復旧した高架橋は、震災直後に運輸省に設置された

「鉄道施設耐震構造検討委員会」により提示された「阪神・淡路大震災に係る特別仕

様」に従い、兵庫県南部地震程度の地震まで耐え得るように考慮する。 

本市は、災害の発生に備えて、西日本旅客鉄道株式会社との緊急時における情報収集

連絡窓口をあらかじめ定め、西日本旅客鉄道株式会社が実施する災害予防対策に協力す

る。 

また、突発的な事故発生時において初動体制が速やかに確立できるよう、職員の非常

招集体制の整備を図る。 

５ 臨時ヘリポート 

兵庫県が指定する次表のヘリコプター臨時離着陸場適地のうち、本市が管理する３施設

については、平常時から施設管理者と連絡を取り、現状を把握するとともに、臨時ヘリ

ポートを示す表示板や夜間誘導灯火、航空無線施設等の支援施設の整備に努める。 

■兵庫県指定ヘリコプター臨時離着陸場適地 

指定場所 施設管理者 所在地 連絡先 
最大対 

応機種 

敷地の広さ 

延長×幅(m) 

兵庫県立 

赤穂海浜公園 

兵庫県知事 

赤穂海浜公園 

管理事務所 

御崎1857-5 
0791- 

45-0800 

川崎 

CH-47J 
185×170m 

赤穂城南緑地公園 

陸上競技場 

赤穂市長 

赤穂市建設部 
加里屋1278 

0791- 

43-6828 

川崎 

CH-47J 
121×215m 
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指定場所 施設管理者 所在地 連絡先 
最大対 

応機種 

敷地の広さ 

延長×幅(m) 

千種川河川敷緑地 

サッカー場 

赤穂市長 

赤穂市建設部 
南野中字久保 

0791- 

43-6828 

川崎 

CH-47J 
105×105m 

千種川河川敷緑地 

（高野公園） 

赤穂市長 

赤穂市建設部 
高野 

0791- 

43-6828 

川崎 

CH-47J 
87×87m 

 

６ 海上交通関連施設等 

（１）海上交通環境の整備 

港湾管理者等は、防波堤、航路等の整備により、海上交通の安全性確保に努めてい

る。 

また、姫路海上保安部は、航路標識の維持管理に努めている。 

本市は、災害の発生に備えて、緊急時における関係機関との情報収集連絡窓口をあら

かじめ定めるほか、姫路海上保安部等が実施する災害予防対策への協力、並びに港湾管

理者等が実施する海上交通環境整備に協力する。 
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第７節 ライフライン施設の整備 

 

担 当 

責 任 者  総務部長、上下水道部長 

  建設部長 

関係機関  

関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、 

中国電力株式会社＜福浦地区＞、ＮＴＴ西日本株式会社、 

株式会社ＮＴＴドコモ、ＮＴＴドコモビジネス株式会社、ＫＤＤＩ

株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社、 

一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会、大阪ガス株式会社、 

大阪ガスネットワーク株式会社 

 

本市は、発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基幹施設等の最優先で復

旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体となった対応に努める。 

１ 上水道施設 

（１）現 況 

本市の上水道普及状況及び水源施設の整備状況は、次表のとおりである。 

■上水道普及状況        ■水源施設整備状況 

 （令和7年3月31日現在）                （令和7年3月31日現在） 

給水戸数 23,066戸  区 分 水源施設 
認可水量 

(㎥／日) 

取水能力 

(㎥／日) 

給水人口 43,874人  
地下水 

木津水源（一次） 19,000 19,000 

1日平均取水量 32,650㎥  北部水源 2,600 2,600 

1日平均配水量 32,585㎥  表流水 木津水源（二次） 39,900 34,560 

水道管延長 344,206ｍ      

普 及 率 100.0％      

 

（２）整備計画 

災害時においても水道水の供給を継続し、迅速な復旧ができるよう、上水道施設の整

備を促進する。 

また、施設の整備に際しては、耐震化・耐水化も併せて行う。 

① 災害に強い施設の構築と老朽施設の更新 

地震等による断水・減水をできるだけ少なくするため、「赤穂市水道ビジョン」に

基づき、施設の改築・更新（耐震化・耐水化）を計画的に行う。 

② 水道施設の保守点検 

水道施設について、定期的な点検を行い、適切な維持管理を実施する。 
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③ 断水対策 

配水池の耐震化や緊急遮断弁の設置、リダンダンシー（冗長性）による補完機能の

強化による被害区域の限定化を推進する。 

④ 台帳の適切な更新 

緊急時において、速やかな対応がとれるよう日頃から台帳のデータ更新を行うとと

もに、定期的なデータのバックアップを図る。 

⑤ 系統間の相互連絡 

導水管路、送水管路及び配水幹線が災害で被害を受けると、その系統の全給水区域

が断水となり大きな影響を受けるため、導水・送水及び配水幹線の各段階で異なる系

統間との相互連絡を検討する。 

⑥ 災害時用の資機材の整備 

必要な資機材を把握し、あらかじめ調達方法・保管場所等を定めておく。 

⑦ 教育訓練 

災害発生時に的確な防災対策が講じられるよう、平常時から、職員に対する教育訓

練を実施する。 

（３）相互応援協定 

県内の各市町及び各水道事業体において締結された「兵庫県水道災害相互応援に

関する協定」に基づき、災害対策資機材の備蓄状況などの災害対策に関する情報交

換や連絡方法等必要な事項の協議及び調整を行い、災害時における相互応援活動を

円滑に行う。 

２ 生活排水処理施設 

（１）現 況 

本市の下水道等の生活排水普及状況及び処理施設の整備状況は、次のとおりである。 

■生活排水普及状況                   （令和7年3月31日現在） 

種 別 
整備面積 

（ha） 

処理区域内戸数 

（戸） 

処理区域内人口 

（人） 

普及率 

（％） 

下 水 道 1,536.4 21,299 41,787 95.3 

農業集落排水 66.8 720 1,778 4.0 

合併処理浄化槽 － 42 100 0.2 

計 1,603.2 22,061 43,665 99.5 

※行政人口（令和7年3月31日現在）43,874人 
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■下水道等施設整備状況                          （令和7年3月31日現在） 

種  別 下水道（雨水） 下水道（汚水） 農業集落排水施設 

計画処理 

区域面積 
1,189ha 2,009ha 66.8ha 

下水管渠 延長  82.7km 延長 374.4km 延長 36.5km 

ポンプ施設 
７ヶ所 

敷地面積 17,350㎡ 

68ヶ所 

（ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ含む） 

敷地面積 9,855㎡ 

26ヶ所 

（ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ） 

処理施設 

赤穂下水管理センター 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 6.1ha 

 処理方式 標準活性汚泥法 

 処理能力 26,800㎥／日 

福浦下水処理場 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.18ha 

 処理方法 オキシデーションディッチ法 

処理能力 810㎥／日 

はりま台下水処理場 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.11ha 

 処理方法 長時間ばっ気法 

処理能力 265㎥／日 

古池下水処理場 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.086ha 

 処理方法 オキシデーションディッチ法 

処理能力 35㎥／日 

大泊下水処理場 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.088ha 

 処理方法 オキシデーションディッチ法 

処理能力 100㎥／日 

小島下水処理場 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.12ha 

 処理方法 長時間ばっ気法 

処理能力 90㎥／日 

有年原地区農業集落排水処理施設 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.115ha 

 処理方式 JARUS-Ⅲ型 

 処理能力 138.6㎥／日 

原新田地区農業集落排水処理施設 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.115ha 

 処理方式 JARUS-Ⅲ型 

 処理能力 174.9㎥／日 

有年牟礼地区農業集落排水処理施設 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.12ha 

 処理方式 JARUS-Ⅰ型 

 処理能力 92.4㎥／日 

東有年地区農業集落排水処理施設 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.179ha 

 処理方式 JARUS-Ⅲ型 

 処理能力 372.9㎥／日 

西有年第1地区農業集落排水処理施設 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.203ha 

 処理方式 JARUS-Ⅲ型 

 処理能力 359.7㎥／日 

西有年第2地区農業集落排水処理施設 

 排除方式 分流式 

 敷地面積 0.103ha 

 処理方式 JARUS-Ⅲ型 

 処理能力 270.6㎥／日 
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（２）整備計画 

災害による下水道施設の被害を最小限に抑え、被害を受けても速やかに復旧できるよ

う下水道施設の整備を推進する。 

また、施設の整備に際して、耐震化・耐水化も併せて行う。 

① 災害に強い施設の構築と施設の更新 

地震等による処理施設及び汚水管渠の被害をできるだけ少なくするため、施設の改

良計画を策定し、計画的に整備を進める。 

ア 重要幹線管渠の整備 

イ ポンプ場及び処理場の整備 

ウ 資機材の整備 

② 下水道施設の保守点検 

下水道施設について、平常時の巡視及び点検を実施し、老朽施設、故障箇所の改善

を実施する。 

③ 台帳の適切な更新 

緊急時において、速やかな対応がとれるよう日頃から台帳のデータ更新を行うとと

もに、定期的なバックアップを図る。 

④ 災害時用の資機材の整備 

必要な資機材を把握し、あらかじめ調達方法・保管場所等を定めておく。 

⑤ 教育訓練等 

災害発生時に的確な防災対策及び早期の施設復旧対策が講じられるよう、平常時か

ら職員並びに施設管理委託者に対する教育訓練等の実施を行う。 

３ 電力施設 

関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社は、次の内容により

電力施設の整備等を進める。 

なお、本市内には関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社の送電施設もあるが、こ

れら施設は大規模であり、広域的機能を担うものであるため、これらの予防計画は、兵庫

県地域防災計画によるものとする。 

（１）施設の保全 

① 台風、洪水、集中豪雨、高潮対策 

ア 変電設備 

洪水、高潮災害予知地点における重点的な設備防護措置の実施 

イ 配電設備 

電気設備に関する技術基準等による風水害対策の実施 

② 雷害対策 

ア 変電設備 

耐雷遮蔽、避雷器の重点配備、適正更新実施及び系統保護継電装置の適正更新実

施 
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イ 配電設備 

襲雷頻度の高い地域における避雷器等の避雷装置の取付の実施 

③ 塩害対策 

ア 変電施設 

沿岸施設の恒久的耐塩設計の実施、及び定期的汚損測定、水洗、シリコン塗布に

よる応急的措置 

イ 配電設備 

耐塩用がい子、耐塩用変圧器及び耐塩用開閉器等の取付の実施 

④ 地震対策 

ア 変電施設 

・主要機器の効果的な耐震構造化 

・構造物の耐震設計の採用 

イ 配電設備 

・地中設備に係る不等沈下発生箇所の改修の実施 

・橋梁並びに建物取付部における耐震性管材料及び構造の採用 

・配電設備の巡視点検の実施 

・配電設備の地中化に関する、総合的な都市整備と協調した計画的な設備の実施 

（２）電力の安定供給 

① 通信設備の確保 

・主要通信系統の２ルート化 

・健全回線への切替えによる応急連絡回線の確保 

・通信用電源の確保 

・移動無線応援体制の整備 

・近畿地方非常通信協議会加入による地方各機関との相互協力 

② 電気施設予防点検 

電気施設に関する技術基準の定めるところに適合するよう定期的に当社工作物の

巡視、点検（災害のおそれのある場合には特別の巡視）及び自家用需要家を除く一

般需要家の電気工作物の調査を行う。 

③ 気象台等との連携 

災害発生の予知について気象台等との連携を密にするほか、次の手段により的確

な情報の入手に努める。 

・気象用レーダーによる気象情報の把握 

・ロボット雨量計による雨量情報の把握 

④ 公衆災害、二次災害の防止 

ア 電気工作物の適正管理を推進するため、以下の対策を実施する。 

・樹木接触、看板接触等による漏電の防止措置 

・引込巡視、定期絶縁検査の計画実施 

・不良電気設備（需要家）の改修促進 
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イ 災害時における感電や火災等の公衆災害、二次災害を防止するため、平常時か

ら以下の対策を実施し、需要家の防災意識の向上に取り組む。 

・テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関及びパンフレット、チラシ等の各種広報媒

体を活用した電気保安上の注意点についての電気事故予防ＰＲ活動の実施 

・自家用、特高需要家との連絡協調体制の確立、保安上の注意喚起の実施 

⑤ 資機材の整備点検 

ア 資機材の確保 

地域的条件等を考慮して、災害対策用資機材等の必要数を確保する。 

イ 資機材の輸送 

輸送力確保のため、運送業者その他と協調して、輸送力確保に万全を期す。 

⑥ 防災訓練、防災教育の実施 

ア 訓練の種類 

・情報連絡訓練 

・被害復旧訓練 

イ 訓練の方法 

・全社規模における総合訓練 

・各級機関における総合又は部門別訓練 

・自治体等の防災訓練への参加 

ウ 従業員の防災教育 

関係法令集、各種パンフレットの配布、検討会・講演会の開催及び社内報への関

連記事掲載等の方法により、従業員に対する防災教育を実施し、従業員の災害に対

する認識を深めるとともに、防災意識の高揚を図る。 

⑦ 安定的な電気供給に向けた連携強化 

関西電力送配電株式会社は、倒木等により送配電網や啓開作業等に支障が生じるこ

とへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧

作業の迅速化に向けた相互の連携の強化に努めるものとする。 

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市との協力に努めるものとする。 

４ 電気通信施設（電話） 

（１）ＮＴＴ西日本株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ及びＮＴＴドコモビジネス

株式会社の取組み 

ＮＴＴ西日本株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ及びＮＴＴドコモビジネス株式会社

は、次の内容により電気通信施設の整備等を推進する。 

① 施設の保全及び耐震性の強化 

ア 建物及び鉄塔 

建物及び鉄塔の耐震診断及び補強を実施する。 

イ 所内設備 

ｱ) 機械設備 

建物に設備している交換機、伝送設備などについて振動による倒壊、損傷を防
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止するため、局舎のハリ、壁及び床などに支持金物でボルト固定を施すととも

に、各装置に搭載している電子部品等も脱落やずれが生じないよう固定し、耐震

補強を実施する。 

ｲ) 電力設備 

電力設備は、建物へ支持金物により固定し、蓄電池は耐震枠による移動防止な

どの対策を講じているが、更に発電装置系の始動用補給水の確保、燃料配管のフ

レキシブル長尺化、蓄電池及び自家発電装置の耐震強化を実施する。 

ウ 所外設備 

架空ケーブルの地中化を計画的に推進する。 

② 災害対策用設備等の整備・点検 

ア 通信途絶用無線網の整備 

イ 有線不通時の内閣府中央防災無線における国等防災関係機関との通信確保 

ウ 災害対策用機器の整備・充実 

エ 復旧機材の備蓄 

③ 防災訓練の実施 

ア 災害発生時に備え、災害対策機器の取扱方法の熟知、情報連絡体制の充実、防

災意識の高揚を図るため、年間を通じて防災訓練等を計画的に実施するととも

に、地方行政機関が主催する防災訓練に積極的に参加する。 

イ 演習の種類 

・災害対策情報伝達演習 

・災害復旧演習 

・大規模地震を想定した復旧対策演習 

ウ 演習の方法 

・広域規模における復旧シミュレーション 

・事業所単位での、参集・情報伝達演習 

・防災関係機関における総合防災訓練への参加 

④ 安定的な電気通信に向けた連携強化 

倒木等により電気通信網や道路啓開等に支障が生じることへの対策として、地域性

を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた相互

の連携の強化に努めるものとする。 

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市との協力に努めるものとする。 

（２）ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社の取組

み 

ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社は、次の内容によ

り電気通信施設の整備等を推進する。 

① 通信設備等に対する防災設計 

災害の発生を未然に防止するため、予想される災害の種類、規模等について十分調

査し、これに対する耐災害性を考慮して通信設備等の防災設計を行う。 
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また、主要な通信設備等については、予備電源を設置する。 

② 通信網等の整備 

災害時においても通信の不通又は極端な疎通低下を防止するため、次により整備を

行う。 

ア 網制御・交換設備及びその付帯設備の分散設置を図る。 

イ 伝送路については、所要の信頼性を維持するため、海底ケーブル、陸上光ケー

ブル、通信衛星等により可能な限り多ルート化を図る。 

③ 災害対策用機器、車両等の配備 

災害発生時において通信を確保し、又は災害を迅速に復旧するため、必要とする事

業所に緊急連絡用設備、代替回線又は臨時回線の設定に必要な通信機器、運搬用車両

その他防災用機器等を配備する。 

④ 防災訓練の実施 

ア 防災業務を円滑かつ適切に実施するため、災害発生に係る情報の収集・伝達、

対策本部の設置、非常招集・参集、災害時における通信の疎通確保、電気通信設

備等の災害復旧、災害対策用機器の操作、消防・防水、避難・救護等に関する防

災訓練を毎年１回は実施するとともに、防災体制の見直しと必要な改善を図る。 

イ 訓練の実施に当たっては、被災想定や実施時間を工夫するなど実践的なものと

なるよう配慮するとともに、関係地方公共団体が実施する総合防災訓練に参加す

る等これら機関との連携も考慮して行う。 

５ ガス施設 

（１）一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会の取組み 

一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会は、次の内容により施設の整備等を推進する。 

① 集中監視システムの導入 

② 安全機器の取付促進 

③ 地域防災事業所の設置 

④ 防災要員の確保 

⑤ 中核充填所の設置 

⑥ 相互協力体制の確立 

⑦ 防災訓練等の実施と参加 

⑧ 災害防止のための普及啓発活動の実施 

（２）大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社の取組み 

大阪ガス株式会社及び大阪ガスネットワーク株式会社は、次の内容により施設の整備

等を推進する。 

①  要員の確保 

被害状況に応じて社員及び協力会社作業員を必要な作業工程毎に効率的に編成動員

するため、職能別に要員を把握するとともに、定期的に見直しを行う。 
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② 教育訓練 

災害発生時の非常体制の確立、情報収集、緊急措置、他機関との協力体制、復旧手

順等について必要な教育を定期的に行うとともに、年１回全社規模での訓練を実施す

る。 

③ 巡回点検計画の立案と実施 

あらかじめ災害の発生が予想される際に巡回点検する主要供給路線、橋りょう架管

及び受水のおそれがある地下マンホール内の整圧器等を定めておく。 
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第３章 防災施設の整備  

 

⚫ 本市の災害対策拠点において、耐災害性を確保し、情報通信の多重化等の

機能強化を図る。 

⚫ 防災センター、消防本部（署）の整備充実をはじめ、消防設備や水防資機

材等の計画的な整備を図る。 

■章の構成 

第３章 

防災施設の整備 

 

 

第１節 防災センター、消防本部（署）の整備充実 

第２節 情報通信機器・施設の整備充実 

第３節 防災拠点の整備 

第４節 防災資機材の整備 

 

担 当 
責 任 者  危機管理監、総務部長、消防長 

  各部長 
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第１節 防災センター、消防本部（署）の整備充実 

赤穂市防災センターは、市民の防災教育、訓練施設として、また、防災に関する各種資

機材・物資の備蓄施設として整備されており、引き続き展示物品、備蓄物資の充実を図

る。 

また、併設する消防本部には、消防緊急通信指令設備や消防救急デジタル無線基地局設

備、防災行政無線の端末設備等が設置され、消防・救急・救助各種災害対応活動の中枢施

設となっている。これらの設備が、常時正常な状態で運用できるよう維持管理に努めると

ともに、経年による劣化状況に応じ更新整備を図り、災害対応に最善を期する。 

１ 施設概要 

本 体      ：鉄骨鉄筋コンクリート造 ３階建 延面積  3,538.64㎡ 

主訓練塔    ：鉄筋コンクリート造   ６階建 延面積    273.31㎡ 

副訓練塔    ：鉄筋コンクリート造   ３階建 延面積     40.50㎡ 

防災資機材庫：鉄筋コンクリート造   平屋建 延面積     50.00㎡ 

プロパン庫  ：コンクリートブロック造 平屋建 延面積      9.50㎡ 

耐震性貯水槽：100㎥、１基 

２ 諸設備 

電 気      ：自家発電設備（300KVA）、高圧受電設備、エレベータ設備、放送設備 

空 調      ：冷暖房設備、換気設備 

給排水      ：直圧給水方式 

防 災      ：屋内消火栓設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、誘導灯、泡原液

タンク（6,000㍑）、避雷設備 

通 信      ：消防緊急通信指令設備、消防救急デジタル無線設備、電話交換設備、

消防団サイレン吹鳴遠隔装置、気象観測装置、兵庫衛星通信ネット

ワークシステム、災害対応総合情報ネットワークシステム（以下、

「フェニックス防災システム」という。）、兵庫県広域災害・救急医

療情報システム、全国瞬時警報システム（Jアラート）、ＮＥＴ119、

Ｌｉｖｅ119映像通報システム 
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第２節 情報通信機器・施設の整備充実 

フェニックス防災システム（災害対応総合情報ネットワークシステム）、兵庫衛星通信

ネットワークシステム等の活用を図る。 

また、職員相互又は赤穂市災害対策本部と各避難所等防災拠点との通信手段を確保する

ため、以下の情報通信機器等の整備を推進する。 

なお、フェニックス防災端末にテレビ会議システムが導入されており、県災害対策セン

ター、市、県民局等の複数拠点とのテレビ会議が可能である。 

１ 防災行政無線の整備等 

災害時に電気、電話等が一時的に途絶しても、情報連絡体制が確保できるよう、状況に

応じて施設・設備の更新整備を図り、災害対応に万全を期する。 

特に、障がい者世帯や土砂災害警戒区域及び津波浸水想定区域等にある世帯について

は、より確実な情報伝達手段の確保に努める。 

２ インターネットを利用した情報伝達の充実 

インターネット、本市関連機関のネットワーク等を整備することにより、報道機関、市

民等からの多様な災害関連情報等の収集伝達体制の整備を推進する。 

なお、情報通信技術の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技

術、ＳＮＳなど、ＩＣＴの防災施策への積極的な活用を図る。 

３ 携帯電話の整備 

携帯電話、衛星携帯電話等の整備を進めるとともに、赤穂市公式ＬＩＮＥや赤穂市防災

情報ネット（メール）の有効活用を図る。 

４ 安心・安全公共コモンズの整備 

安心・安全に関する公的情報を迅速かつ正確に市民に伝達するため、テレビ、ラジオ、

携帯電話、ポータルサイト、Ｌアラート（災害情報共有システム）等の多様なメディアを

活用する安心・安全公共コモンズの整備を推進する。 

５ 赤穂市防災情報ネットの普及促進 

兵庫県は、避難に関する情報などの緊急情報や気象情報等を配信する「ひょうご防災

ネット」を提供するとともに、スマートフォン用アプリの開発及び機能の充実を図る。 

本市は、「ひょうご防災ネット」と連携した「赤穂市防災情報ネット」の普及促進を図

る。 
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６ 災害時非常通信体制の充実強化 

災害時等に加入電話、自動車電話又は携帯電話が使用できない時で、他の有線通信が利

用することができないか、又は利用することが著しく困難な場合に対処するため、電波法

第52条の規定に基づく非常通信の活用を図る。 

さらに、災害時等における非常通信の円滑かつ効率的な運用と、防災関係機関相互の協

力体制を確立するため、平常時より非常通報の伝送訓練等を行い、通信方法の習熟と通信

体制の整備を推進する。 

なお、兵庫県は、近畿地方非常通信協議会の活動等を通して、衛星通信等を活用した非

常通信体制の整備・ネットワーク（有線・無線）の多重化等による充実・訓練等による実

効性の確保を図る。 
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第３節 防災拠点の整備 

地域の自立的な防災機能を強化するため、面的整備事業等を活用して公園、地域医療施

設、学校、公民館等の整備を推進する。 

さらに、河川や道路を軸とした広域防災帯により分割可能な単位で、災害時にきめ細か

な救援・救助等を推進するため、総合防災拠点、地域防災拠点及びコミュニティ防災拠点

を整備するほか、広域防災拠点を活用した、被災地への要員、物資の輸送等による支援体

制を整備する。 

そのほか、臨海部においては公園・緑地・広場を活用し、非常時には救助・救援や物

資・人員輸送のできる防災拠点の整備に努める。 

１ 総合防災拠点の整備 

本市は、市役所を総合防災拠点と位置づけ、災害が発生した場合、市民への情報伝達、

避難所との連絡調整、兵庫県等への報告や応援要請等、あらゆる災害、被災情報を統括す

る赤穂市災害対策本部を市役所本庁舎３階303会議室に設置することとし、赤穂市災害対

策本部設置に必要な無線、有線等の通信機器、視聴覚機器、非常電源等を整備し、赤穂市

災害対策本部室等の機能強化を図る。 

また、市庁舎や庁舎内設備の耐震化を優先的に推進し、市役所が被災し、赤穂市災害対

策本部の機能を果たせない場合に備え、防災センターに赤穂市災害対策本部としての代替

機能が果たせるよう情報通信設備等の整備に努める。 

２ 地域防災拠点の整備 

本市は、各公民館及び赤穂城南緑地を地域防災拠点として位置づけ、各公民館について

は備蓄物資（照明用ランタン、懐中電灯、ハンドマイク、毛布等）の整備を図る。 

また、平常時より、管轄内の各避難所の施設管理者と緊急時に円滑な情報交換が図れる

よう連絡体制を整備し、災害時には、管轄内の各避難所の状況把握、人的・物的資源の調

整を実施できるようにする。 

３ コミュニティ防災拠点の整備 

本市は、各小・中学校等をコミュニティ防災拠点として位置づけ、備蓄物資（照明用ラ

ンタン、懐中電灯、ハンドマイク、毛布等）を整備している。 

さらに、施設管理者と緊急時に円滑な情報交換が図れるよう連絡体制を整備するととも

に、施設の耐震・耐火性の強化及び通信手段の確保等防災機能を備えた施設整備を図る。 

また、要配慮者の利用も想定した防災機能の強化に努めるとともに、救援・救護活動が

迅速にできる体制の整備を図る。 
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■防災拠点の機能 

区  分 機  能 

広域防災拠点 

（西播磨内陸地域） 

○播磨科学公園都市 

（ブロック拠点） 

○赤穂海浜公園 

（輸送拠点） 

○兵庫県災害対策本部の機能補完 

○情報通信機能 

○緊急物資、復旧資機材の備蓄・保管拠点 

○臨時防災ヘリポート 

○地域内外からの物資の集積・配送拠点 

○救急・救援要員の駐屯機能（地域防災拠点の支援・補完） 

総合防災拠点 

○市役所（防災センター） 

※（ ）は代替施設 

○赤穂市災害対策本部室としての機能 

○情報通信機能 

地域防災拠点 

○公民館 

○赤穂城南緑地 

 

○防災ブロック内の救援・救助、復旧活動の拠点 

○広域防災拠点からの緊急物資、復旧資機材の配送拠点 

○緊急物資、復旧資機材の備蓄拠点 

○広域避難スペース 

○情報通信機能 

○救援・復旧活動に当たる主体の駐屯拠点 

○救急医療、高齢者・障がい者ケア機能との連携 

コミュニティ防災拠点 

○小・中学校等 

○地域住民の避難場所 

○地域住民の防災活動拠点 

○情報通信機能 

 

４ 避難所機能の整備 

（１）避難所機能としての体制整備 

避難所運営マニュアルに基づき、職員、公民館、学校等の施設管理者、避難市民との

役割分担、避難所運営ルール等を定め、関係者に事前に周知する。 

また、自主防災組織等の協力を得て、避難所運営組織の編成を図るなど、平常時から

運営体制の整備に努め、災害時の円滑な自主運営体制の確立を図るとともに、地域の居

住者、要配慮者（特に避難行動要支援者）に関する情報を把握するよう努める。 

さらに、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため、専門家、ＮＰＯ・ボラ

ンティア等との定期的な情報交換、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域

の人材、避難生活支援リーダー、サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組む

地域のボランティア人材の育成・確保に努める。 

なお、本市は、自治会・自主防災組織等を通して、次のような取組を行う。 

ア 複数のリーダー育成（女性や若者の登録にも留意） 

イ 非常時の役割分担（班編成等。性別や年代にとらわれず、能力や適性に応じて配

置） 

ウ 避難所運営マニュアルの更新 

エ 施設管理者（指定管理施設は指定管理者）との協議 

オ 避難所開設・運営の訓練 



第２編 災害予防計画 

第３章 防災施設の整備 

2-49 

カ 避難の心得、避難所運営ルール等の周知 

（２）避難所機能としての施設整備 

指定避難所に指定する施設には、サイレンのほか、ファクシミリやパソコン等の情報

通信機器、ＵＰＳ（無停電電源装置）の整備を推進する。 

また、良好な生活環境を確保するための設備（テレビ、ラジオ、空気清浄機、照明器

具等）や備蓄物資の確保とともに、備蓄物資は定期的に点検し、必要に応じて更新す

る。 

このほか、特に医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療

機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努める。 

さらに、避難所ごとに断水に備えた生活用水の確保方策を検討し、準備しておく。 

（３）指定避難所の管理運営体制の周知  

避難所運営マニュアルや訓練等を通じて、市民等に対し、あらかじめ、指定避難所の

運営管理のために必要な知識等の普及に努める。 

市民等への普及に当たっては、市民等が主体的に指定避難所を運営できるように配慮

する。 

（４）福祉避難所の指定 

指定避難所内の一般避難スペースでのケアが困難な避難行動要支援者は、状況に応じ

て、指定する福祉避難所へ収容する。 

本市は、公共施設や民間の福祉関連施設等について、福祉避難所としての利用可否を

調査し、必要に応じて、施設管理者と協力協定を締結するとともに、円滑な開設運営に

資するための協議を進める。 

また、災害時に一般避難者が福祉避難所に殺到し、福祉避難所としての開設が困難に

なることがないよう、福祉避難所の役割について市民に周知する。 

さらに、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、あらかじめ

福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入対象者を特定して公示し、福祉避難

所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者

が、避難が必要となった際に福祉避難所へ円滑に避難することができるよう努める。 

（５）要配慮者に配慮した施設整備等 

多人数の避難に供する施設の管理者は、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（バリアフリー法）、その他要配慮者の権利擁護・配慮に関する法令等に

基づくとともに、障がい者等が落ち着ける環境を工夫すること、障がい特性に対応した

コミュニケーション手段を踏まえること、歩行が困難な障がい者等の通路を確保するこ

となど、さまざまな対応方法や配慮事項を踏まえた整備・改善に努める。 

（６）感染症に対応した適切な避難対策 

県が作成した「新型コロナウイルス感染症等感染症に対応した避難所運営ガイドライ

ン」等を参考に、十分な避難スペースの確保やレイアウト・導線の確認、避難者の健康
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チェック・検温、換気など感染症に留意した避難所運営対策を確立するとともに、避難

所運営マニュアルに感染症への対応を適宜反映させていく。 

なお、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を含む。）発生時に

おける自宅療養者等の被災に備えて、県と避難の確保に向けた検討・調整を行ってお

く。 

（７）自動車利用対策 

自動車避難又は車中泊避難については、推奨するものではないが、ペット避難、感染

症患者等の避難先として活用する可能性もあることから、地域の実情を踏まえ、自動車

避難又は車中泊避難を受け入れる地域では、適切な対応がとれるよう、体制整備等を検

討しておく必要がある。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や

車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努める。 

（８）在宅避難者の支援 

在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難とな

る場合に備えて、あらかじめ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援

のための拠点を設置する。 
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第４節 防災資機材の整備 

１ 消防・救助用資機材 

洪水、土砂災害、火災等に対応するため、消火活動用資機材を増強するとともに、人命

の検索、救出を迅速に行うため救助活動用資機材の充実を図る。 

２ 水防用資機材 

毎年出水期前に、水防用資機材について、点検、整備を行うほか、土のう作成器やエン

ジン付き災害用ボート等水害を想定した装備の充実を図る。 

３ 情報伝達用資機材 

災害時における市民への情報伝達、連絡手段を確保するため、車載型拡声装置、ハンド

マイク等の点検、並びに整備に努める。 

４ 道路交通用資機材 

道路の障害物除去のための道路啓開用資機材を整備する。 

また、国、兵庫県の道路管理者と連携して、災害により道路施設の損壊等が生じ通行に

支障があり、応急復旧を必要とする場合を想定し、道路交通法に基づく交通諸規制を実施

するために必要な資機材を整備する。 

特に、通行禁止等を示す看板やカラーコーン、道路被災箇所を囲い込むバリケード等の

整備を図る。 

５ その他 

上記のほか、関係各課は適宜、自動車、ろ水機、給水車、消毒器、残留塩素測定器、防

疫用薬品及び防疫用給水に必要な装備具、治療用の医療用具、医薬品（希少ワクチン類を

含む。）、衛生材料、資材運搬用の資機材、被災建築物応急危険度判定資機材、並びに農

業関係災害応急対策に必要な資機材等について、点検、整備に努める。 

（参照）資料編資料集2-15 防災備蓄物資一覧（P資料-79） 
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第４章 消防予防対策の推進 

 

⚫ 消防力、救急・救助体制の強化を図るとともに、災害発生時には、配備し

ている救急・救助資機材を有効に活用できるよう消防職・団員の能力の向

上を図る。 

⚫ 防火対象物等の査察等を通じて、火災予防を推進する。また、火災予防運

動の実施により、火災予防思想の普及啓発を行う。 

⚫ 大規模火災や林野火災等に対応するため、広域での消防応援協定を締結

し、災害時の対応力を強化する。 

■章の構成 

第４章 

消防予防対策の推進 

 

 

 

 

第１節 消防施設等の整備 

第２節 火災予防対策の実施 

第３節 救急・救助体制の整備 

第４節 広域応援体制の整備 

第５節 文化財等の火災予防 

第６節 大規模火災時の避難計画  

 

 責 任 者  消防長 

担 当   各部長 

 関係機関  各項目に記載 



第２編 災害予防計画 

第４章 消防予防対策の推進 

2-53 

第１節 消防施設等の整備 

１ 消防施設等の現況 

本市の消防施設・設備等の現況は、次の資料編に示すとおりである。 

（参照）資料編資料集2-11 消防施設・設備の現況（P資料-74～75） 

（参照）資料編資料集2-12 消防署員・団員の数（P資料-76）    

（参照）資料編資料集2-13 消防水利の概要（P資料-77）      

２ 消防施設等の整備計画 

火災が同時に多発した場合に、その消火及び延焼防止への対応も踏まえ、地震防災緊急

事業五箇年計画等に基づき、計画的な整備を推進する。 

① 「消防力の整備指針」「消防水利の基準」の達成を目標に、計画的な整備を進め

る。 

② 水道施設等の被害によって消防水利の確保に支障を来すことのないよう、都市公園

等に、防火水槽、耐震性貯水槽等を計画的に設置し、消火栓整備と併せて、自然水利

やプール等、多様な水源を活用した消防水利の確保と適正な配置を推進する。 

③ 都市公園等に設置する耐震性貯水槽（100㎥級）に小型動力ポンプ（収納庫を含

む。）を配置し、地域住民による初期消火体制の充実強化を図る。 

④ 消防・救急・救助車両については、消防車両整備計画に基づき、計画的に整備する

とともに、緊急消防援助隊設備の充実強化を図る。 
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第２節 火災予防対策の実施 

１ 火災予防思想の普及啓発 

（１）火災予防運動の実施等 

毎年春、秋に実施される全国火災予防運動に呼応して、本市における火災予防運動を

実施し、広く市民に火災予防思想の普及啓発を図る。 

（２）自主防災組織等の育成強化 

地域における自主防災組織、事業所における自衛消防組織を育成強化し、防火防災教

育、訓練を充実することにより災害の未然防止、災害時の被害軽減を図る。 

２ 防火対象物の火災予防 

（１）防火管理者制度の推進 

消防法第８条に定める防火対象物について、防火管理者の選任及び消防計画の作成、

これに基づく消火、通報及び避難訓練の実施、消防用設備等の点検、整備等必要な防火

管理業務の遂行を徹底させる。 

また、これら防火管理者の資格を付与するため、消防本部は防火管理に関する講習会

を毎年開催するとともに、既に防火管理者の資格を有する者に対する再講習を毎年実施

し、資質の向上を図る。 

（２）防火及び防災セイフティマークの表示指導 

法令で義務化された一定規模以上の劇場、映画館、集会場、百貨店、旅館及びホテ

ル、病院、飲食店、雑居ビル等に対して、防火対象物点検制度及び防火管理者点検報告

制度を遵守させるとともに、点検基準に適合している対象物については、点検基準に適

合していることを示す防火及び防災セイフティマークの表示を指導し、利用者の安全確

保体制を確立する。 

（３）消防法令違反に対する是正指導 

不特定多数の人が出入りする劇場、映画館、集会場、百貨店、旅館及びホテル、病

院、飲食店、雑居ビル等の建物で、消防用設備等の未設置等、防火安全上の消防法令違

反に対して是正促進を行う。 

また、重大な消防法令違反の防火対象物については、速やかに違反の状況をホーム

ページにおいて公表することにより、違反の早期是正を図る。 
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３ 屋外催しの火災予防 

（１）指定催しに係る防火管理の徹底 

消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、

大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命

又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを指定催しとして指定す

る。 

指定された催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する

計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせる。 

（２）対象火気器具等の火災予防対策 

対象火気器具（火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器

具等）を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して使用

する場合には、消火器の準備を徹底させる。 

また、対象火気器具を使用する露店等を開設しようとする者は、あらかじめ消防署に

届けるものとする。 

４ 林野火災の予防 

（１）消防・防災体制の確立 

防災関係機関との相互連携を密にし、林野火災の発生防止及び火災による損害を軽減

して森林資源の確保と地域の保全を図る。 

また、林野火災に対処するため消防職・団員を確保するとともに、林野火災多発期に

おける警戒体制、火災警報発令時における警戒体制等、消防隊の体制を確立する。 

（２）出火防止対策 

林野火災の出火原因の大部分が不用意な火の取扱いという人為的なものであることか

ら、山火事予防運動等の機会やＳＮＳ等の各種媒体を活用した火の取扱いや不始末によ

る出火の危険性等の周知、出火防止に関する啓蒙宣伝の強化を図るとともに、火災多発

期における広報及び巡視の徹底を図る。 

また、林野火災の未然防止と被害の軽減に向けて、林野火災の発生危険度等に係る情

報の発信に努めるとともに、標識板や立看板など防火思想の普及に努める。 

（３）消防戦術及び装備の近代化 

林野火災による被害の軽減を図るため、消防戦術の研究、自然水利の利用や消防用水

の確保が可能な車両等、林野内への送水や放水を可能にする資機材の充実強化等、林野

火災の特性に対処し得る消防用資機材の整備を推進する。 

また、ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進する。 
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（４）林野火災警防計画の作成 

大規模な林野火災への対応を図るため、応援要請、燃料補給、ヘリコプター要請等、

総合的な林野火災警防計画を作成する。 

（５）関係機関との連携強化 

消防防災航空隊及び自衛隊による迅速かつ効果的な空中消火を行うため、ヘリコプ

ター機数、給水拠点、燃料補給方法などの調整を行うとともに、地上及び空中の消火活

動の連携強化に努める。 

（６）林野火災に対する警戒の強化 

火入れの許可申請の徹底やたき火等の把握、火入れやたき火等を行う者が火災予防上

必要な措置の徹底を図るよう、適切な対応を行うとともに、許可した火入れの情報等を

消防機関と共有する。 

さらに、乾燥や強風等の気象状況に応じて的確に火災に関する警戒情報等を発表する

とともに、地域の住民等に対する注意喚起、監視パトロール等の強化など適切な対応を

行う。 

（７）林野火災対策への備え 

林野火災は、ひとたび発生すると気象条件や地形、飛び火の発生等により急激な延焼

拡大等に至る場合があること、気象状況の変化により延焼方向の急変や強風により広範

囲な飛び火等が発生するおそれがあること、その消火活動においては、全体像の把握

や、狭隘・急峻な林野内への進入・放水活動に困難な場合があること、活動が長期化し

多くの人員を必要とすること等に留意して備えを行う必要がある。 

このため、市及び消防機関は、平時より指揮体制の早期確立、速やかな応援要請、地

上・空中消火の連携を基本とした災害対応等の実施のための備えに努める。 
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第３節 救急・救助体制の整備 

１ 救急・救助体制の整備拡充 

救急隊員・救助隊員の資質の向上を図るとともに、救急・救助の高度化を図るため、救

急業務高度化推進計画に基づき、救急救命士の育成、高規格救急自動車及び救急救命用資

機材の整備拡充を図る。 

また、さまざまな救助事案に対し、迅速な救助活動を行うため、救助工作車及び各種救

助用資機材の整備拡充を図る。 

２ 救急（応急手当）知識の普及 

市民に対し、心肺蘇生法等の応急手当に関する知識・技能の普及を推進するとともに、

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及を推進する。 

３ トリアージ体制の整備 

災害時に救急隊員が救護所等において負傷者のトリアージ※を適切に実施できるよう研

修の実施に努める。 

※トリアージ 

⚫ 迅速かつ的確な救急医療措置を確保するため、災害により多数の負傷者が発生した

場合、負傷者を緊急治療（赤色）、準緊急治療（黄色）、軽処置（緑色）、不処置

（黒色）の４段階に振り分け、治療の優先度を表示したカラーの認識票（トリアー

ジタッグ）を負傷者に取り付けること。現場での一次選別と医療機関での二次選別

がある。 

４ 関係機関との協力 

本市は、自らが保有する救急救助資機材等だけでは不足する場合に備えて、関係機関の

人材、資機材等の提供が受けられるよう協力体制の整備を推進する。 
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第４節 広域応援体制の整備 

大規模災害時において、円滑な広域応援活動が行えるよう、あらかじめ相互応援協定等

を締結し、実効性の確保に留意して、具体的な応援活動を実施できる体制の整備等、広域

的な応援体制の確立を図る。 

また、大規模災害時の対策の充実・強化を図るため、県及び県下消防本部と連携し、平

常時から良好な協力関係を構築し、発災時の相互応援を迅速に実施する体制を確立する。 

１ 消防相互応援協定の締結 

本市は、大規模災害時における消防・救急・救助活動の万全を期するため、必要な協定

を結び、相互応援体制を確立する。 

相互応援協定については本編 第５章 第２節「広域防災体制及び応援協定の整備・確

立」を参照。 

２ 緊急消防援助隊受入体制の整備 

兵庫県は、広域的な大規模災害が発生し、兵庫県の消防力をもってしてもこれに対処で

きない場合に備え、消防組織法に基づく緊急消防援助隊受援計画を策定し、広域応援体制

の整備を図っている。 

消防本部は、この計画に基づき、あらかじめ緊急時の応援部隊の受入れに係る次の事項

について整備する。 

① 指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること 

② 緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること 

③ 進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること 

④ 宿営場所の確保に関すること 

⑤ 救助活動拠点に整備された資機材等の管理に関すること 

⑥ 緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること 

⑦ 燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること 

⑧ ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること 

⑨ その他必要な事項に関すること 
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第５節 文化財等の火災予防 

本市には、国や兵庫県、本市による指定文化財が多数存在している。 

本市は、文化財等所有者と協議し、常に関係機関と連絡を取りながら文化財等を火災、

その他の災害から守るとともに、災害発生時においては、迅速な応急措置により被害の軽

減を図る。 

１ 文化財等の保護対策 

① 火災を早期に発見し、迅速な消火活動を行い、その被害の軽減を図るために、文化

財等の所有者に自動火災報知設備の設置を指導する。 

② 文化財等の所有者は、自主的に防災計画等を策定し、これに基づく自主防災組織等

を編成し、常に防火設備の点検、整備に努め、不測の災害に備える。 

③ 教育委員会は、定期的に文化財等の防火設備の点検を行い、防火設備の整備を促進

する。また、指定文化財所有者に対して、防犯カメラ設置費用の補助を行い、文化財

の防犯・防災を図る。 

２ 文化財等の火災予防対策 

（１）防火指導 

文化財等については、毎年１月26日の「文化財防火デー」を通じ、文化財の関係者及

び周辺地域の市民に対し防火指導を行い、文化財愛護に関する意識の普及と防火・防災

意識の高揚を図り、地域ぐるみでの協力体制を構築する。 

（２）文化財等の管理 

市内の文化財等を対象にして、その建造物の付近を喫煙、たき火等の制限区域に指定

し、市民に告示するとともに各所に掲示板を設置し、文化財等のある場所もしくはその

周辺における喫煙、たき火その他の裸火の使用、又は当該場所もしくはその周辺への火

災予防上危険な物品の持込みを禁止する。 
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第６節 大規模火災時の避難計画 

火災が発生した場合に、その火災が延焼拡大する危険性を火災危険度評価マップとして

予測された地域において、建築物の不燃化・緑地帯の整備等によって火災に対する危険度

の低下を図るほか、以下の事項を考慮して、避難場所・避難路の整備等組織的な避難計画

を作成する。 

（参考）資料編資料集2-14 メッシュ別火災危険度ランク（播磨）（P資料-78） 

１ 避難を要する人員の算定 

避難計画区域内の人口については、昼間あるいは夜間のうち多い方を要避難人員として

算定する。 

２ 広域避難場所の選定条件 

広域避難場所は、大火災等から地域住民の安全を確保できることを目標とし、その選定

に当たっては、次の事項を考慮する。 

① 周囲から火災が迫ってきた場合でも、避難地内で人体の安全を確保するため、10ha

以上の空地を有することを目標とし、さらに周囲建物の不燃化及び消防水利等消火設

備の設置を推進する。 

② いつでも容易に避難地として活用できること、及び付近住民によく認知されている

ことが必要であるため、公的施設を中心に選定する。 

③ 食料・給水・医療等最低限の生活必需品の供給方法をあらかじめ定めておく。 

３ 避難圏域の設定 

避難計画の作成に当たっては、どの地域の住民が、どの避難場所に避難するかをあらか

じめ考慮した避難圏域を設定する。 

避難圏域の設定に当たっては､避難距離を短縮するため避難場所から半径２㎞程度の範

囲を目安とし、河川・道路等を隣接する避難圏域との境とするよう配慮する。 

なお、地域防災拠点のうち、避難者を収容可能な規模のものについては、広域避難場所

を兼ねることができる。 

４ 避難路の選定と避難誘導計画 

避難計画区域は、火災による危険性が極めて高く、また人口集中地域であるため、あ

らかじめ幅員15ｍ以上の道路を避難路として指定し、道路沿いにおいて建物の不燃化を

図る等避難誘導計画の整備について検討する。 
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第５章 平常時における防災マネジメントの充実 

 

⚫ 本市及び防災関係機関は、災害発生時に、防災施設や防災システムを円滑

に活用できるよう、職員の防災意識や災害対応力の向上、初動体制の確立

等を図る。 

⚫ 本市は、国、兵庫県をはじめ、防災関係機関・団体の縦横の連携体制を一

層強化する。 

■章の構成 

第５章 

平常時における 

防災マネジメントの充実 

第１節 組織体制の整備 

第２節 広域防災体制及び応援協定の整備・確立 

 

 責 任 者  危機管理監 

担 当   各部長 

 関係機関  各項目に記載 
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第１節 組織体制の整備 

１ 防災会議の拡充・強化 

市域を所管、又は市内にある「指定地方行政機関」「指定公共機関」「指定地方公共機

関」及び「公共的団体」等の防災関係機関は、法令、防災業務計画、兵庫県地域防災計画

及び赤穂市地域防災計画が定めるところにより、災害予防計画及び応急対策の的確かつ円

滑な実施のため、その改善に努める。 

２ 職員の動員体制の整備 

赤穂市災害対策本部の組織、業務、配備態勢、要員の確保手段等について、組織の改革

や人事異動、人員配置により災害対策に関する事務分掌の検討を行い、職員防災行動初動

マニュアルを改定し、任務の明確化と基本的行動指針を作成する。 

また、職員防災行動初動マニュアルを改定した場合は、本市内部組織の意思統一を図

り、各所管の防災事務の周知徹底を図る。 

３ 防災要員の確保 

災害時に避難所や情報収集等の業務に従事する要員については、職員の所属する部・課

長と協議の上、毎年職員非常招集連絡表作成時に指定し、要員の確保を図る。 

（１）避難所要員 

迅速、円滑な避難所開設と、避難者への適切な対応に携わる要員とし、職員の勤務地

及び自宅所在地等を考慮し指定する。また、避難所要員には、あらかじめ避難所運営マ

ニュアルの配布や研修訓練等により、役割を習熟させる。 

（２）情報収集要員 

① 河川監視・潮位監視要員 

モニター監視や現地派遣による定期的な情報収集を行う要員とし、原則２人１組で

数班編成するものとし、内１人は専門的知識、経験等を有する職員を充てる。 

② 情報整理要員 

関係機関等から収集した情報、本市の施設からの情報、市民からの要請の受領及び

その対応に係る様式の記録等、災害時の全情報を整理し、一元化するための要員とす

る。 

なお、情報整理要員は、災害業務支援のために構築した汎用Ｗｅｂシステムである

「被災者支援システム※」について、災害時に円滑な運用ができるよう、操作研修を

通じて操作の習熟に努める。 
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※被災者支援システム 

「犠牲者遺族管理」、「緊急物資管理」、「倒壊家屋管理」、「仮設住宅管理」、「避

難所関連」、「復旧・復興」の各システムの中核であり、被災者の氏名・住所や、被災

状況の管理、罹災証明書の発行、各種義援金の交付等を総合的に管理するシステム。 

４ 災害対策関係課長会議の開催 

災害等の発生が予測される場合、次表のメンバーからなる災害対策関係課長会議を開催

して、気象、各部の対応計画、要警戒箇所の状況、土のうや避難場所の確保等について協

議し、情報の共有を図る。 

また、同会議は、毎年出水期を迎える前に当該年度の防災対策を協議する場として定例

的に開催する。 

■災害対策関係課長会議のメンバーと主な役割 

メンバー 主な役割 

危 機 管 理 担 当 課 長 

市 民 対 話 課 長 

社 会 福 祉 課 長 

土 木 課 長 

農 林 水 産 課 長 

教 育 委 員 会 総 務 課 長 

教育委員会学校教育課長 

消 防 本 部 次 長 

下 水 道 課 長 

総合調整、情報の収集、伝達 

自治会等への防災情報の伝達 

避難所の運営、所管施設の管理 

土のう作成、河川・海岸・道路等防災活動全般 

ため池、漁港、農業用施設の保全等 

学校園施設等の避難所対応、児童・生徒対策 

児童・生徒対策 

消防署・消防団の統括、災害対応 

排水ポンプ場の運転 

５ 職員の防災意識の高揚 

災害発生時の役割の周知徹底、研修、訓練の実施等により、職員の防災・危機管理意識

の高揚を図る。 

６ 情報収集伝達体制の強化 

職員の情報分析力の向上を図るとともに、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の

活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術

の導入や、情報収集伝達体制の強化を図る。 

また、避難指示等を行う際に、国や兵庫県のほか、気象防災アドバイザー等の専門家に

必要な助言を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとと

もに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

このほか、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災情報を、新総合

防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に集約するよう努める。 
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７ 市業務継続計画の策定・運用 

本市は、大規模災害時等において、市の行政機能が一部停止することによる市民生活や

経済活動等への支障を最小限にとどめるため、「赤穂市業務継続計画」（Business Conti

nuity Plan：ＢＣＰ）を策定（令和７年３月改定）しており、適切な運用を図る。 

なお、躊躇なく避難情報等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業

務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体

制の構築を図る。 

① 大規模災害での被害を最小限にとどめるため、災害応急対策業務に万全を尽くす。 

② 市の行政機能が一部停止することによる市民生活や経済活動等への支障を最小限に

とどめるため、保有するコンピューターシステムや重要な行政データのバックアップ

対策を講じるとともに、中断が許されない通常業務の継続・早期再開に努める。 

③ 災害応急対策業務及び中断が許されない通常業務の継続を図るため、早期参集等に

より必要な要員を確保するとともに、執務室をはじめ、電気・水・食料や災害時にも

つながりやすい多様な通信手段等にかかる業務資源の確保に努める。 

④ 定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に

応じた体制の見直し、計画の改訂などを行う。 

⑤ 災害時の優先業務を最大限に迅速・効果的に実施し、被害の軽減、復旧時間の短縮

や発災直後の活動レベルの向上を図ることにより、業務継続体制を強化する。 

８ 復興事前準備の実施 

被災後に早期かつ的確に復興まちづくりを行えるよう、事前復興まちづくり計画策定等

の復興事前準備の取組に努める。 
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第２節 広域防災体制及び応援協定の整備・確立 

１ 関係機関との連携 

災害発生時の防災活動を迅速円滑に推進できるよう、平常時から、大規模災害をも視野

に入れ、実効性の確保に留意しながら、広域的な視点に立った防災体制を確立し、通信網

の整備や日常の情報連絡を緊密に行うとともに、防災訓練等を通して連携強化を図る。 

また、災害発生時には、被害状況及び災害対応活動状況等の情報を整理、統合できるよ

う関係機関による調整を図る。 

さらに、道路管理者と交通管理者との連携による円滑な交通輸送の確保、道路管理者か

ら消防機関への迅速な道路情報の提供、その他、交通機関、ライフライン関係機関等との

情報連絡体制の強化など緊密な連携の確保を図る。 

また、放送事業者等とは、災害時における連絡方法、避難指示等の連絡内容等について

あらかじめ定めるなど連携の強化を推進する。 

２ 広域防災体制の確立 

西播磨市町間では災害時の応援協定が締結されており、毎年、広域防災訓練の実施等に

より連携強化を図る。 

また、ゆかりのある兵庫県内市町又は兵庫県外市町村等と広域的な協力関係の強化を図

るため、防災に関する相互応援協定の締結に努める。 

３ 兵庫県等と赤穂市との協力体制の強化 

本市における情報収集体制や兵庫県との情報連絡体制を強化するとともに、兵庫県と市

町相互間の災害時の応援協定が締結されており、避難対策や食料供給、物資調達等の役割

分担と協力関係の連携強化を促進する。 

また、平常時より、国土交通省から派遣される災害情報収集職員（リエゾン）との連携

及び情報共有の仕組みの構築など運営方法の整備にも努める。 

このほか、被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員派遣の仕組みである

「応急対策職員派遣制度」や「復旧・復興支援技術職員派遣制度」の災害時における活用

について、兵庫県と調整しておく。 

４ 広域避難のための体制の整備 

本市は、大規模災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、兵庫県内の市町又は兵庫県

外の市町村等との広域一時滞在に係る応援協定の締結等、発災時の具体的避難、受入方法

を含めた手順等を定めるよう努める。 

また、原子力災害時における綾部市からの広域避難者など、他市町等からの避難者を受

け入れることができる施設等をあらかじめ定めておくよう努める。 
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５ 関係団体、業界等との連携強化 

大量の人的、物的手段を確保し、応急対策を迅速に推進するため、障害物除去業務、生

活物資の確保業務、交通規制や避難所の警備業務への従事等、関係団体や業界等との連

携・協力関係の強化を図る。 

また、協定を締結している次の関係機関等とは情報交換を定期的に行うとともに、その

ほか民間企業や関係団体等とは必要に応じて協定等を締結し、より実践的な体制の確立を

推進する。 

① 食料、生活必需品等の調達 

生活協同組合コープこうべ、兵庫西農業協同組合、イオンリテール株式会社西日本

カンパニー、株式会社ナフコほか 

② 上水の安定供給及び応急復旧対策に関する協力 

赤穂市上下水道工事業協同組合 

③ 障害物除去及び建設資機材の調達 

赤穂市建設業協会ほか 

④ ガソリン、石油等の燃料の調達 

兵庫県石油商業協同組合 

⑤ ＬＰガス及びＬＰガス使用器具の調達 

一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会西播西支部（赤穂地区会） 

⑥ 医薬品の調達 

赤相薬剤師会、ゴダイ株式会社 

⑦ 災害時の緊急通信に関する協力 

赤穂市内タクシー会社 

⑧ 災害時の輸送に関する協力 

ア 物資の輸送 

兵庫県トラック協会 

イ 水の搬送 

赤穂生コン株式会社 

ウ 要配慮者の搬送 

御崎タクシー、神姫タクシー 

⑨ 公共土木施設の被災状況把握や災害対策活動に関する協力 

公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター 

⑩ 避難場所の提供等に関する協力 

赤穂ロイヤルホテル、赤穂ハイツ、亀の井ホテル赤穂、市内社会福祉施設 

⑪ 災害廃棄物等の収集運搬業務に関する協力 

公益社団法人赤穂市シルバー人材センターほか 
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６ 被災建築物応急危険度判定実施体制の整備 

本市は、大規模な地震により被災した建築物の、地震活動等による倒壊、部材の落下等

から生じる二次災害を防止するため、兵庫県及び全国被災建築物応急危険度判定協議会の

指導のもと、被災建築物応急危険度判定士の確保と地震発生後直ちに判定活動を実施でき

る体制の整備を図る。 

なお、被災建築物応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査な

ど、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必

要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、市民への周知を図る。 

（１）家屋被害調査体制の整備 

兵庫県は、自然災害で被災した住宅の全壊、半壊などの認定作業を円滑に進める「家

屋被害認定士制度」を創設し、市町職員等を対象に研修を行い、家屋被害認定士を養成

している。 

本市は、職員に対し、兵庫県主催の家屋被害認定士養成研修の受講を推奨して、家屋

被害認定士の養成に努めるとともに、罹災証明発行業務のシステム化、住家被害認定調

査及び罹災証明書発行業務の要員名簿の作成等を計画的に進めるなど、円滑に家屋被害

調査を実施し、罹災証明書が交付できる体制の整備を推進する。 

また、健康福祉部と建設部は、非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必

要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判定結果を活用した住家被害の

調査・判定を早期に実施できるよう体制を構築する。 

（２）実施体制の整備 

本市は、地震により被災した建築物を対象に、応急危険度判定を実施する場合、県の

「実施本部業務マニュアル」に基づき、県に必要な支援を要請する。 

（３）判定資機材の備蓄 

県と本市は分担して、応急危険度判定の実施に必要な資機材を備蓄する。 

※備蓄品目 

判定調査票、判定ステッカー、ヘルメット用シール、腕章、住宅地図等 

７ 被災宅地危険度判定実施体制の整備 

本市は、風水害や地震による宅地への災害を防止するため、より一層、宅地造成及び特

定盛土等規制法（通称「盛土規制法」）並びに都市計画法の適切な運用に努め、宅地の安

全性の向上を図るとともに、兵庫県と連携して、次のように被災した宅地に対する危険度

判定実施について体制を整備する。 

（１）被災宅地危険度判定士の養成 

職員や市民、建築関係事業者等に対して、兵庫県及び建築関係団体の主催による危険

度判定講習会への受講を推奨し、被災宅地危険度判定士の養成を図る。 
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（２）実施体制の整備 

危険度判定に必要な県の「判定業務実施マニュアル」第２章（実施本部の業務）に基

づいて業務に当たるものとし、判定時に必要な資機材や備品の整備、近隣市町との広域

相互応援協定の締結等、実施体制の整備を推進する。 

（３）制度の普及啓発 

毎年５月の宅地防災月間には、防災パトロールや標識の設置、ポスターの掲示等を行

い、災害時の宅地に関する安全確保を目的とした応急危険度判定制度等の普及啓発を進

める。 

（４）判定資機材の備蓄 

県と本市は分担して、県の「判定業務実施マニュアル」に基づき、危険度判定の実施

に必要な資機材を備蓄する。 

※備蓄品目 

判定調査票、判定ステッカー、ヘルメット用シール、腕章、住宅地図等 

８ 応援・受援体制の強化 

本市は、関西広域連合が作成した「関西広域応援・受援実施要綱」や県が作成した「災

害時応援受け入れガイドライン」等を参考に、応急対応時から復旧・復興までを見据えた

応援・受援マニュアルの策定に努めており、現在、災害の規模や被災地のニーズに応じ

て、円滑に他の都道府県や市町村から応援を受けることができるよう「赤穂市災害時受援

計画」を策定している。よって、大規模災害時には当該計画に基づき、応援要員の従事を

想定する業務の整理、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制、資機材等の準備

及び輸送体制等について必要な準備を整える。 

また、受援体制として、応援要請や受入れ等の受援業務は、全体調整を災害対策本部の

本部要員（受援本部班を設置）が行うことになるが、応援を受け入れる部・班等におい

て、主体的に実施するとともに、応援を円滑に受け入れるため、受援に係る窓口及び指揮

命令系統を明確にし、応援を受け入れる各班に、受援を担当する組織及び担当者を配置す

ることから、担当部局は発災時に円滑な対応が図られるよう平常時より確認しておく。こ

のほか、県と連携し、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受入れについて、訓練

等を通じて、活用方法の習熟等に努める。 

なお、応援職員の派遣に当たっては、職員が現地において自活できるような資機材や装

備品等を携帯させるよう留意し、派遣職員の健康管理やマスク着用等の感染防止対策を徹

底するとともに、応援職員の受入れに当たっては、執務スペースの適切な空間の確保等を

行い、感染症対策に配慮する。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想

定して、応援職員等に対して紹介できる、ホテル、旅館、避難所に指定されていない公共

施設など仮設の拠点や、車両を設置できる空き地など、宿泊場所として活用可能な施設等

のリスト化に努める。 
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＜受援業務案＞ 

⚫ 他府県等応援要員受入れ 

⚫ 救命救助・消火部隊受入れ 

⚫ 重傷患者広域搬送、ＤＭＡＴ、救護班受入れ 

⚫ 救援物資受入れ 

⚫ 広域避難 

⚫ ボランティアの受入れ 等 

このほか、県が実施する業務継続体制を含めた受援体制の構築及び充実のための研修に

参加し、スキルの強化を図る。 
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第６章 平常時における防災対策の充実  

 

⚫ 災害救援専門ボランティアの組織化やその支援対策についての構築を検討

する。 

⚫ 大規模災害に対しての救援・救護に係わる各種対策の構築を検討する。 

■章の構成 

第６章 

平常時における 

防災対策の充実 

 

 

 

 

 

第１節 災害ボランティア制度の確立 

第２節 災害医療体制の整備 

第３節 備蓄体制の整備 

第４節 防疫・保健衛生計画の確立 

第５節 し尿処理対策 

第６節 ごみ及び災害廃棄物処理対策 

第７節 災害対策基金の積立・運用 

第８節 重要施設の防災対策 
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第１節 災害ボランティア制度の確立 

 

 責 任 者  健康福祉部長 

担 当   総務部長、市民部長、教育次長、消防長 

 関係機関  各項目に記載 

１ ボランティア活動の意義 

災害時におけるボランティア活動には、行政が実施すべき災害応急対策の補完的な役割

を果たすものと、被災者個人の生活の維持や再建を援助するものがある。 

こうした意義を踏まえ、ボランティア活動が効果的に活かされる方法等について地域防

災計画に位置づける必要がある。 

なお、国は、被災者援護協力団体の登録及びそのデータベースの整備を進めており、本

市は、登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、活動環境の整備を図る。 

２ ボランティアの役割 

（１）地元ボランティア 

地元ボランティアとは、地域の救援、復旧活動に参加する市民をいう。それは、被災

者自身と被災していない地元の市民とに分けることができる。 

被災していない市民は、物資の受入れ、配給、夜間の見回り等の活動を担う。 

このような、地元ボランティアには、自治会等従来の地域団体の役員だけでなく、役

員でない市民や地元の青年等が活動の担い手となる。 

（２）外部からのボランティア 

① 飛び込みのボランティア 

被災地において、ボランティア活動を行うことを目的として参加してきた人たち

で、個人もしくは数名で参加する。 

② 組織的なボランティア 

労働組合、青年団体、医療団体、宗教団体、観光協会、地域団体等の組織に参加し

ている人たち（被害救援のために組織された人たちも含む。）である。 

組織的なボランティアは、団体活動ができるため、炊き出し（設備、調達、調理、

給食）や地元活動の支援（物資の荷下ろし、トイレ掃除、給水、倒壊家屋市民の所在

確認）等の活動を担う。 
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３ ボランティア拠点の整備 

赤穂市総合福祉会館をボランティア拠点として位置づけ、災害時には災害ボランティア

センターを設置し、災害ボランティアに関する情報提供や相談、登録等を行う窓口が開設

できるよう、体制整備を推進する。 

ただし、赤穂市総合福祉会館が被災し、拠点としての機能を全うできない場合の代替拠

点も検討しておく。 

また、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ひょうごボランタリープラザが設置する

「災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議」、日本赤十字社、赤穂市社会福祉協

議会等やボランティア団体、ＮＰＯ、災害中間支援組織（ボランティア団体・ＮＰＯ等の

活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）との連携を図り、平常時の登録、

研修制度、災害時におけるボランティア活動の調整を行う体制、ボランティア活動の拠点

の確保等について整備に努める。 

４ 災害ボランティアの啓発・育成 

災害ボランティアの確保とボランティア活動への参加を促進するため、ボランティアの

啓発・育成に関する次の活動を実施する。 

① 災害ボランティア登録制度の確立 

② インターネット通信や各種の広報媒体等による個人やグループへの情報提供 

③ 児童・生徒等に対する各種の啓発活動 

④ ボランティア希望者のための各種講習の開催 

⑤ ボランティア調整機関の中核を担える災害ボランティア・コーディネーターの養成 

５ 支援協力依頼 

平常時より、ボランティア調整機関の組織化が図れるよう、次の機関又は組織等に協力

を依頼する。 

① 市内の社会福祉施設、民間福祉団体、赤穂市社会福祉協議会等のボランティア組織 

② 市民組織、ＮＰＯ及び中間支援組織 

③ 他地域のボランティア組織 

④ 企業労働団体 

⑤ 学校 

⑥ 一般ボランティア 

６ 広域応援体制の確立 

災害時のボランティア活動を円滑に実施するため、ボランティアのあっ旋に関する近隣

市町や遠隔地との応援協定の締結について検討する。 



第２編 災害予防計画 

第６章 平常時における防災対策の充実 

2-73 

７ ボランティア活動への支援 

兵庫県が作成する災害ボランティア活動支援指針や市町モデルマニュアルを参考とし

て、「赤穂市災害ボランティア活動支援マニュアル」を作成するとともに、同マニュアル

に従い必要となるボランティア活動支援施策を推進する。 

また、あらかじめ災害ボランティアに貸し出せる資機材を把握し、災害時に使用許可、

貸出等の迅速かつ柔軟な対応に努める。 

さらに、ボランティア活動の初動時に必要となるスコップ、じょれん、一輪車等、特別

な技術や能力、資格が不要で誰もが使用できる簡易なボランティア用の資機材の確保に努

めるとともに、ホームセンター等との間で災害時に必要な資機材が購入できるように協定

の締結に努める。 

このほか、兵庫県と連携し、ボランティア団体との意見交換の場を持つとともに、これ

らの団体が積極的に参画できる防災訓練（災害ボランティアの受入訓練、避難所運営に関

する訓練、災害ボランティアと行政や地域住民等が連携した訓練等）の実施等により、災

害中間支援組織の育成・強化に努める。 

８ 三者連携の構築  

本市は、ボランティア及びＮＰＯ等の三者で連携し、平常時の登録、研修制度、災害時

における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点

の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情

報共有会議の整備・強化について、研修や訓練を通じて推進する。 

また、社会福祉協議会やＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれ

き、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築する。 

さらに、市民やボランティア、ＮＰＯ等に、災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広

報・周知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備を推進する。 
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第２節 災害医療体制の整備 

 

 責 任 者  市民病院事務局長 

担 当   総務部長、健康福祉部長 

 関係機関  赤穂市医師会、相生・赤穂市郡歯科医師会、赤相薬剤師会 

医療機関は、以下に示す対応のほか、災害時の医療機関の機能を維持し、広域災害・救

急医療情報システム等の稼働に必要なインターネット接続を確保するため、市と連携し

て、非常用通信手段の確保に努める。 

また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が中期的に医療活動を展開できる体制の確立に

努める。（ＤＭＡＴから中長期的な医療を担うチームへの引継ぎを図るため、災害医療

コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンが参加する訓練等を通じて、受援調整を

行う計画策定等） 

このほか、市及び医療機関は、県広域防災センターの「がれき救助訓練施設」を活用

し、レスキューや医療チームの育成、強化に努める。 

１ 初期医療体制の整備 

① 応急救護所の設置 

② 救急医療機関の診療設備の整備充実 

③ 医療救護班の編成 

④ 広域医療救護班の要請 

※災害拠点病院 

赤穂市民病院（救護班×２班）、赤穂中央病院 

２ 後方医療体制 

① 後方医療施設※への受入体制の整備 

② 広域後方医療施設との連携 

※後方医療施設 

医療救護所では対応困難な重症者等の処置、治療を行う常設の公立病院、救急指定病院等 
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３ 医薬品等の確保 

（１）医薬品等確保体制の確立 

① 救護所に必要な医薬品等について、赤穂市医師会、相生・赤穂市郡歯科医師会、赤

相薬剤師会と連携を図り、備蓄配備を行う。 

② 医薬品の調達手段を講じる。 

③ 軽度の傷病について、医療救護を受けるまでの応急処置に必要な医薬品等の点検、

準備を行う。 

④ 発災後３日間程度診療機能を維持するために必要となる医薬品等(輸液、包帯、消

炎鎮痛剤、殺菌消毒剤等）の確保に特に留意する。 

（２）血液の確保体制の確立 

災害時における市民の献血促進について、普及啓発を行う。 

■緊急医療体制の流れ 

 

 

 

 

 

（３）非常用電源等の確保 

災害時に非常用電源設備（非常用発電機、医療用無停電電源装置、直流電源装置）の

機能が確保されるよう、適切な維持管理と燃料の備蓄を行う。 

４ 情報連絡体制の整備 

① 赤穂市医師会は、出動要請に対応し得るよう、各地区、各医師に対する緊急連絡網

の整備 

② 薬品、医療資機材等を調達するための連絡体制 

③ 広域的な応援要請のための関連自治体、関連機関との調整 

５ 医療救護に関する計画の作成 

① 体制計画 

② 救護所設置計画 

③ 配備計画 

④ 連絡・調達計画 

 

災害現場 救護所 後方医療施設（病院） 
（収容治療） 

医薬品等の確保 

（負傷者） （重傷者） 
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第３節 備蓄体制の整備 

 

 責 任 者  総務部長、健康福祉部長、上下水道部長 

担 当   市民部長、建設部長、消防長 

 関係機関  西播磨地方本部、スーパー、米穀・食品関連業者 

１ 物資の備蓄 

物資の備蓄については、ライフラインの途絶により炊事、調理を行うことが困難である

と予想されるため、３日間から１週間分程度の食料及び物資を各家庭で準備することを基

本とし、市民に啓発するとともに、事業所等における物資の確保についても啓発する。 

本市は、上記を踏まえて、最低限必要とされる食料・生活物資等の品目、必要数量につ

いて整備目標を定め、備蓄品の整備を行う。 

なお、備蓄物資等の調達・輸送に関し、国の新物資システム（B-PLo）を活用し情報共

有を図るよう努め、あらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給

のための計画を定めておくとともに、同システムを活用し、備蓄物資や物資拠点の登録に

努める。また、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に新物資システム（B-PLo）

を用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速

やかに開設し、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努め

る。さらに、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備

蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努める。 

これらの物資の備蓄状況については、年に１回、広く市民に公表する。 

（１）備蓄品について 

備蓄品目については、災害発生後、直ちに必要となる生命の維持や人間の尊厳性に係

わる物資（食料、水等）とし、緊急性の程度が相対的に低く、災害発生数日後の供給で

も許される物資については、調達協定や広域支援により調達する。 

また、要配慮者、女性や乳幼児等の多様なニーズに配慮し、粉ミルク・液体ミルク

（乳アレルギーに対応したものを含む。）、紙おむつ、生理用品等についても備蓄す

る。 

さらに、感染症対策としてマスクや消毒液等、衛生面から簡易トイレや災害用トイレ

袋などの計画的な備蓄を推進する。 

（２）備蓄場所 

ア 防災センター（消防庁舎） 

イ 地域防災拠点（公民館） 

ウ コミュニティ防災拠点（小・中学校等） 

エ 野中・砂子公園 
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（３）備蓄目標 

災害が発生した際に想定される避難者数を参考として、２日分程度（うち、１日分は

現物備蓄）の食料、水及び生活物資等の確保を行う。 

（４）備蓄方法 

備蓄目標に示した物資を次の方法等により確保する。 

① 公的備蓄 

整備した備蓄倉庫を活用し、避難所の数や位置を考慮した物資の分散備蓄に努め

る。 

なお、備蓄物資は定期的に点検し、必要に応じて更新する。 

② 流通備蓄 

食品その他必要物資の供給確保に関して、関係製造・販売業者、量販店等と、災害

時における生活物資の確保及び調達に関する協定等の締結により確保する。 

③ 自主備蓄 

市民に対して、非常時の食料や水（家族構成を考えて最低でも３日間、可能な限り

１週間分程度の量を目安とする）、日用品等の非常持出品の備蓄を行うよう広報し、

自主備蓄の重要性について啓発する。 

（５）搬送等 

搬送に当たっては、緊急輸送路のほか、海上交通、空路交通を活用できる体制構築

に努める。 

また、輸送協定を締結している団体に対して、あらかじめ緊急通行車両確認標章等

の交付を受けることができることについて、周知及び普及を図る。 

２ 給水体制の整備 

関係機関と相互協力しつつ、災害発生後３日間は１日１人当たり３リットルの飲料水を

供給できる給水体制を整備する。 

また、それ以降は、順次供給量を増加できるよう体制の整備を図る。 

※給水目標水準（目安） 

災害発生から３日間：１人１日 ３リットル 

４日～10日目   ：１人１日 ３リットル～20リットル 

11日～20日目   ：１人１日 20リットル～100リットル 

21日目以降    ：１人１日 100リットル～被災前の水準 

① 給水拠点の整備 

ア 配水池の更新（耐震化） 

イ 緊急遮断弁の設置 

ウ 緊急給水装置の設置 

② 供給体制等の整備 
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ア 給水車等の配備 

イ 応急給水用資機材の備蓄 

ウ 応急給水情報に関する広報体制の整備 

③ 飲料水兼用耐震性貯水槽等の整備 

④ 応急給水マニュアルの整備 

⑤ 相互応援体制の整備 

迅速かつ的確な給水活動等に必要となる情報を収集して、総合調整、指示、支援を

行うために、兵庫県及び近隣市町等と相互協力体制を整備する。 

⑥ 応急給水データベースの整備 

給水車や応急給水用資機材等の保有状況、支援可能人員等の応急給水に必要な情報

をデータベースとして整備する。 

３ 生活関連物資の調達、配給組織の整備 

① 平常時から公的備蓄物資管理や流通在庫物資の協定・契約に関する情報を一元的に

管理する。 

② 災害時には生活関連物資のニーズの把握、調達・配給を統括するセクションを設け

る。 

４ 自主防災組織に対する防災関連物資の配布 

地域の自主防災組織に対し、救出・救護・避難用具、給水・給食用具等の防災関連物資

を迅速に配布できる体制を整備する。 

５ 防災担当者用備蓄物資 

防災担当職員は、発災後数日間は赤穂市災害対策本部等において災害応急対応を行う必

要があることから、これら防災担当職員用の食料、飲料水、衣料等の備蓄を行う。 

６ 市民に対する啓発 

食料、生活必需品等の確保に関して、パンフレットの配布や防災訓練等を通じ、市民に

対して、次の内容の啓発及び指導を行う。 

（１）緊急食料・物資の備蓄 

米、乾パン、麺類、粉ミルク・液体ミルク（乳アレルギーに対応したものを含

む。）、漬物、つくだ煮、缶詰、調味料等、長期保存の可能な食料と緊急物資を家族構

成を考えて最低でも３日間、可能な限り１週間分程度備蓄する。 

（２）非常持出品の食料・物資の備蓄 

３日分程度の食料・物資を準備する。 

非常持出物資の内容は、その重量、避難の距離によるが、日用品等については、おお

むね次の基準により準備する。 
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① 準備すべきもの 

救急薬品（消毒薬、傷薬、胃腸薬、かぜ薬、包帯、三角布、ガーゼ、ばんそうこ

う、湿布薬、脱脂綿、ハサミ、ピンセット等）、懐中電灯、携帯ラジオ、モバイル

バッテリー、衣類、タオル、ライター、ティッシュペーパー、マスク、生理用品、携

帯トイレ、石けん、洗面用具、食器、鍋、はし、スプーン、ごみ袋、ビニール袋等 

② 必要により準備すべきもの 

燃料（固形燃料等）、工具、ほ乳びん、紙おむつ、毛布等 

③ 自主判断によるもの 

貴重品、その他 

（３）助け合い運動の推進 

自主防災活動の一環として、地域の実情に応じて指導する。 

（４）共同備蓄の推進 

自主防災活動の一環として、共同備蓄を推進する。 

備蓄物資としては、市民各々の物資のほか、自主防災活動に必要な担架、医薬品、拡

声器、トランシーバー、ブルーシート、発煙筒等を自治会や自主防災組織ごとに計画す

る。 

 

＜参考＞災害対策用備蓄品一覧（例） 

・食 料 
カンパン、粉ミルク・液体ミルク（乳アレルギーに対応したものを含む。）、 
アルファ化米、保存食缶詰 

・日用品 
ほ乳びん、紙コップ、バケツ、ローソク、安全キャンドル、携帯ラジオ、 
乾電池、ビニール袋、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、生理用品、 
大人用紙おむつ、子供用紙おむつ 

・衣料類 
毛布、タオル 

・燃料類 
固形燃料、炭、かまど、ガソリン、オイル 

・応急救護医療品 
担架、三角布、包帯、消毒剤、テント 

・工具等資機材 
（救助用） 

担架、キャップライト、ヘルメット、蛍光ロープ、チェーンソー、スコップ、 
金てこ、ノコギリ、チェーンブロック、ウインチ 

（避難所用） 
組立水槽、揚水ポンプ、ポリタンク、移動用発電機、投光器、投光器用三脚、 
懐中電灯、トランジスタメガホン、メガホン、ＳＢパイル、防水シート、 
テント、大工工具セット、かけや、鉄ハンマー、一輪車、土のう袋、雨合羽、 
ゴム長靴、コードリール、水バケツ、リヤカー、仮設トイレ 

（参照）資料編資料集2-15 防災備蓄物資一覧（P資料-79） 
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第４節 防疫・保健衛生計画の確立 

 

担 当 

責 任 者  市民部長、健康福祉部長 

関係機関  
赤穂健康福祉事務所、赤穂市医師会、赤相薬剤師会、 

その他関係業者 

１ 防疫予防体制 

① 平常時から災害時保健活動体制の確立を図る。 

② 本市は、「災害時の保健活動ガイドライン」を策定する。 

２ 食品衛生の確保 

兵庫県が策定する災害時における食品衛生の確保対策に協力するとともに、市民が行う

食品衛生の維持活動について、関係機関と連携を図りながら助言を行う。 

３ 薬剤及び資機材の備蓄、調達 

防疫及び保健衛生に係る薬剤と資機材の調達計画を作成し、必要な防疫用薬剤及び資機

材の備蓄を行う。 

４ こころのケアの充実 

（１）兵庫県 

ア 兵庫県こころのケアチーム「ひょうごＤＰＡＴ」（以下、「ひょうごＤＰＡ

Ｔ」という）の体制を整備するため、ひょうごＤＰＡＴ登録制度とひょうごＤＰ

ＡＴ活動マニュアルを整備する。 

イ 通信機器、衛星電話、共通ユニフォームなどの資機材を整備し、登録者に対し

専門研修を実施する。 

ウ 発生後48時間以内に活動を開始するＤＰＡＴ先遣隊を組織し、災害時こころの

情報支援センターと協力して、各関係機関等との連携体制を整備する。 

（２）赤穂市 

ア 災害発生後、メンタルケアを必要とする人たちに対し、相談事業や研修会の実

施等必要な措置を講じる。 

イ 赤穂健康福祉事務所、赤穂市医師会と連携し、災害時のメンタルヘルスケアに

対応できる要員の確保に努めるとともに、こころのケアチーム等の円滑な受入体

制を整備する。 

ウ 長期的な視野に立った継続的・持続的な「心のケア」を推進する。 
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第５節 し尿処理対策 

 

 責 任 者  市民部長 

担 当   上下水道部長 

 関係機関  収集運搬許可業者 

１ 災害用仮設トイレの整備 

避難者50人当たり１基（災害発生当初）を設置目安※として、災害時に下水道施設が使

用不能となった地域やその避難所等に配備できるよう計画するとともに、災害用仮設トイ

レやその管理に必要な消毒剤、脱臭剤等の備蓄に努める。 

また、本市が備蓄する災害用仮設トイレでは、不足する場合に備え、災害用仮設トイレ

等を取り扱うリース業者の把握に努める等、その調達が迅速かつ円滑に行える体制を整備

する。 

※避難者50人当たり１基（災害発生当初）の設置目安 

「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」内閣府（防災担当）（令和6年12月改

定)を参照 

２ 処理体制の確立 

災害時に避難所等における災害用仮設トイレの必要数やし尿の収集・処理見込みを把握

する体制を整備する。 

また、災害が長期化した場合には、災害用仮設トイレの収容量に限界があることから、

し尿処理に係る民間の許可業者等に対して、緊急時における人員、車両、資機材等の確保

に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制の整備を図るとともに、近隣市町

間との応援協定の締結等、相互支援体制の整備に努める。 

３ 処理施設の対策 

し尿受入施設が災害により、円滑な稼働を損なわれることがないよう、平常時から施設

設備の点検整備と施設の耐震化・耐水化を推進する。 

また、停電時の非常用自家発電設備及び浸水等の被害により、施設等が稼働不能となっ

た場合の代替施設等の確保に努める。 

４ 処理方法の検討 

災害時の具体的なし尿の収集方法、処理方法等をあらかじめ検討しておく。 
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第６節 ごみ及び災害廃棄物処理対策 

 

 責 任 者  市民部長 

担 当   建設部長 

 関係機関  収集運搬許可業者、廃棄物処理業者、運送関係業者 

１ ごみ処理施設の整備 

災害により増大するごみに対応するため、施設の処理能力、耐火性、浸水及び耐震対策

等の防災対策を進める。 

２ 災害廃棄物処理の対応 

（１）災害廃棄物処理計画 

既存の処理施設のみでは対応が困難な災害廃棄物を迅速に処理するため、仮置場の確

保や仮置場での災害廃棄物の処理方法等について示した災害廃棄物処理計画を必要に応

じ見直すとともに、平常時から仮置場における分別・処理の運営体制について検討して

おく。 

なお、災害廃棄物処理計画の見直しにおいては、次の事項について検討する。 

①  発生量、処理に必要な機材、人員等の推定 

②   仮置場と処分場の確保 

③   処分場への搬出 

④   運搬時の交通渋滞対策 

（２）災害廃棄物の分別 

災害廃棄物処理計画において、災害廃棄物の分別については、兵庫県災害廃棄物処理

計画に基づき、①可燃物、②不燃物、③混合廃棄物、④その他の廃棄物（廃家電、廃自

動車、有害物、危険物等）、⑤土砂等の５種類分別を基本として、災害の種類や規模に

応じ対応を図る。また、有事に備えて、仮設の処理施設の設置等について調査研究す

る。 

３ 搬送体制の整備 

ごみ及び災害廃棄物の搬送については、本市のみにおいての対応が困難な場合があるこ

とから、収集運搬業務協定に基づいた廃棄物処理業者との連携体制とともに、兵庫県災害

廃棄物処理の相互応援協定に基づき、市町間で相互応援を行う体制を整備する。 
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４ 災害廃棄物に関する情報等の周知 

災害廃棄物に関する情報及び災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）や大規

模災害発生時廃棄物対策近畿ブロック協議会の取組み等に関して、ホームページ等におい

て公開するなど、周知に努める。 
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第７節 災害対策基金の積立・運用 

 

担 当 
責 任 者  総務部長 

関係機関  金融機関、医療機関 

本市は、災害対策基金条例で定めるところにより、災害対策基本法第２条第１項に規定

する災害の発生に際し、当該災害に係る経費に充てるため、災害対策基金の積み立てを行

い、適正な運用を図る。 

また、災害対策基金のほか、災害援護資金、災害弔慰金等災害復旧に係る資金の支給又

は貸付の内容や方法について、あらかじめ研修等を通じて把握しておく。 

（参照）資料編資料集2-16 災害対策基金条例（P資料-80） 
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第８節 重要施設の防災対策 

 

担 当 

責 任 者  総務部長 

  各部長 

関係機関  
医療機関、防災センター、消防本部（署）、赤穂警察署、 

その他重要施設 

本市は、兵庫県と連携して、病院や災害応急対策に係る機関が保有する施設等につい

て、ライフライン事業者等から円滑な支援を受けられるよう重要施設として登録する。 

重要施設の登録は、施設住所、担当者、非常用電源の設置状況、燃料確保先等をあらか

じめ収集・整理し、リスト化を行うよう努める。また、作成した重要施設リストはライフ

ライン事業者等と共有する。 

重要施設の管理者は、平時から、防災に係る組織体制の整備、充実に努めるとともに、

発災後72時間の業務継続が可能となる非常用電源の確保等を行うこととする。 

なお、重要施設以外の施設管理者においても、同様に努めるものとする。 
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第７章 防災意識の啓発及び防災知識の普及  

 

⚫ 防災関係機関は、市民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る。」というこ

とを基本に、平常時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取組みを

行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。 

⚫ 教育機関等とも連携を密にし、市域の実状にそった防災学習や各種啓発活

動を推進する。 

⚫ 市民や本市、防災関係機関が一体となった防災訓練を実施する。 

■章の構成 

第７章 

防災意識の啓発及び 

防災知識の普及 

第１節 防災に関する学習等の充実 

第２節 防災訓練の実施 
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第１節 防災に関する学習等の充実 

 

 責 任 者  総務部長 

担 当   市民部長、市長公室長、教育次長、消防長 

 関係機関  各項目に記載 

本市は、「自分の身は自分で守る－自助」、「自分たちのまちは自分たちで守る－共

助」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての市民の理解

を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、市民主体の

取組みを支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を図る。 

また、規模の大きな地震の連続発生や、各災害が複合的に発生する可能性もあること

等、様々な災害の態様や危険性に留意する必要がある。  

そのため、本市及び防災関係機関は、避難訓練と合わせた防災教育の実施や、防災と福

祉の連携等、様々な機会づくりにより、防災思想・意識の向上を図るとともに、普及啓発

に努める。 

１ 赤穂市職員に対する防災教育 

本市職員の災害発生時における適正な判断力を養成し、積極的に災害対策を推進し、同

時に地域における防災活動を率先して実施するため、次の研修等により防災教育の徹底を

図るほか、防災訓練の実施、防災講演会・研究会の開催、見学・現地調査等の実施、防災

活動手引等印刷物の配布等さまざまな手段を用いた防災教育を実施する。 

なお、研修を実施する際は、平常時から自宅と家族の安全確保には十分に準備しておく

よう指導するほか、単なる知識の付与だけでなく、自己啓発の一助となるよう、その内容

にも十分留意する。 

（１）新任研修 

任命権者は、新たに職員として採用された者に対し、新任研修を実施する。 

研修は、通常の新任職員研修の一項目として行う。 

また、実施の内容は、おおむね次のとおりとする。 

ア 活動の概要 

イ 防災関係職員としての心構え 

ウ 役割の分担 

エ 兵庫衛星通信ネットワークシステム、フェニックス防災システム、防災行政無

線、衛星電話等の取扱方法 
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（２）職場研修 

災害時の担当職務が平常時の担当職務と著しく異なるとき、困難又は特殊な職務を担

当する所属の所属長は、定期的に実技習得演習を実施しなければならない。 

実施時期は、内容に応じて所属長が定める。 

実施内容は、担当する応急対策業務に応じ、必要な資材等を実際に使用して行う。 

（３）その他の研修、講習会 

本市は、その他必要に応じ、現地研修会、講習会等を実施するとともに、兵庫県又は

防災関係機関が行う研修会、講習会、講演会に職員を派遣する。 

本市職員は、これら研修等への受講等を通じて、過去の災害の教訓の共有、災害対応

に必要となる知識やスキルの習得を進め、災害対応力の強化に努める。 

また、職員は、災害による被害を最小限にとどめるため、いかなる事態においても迅

速かつ適切な応急対策活動に当たることを必要とされている。このため、本市は、災害

の推移に応じた「職員防災行動初動マニュアル」を作成し、各職員に配布している。 

さらに、職員は、平常時より当該マニュアルを熟読するとともに、災害時行動力の向

上を図るため、防災に関する知識、分担すべき役割等について、自ら習熟に努め、それ

ぞれの責任分野において、市民及び関係職員に対し、防災知識を普及・広報し、自己啓

発のための援助と助言を積極的に行う。 

このほか、都市計画等を担当する職員に対して、ハザードマップ等を用いた防災教育

を行い、日常の計画行政の中に防災の観点を取り入れるよう努める。 

２ 市民に対する防災知識の普及 

本市は、兵庫県と協力して、災害発生時に、市民が的確な判断に基づき行動できるよ

う、市民に対し、災害事象ごとの正しい知識、平常時の備え、災害対策について啓発し、

防災知識の普及徹底を図る。 

特に、気象予警報や避難情報等の意味、指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うこ

と等について、平常時から市民等への周知徹底に努める。 

さらに、水害･土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用、防災関係機関と福祉関

係機関（地域包括支援センター・ケアマネジャー）の連携による高齢者の避難行動に対す

る理解の促進を図る。 

また、県が開設する「ひょうご防災リーダー講座」等を活用し、地域の防災の担い手と

して、防災に関する体系的・実戦的な知識・技術を習得したリーダーの育成により、地域

の防災活動を通じて地域住民に防災知識等の普及を図る。 

なお、市民に対する防災知識の普及に当たっては、災害をイメージする能力を高めるた

めの防災学習コンテンツの充実に努めるとともに、最近の災害における市民の避難行動や

被災事例等についても十分考慮する。 

このほか、想定される災害に備え、一人ひとりが自ら考えた「避難行動に移るタイミン

グ（逃げ時）」「避難先」「避難経路」をあらかじめ記載しておく「マイ避難カード」の

作成を普及促進することにより、市民の避難意識の向上を図る。 
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■避難場所の区分 

指定緊急避難場所 

（法第49条の4） 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ

迅速な避難のための立退きの確保を図るための施設又は場所（洪水

その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに指定） 

指定避難所 

（法第49条の7） 

災害が発生した場合に、避難のために立ち退きを行った居住者や

滞在者等を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を

確保することが困難な被災した市民その他の被災者を一時的に滞在

させるために適切な避難施設 

（１）一般的な普及 

① 方 法 

a 広報紙、パンフレット等の配布 

b 災害に関するビデオ、パネル等の貸出 

c インターネット、新聞、ラジオ、テレビ等の活用 

d 防災訓練の実施 

e 防災講演会、研修会、説明会、災害図上訓練（ＤＩＧ）の開催等 

f 自主防災組織に対する指導 

g 市民の参画と協働によるハザードマップづくりや危険箇所パトロールの実施 

h 災害の体験談や絵本、写真集、紙芝居、ゲーム等の多様な媒体の活用 

 

【ＣＧハザードマップの内容】 https://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/cg-hm/ 

⚫ 防災学習アーカイブス、リアルタイム情報、ハザードマップの３本立て 

⚫ 防災学習アーカイブスは、これまでに県内で起きた自然災害の記録や防災に役

立つ情報から学ぶ（年代や災害の種類等で調べることができる。） 

⚫ リアルタイム情報は、天気や川の様子、鉄道の運行状況などの「いま」を確認

（川の防災情報で、河川の水位が確認できる。） 

⚫ ハザードマップは、大雨や津波などの時に、どこに、どのくらいの危険がある

かを地図で確認（土砂災害警戒区域等や浸水想定区域などがわかる。） 
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② 周知内容 

a 災害に関する基礎知識 

b ５段階の警戒レベルによる情報提供、警報等発表時や避難情報の発令時にとるべき行動 

c 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）での災害発生時の行動、避難場所での

行動の指針 

d 防災関係機関等が講じる災害応急対策 

e 浸水想定区域、土砂災害警戒区域、揺れやすい地域、津波浸水想定区域、今後指定を

予定している内水浸水想定区域等に関する知識 

f 避難場所・避難路・その他避難対策に関する知識 

g 災害教訓の伝承 

・各種資料の収集・整理・保存、地図情報その他の方法による公開  

h 平常時の準備 

・住宅耐震診断と補強 

・家具の固定、ガラスの飛散防止 

・家族内の連絡体制の確保（被災地域住民に係る安否情報の確認やメッセージの送信が

可能な「災害用伝言ダイヤル」の活用等） 

・避難行動への負担感、これまでの経験等のみに照らした危険性の判断、自身は被害に

あわないという思い込み（正常性バイアス）の克服とマイ避難カードの作成等により

避難行動に移るタイミング（逃げ時）等をあらかじめ設定しておくことの重要性 

・避難の方法（警戒レベルに応じた避難のタイミング、指定緊急避難場所や安全が確認

された親戚宅・ホテル・自宅等の多様な避難場所、自身の置かれた状況に即した適切

な避難行動の選択（立退き避難、屋内安全確保、緊急安全確保）、安全な避難路、居

住する市内での避難が困難な場合の広域避難等）や必要性（安全な場所にいる人まで

避難場所に行く必要がないこと） 

・火災予防 

・非常持出し品の準備、定期的な確認 

・家庭内備蓄（最低でも３日間、可能な限り１週間分程度） 

・応急手当等に関する知識 

・自治会を中心とした自主防災組織の結成促進や防災計画の作成 

・災害伝言ダイヤル※等の活用による安否確認方法 

・避難行動要支援者や外国人等への配慮事項 

・ボランティア活動への参加 

・兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）への加入の必要性 

・飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備 

・自動車へのこまめな満タン給油 

 など 

i 津波に関する予報・警報や緊急地震速報、避難指示、警戒区域の設定等について正し

い理解とそれに基づく的確な行動についての周知徹底 

j 災害発生時の心得 

・地震・津波発生時にとるべき行動 

・出火防止と初期消火 

・自宅及び周辺地域の被災状況の把握 

・救助活動 
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・インターネット・テレビ・ラジオ等による情報の収集 

・親戚・知人宅等も含めた多様な避難先の検討 

・避難行動上の注意事項 

・避難実施時に必要な措置 

・避難場所での行動 

・避難所等での性暴力・ＤＶなど「暴力は許されない」意識の徹底 

・自主防災組織の活動 

・自動車運転中及び旅行中等の心得 

・安否情報の確認のためのシステムの活用 

・生活再建に必要な行動（被災家屋の撮影等） 

 など 

※災害伝言ダイヤル 

災害発生時に、被災地への通話がかかりにくい状態になった時、全国どこからでも

メッセージを録音・再生でき被災地内の家族、親戚等の安否や緊急連絡を取れるよう

にするもの。 

⚫ 伝言を録音する場合： 171＋１＋［市外局番＋自宅の電話番号］もしくは携帯電話番

号 

⚫ 伝言を再生する場合： 171＋２＋［市外局番＋自宅の電話番号］もしくは携帯電話番

号 

※災害用伝言板 

災害等の発生時、被災地域（避難所等含む。）の居住者がインターネットを経由して

伝言板サイトにアクセスし、電話番号をキーとして伝言情報（テキスト）の登録が可

能なサービス。 

登録された伝言情報は、電話番号をキーとして全国（海外も含む。）から閲覧、追加

伝言登録が可能。 

⚫ https://www.web171.jp/ 

（２）社会教育を通じての防災知識の普及 

赤穂市教育委員会は、ＰＴＡ等を対象とした各種研修会・集会等を通じて防災に関す

る知識の普及啓発を図り、市民がそれぞれの立場から社会の一員としての自覚を持ち、

地域における防災に寄与する意識と行動力を高める。 

① 方 法 

各種講座・研修会等において実施する。 

② 内 容 

市民に対する一般的な普及の内容に準ずる。 

（３）消防本部による知識の普及 

防災教室、防火教室・救急教室等を有効に活用して、出火防止、初期消火、応急救護

等の消防救急知識の普及を図る。 
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３ 学校における防災教育 

学校において防災教育を実施する場合には、学校が避難所として開設された場合を想定

した訓練の実施を推進する。特に、水害や土砂災害のリスクのある学校においては、避難

訓練と合わせた防災教育の実施に努める。 

教育委員会は、防災教育推進連絡会議を通じて、避難所指定に関わる学校と市、自主防

災組織との連携強化や、地域と連携した防災訓練の効果的な実施等に努めるとともに、教

職員には各種研修会への参加、防災訓練等の充実により、指導力の向上に努める。 

このほか、児童生徒の学びの継続のために、必要に応じて、被災地学び支援派遣等枠組

み（Ｄ－ＥＳＴ）を活用し、国（文部科学省）の職員、教職員、スクールカウンセラー等

を派遣する。 

（１）各学校の取組み 

各学校で作成している「学校防災計画（災害対応マニュアル）」に基づき、学校防災

体制の整備充実を図るとともに、児童生徒に対する防災教育を推進する。また、学校防

災計画（災害対応マニュアル）の更新を行う。さらに、災害時には周囲の関わる人たち

が、障がいのある子ども一人ひとりの特性を理解して適切な配慮の下に対応する必要が

あることを周知する。 

（２）特別活動における防災教育 

① 学級活動・ホームルーム活動 

「震災に関する安全指導資料」や「安全指導の手引」等を参考に、災害のときに起

こりやすい危険な状況を理解させ、的確で安全な行動ができるような教育（災害のと

きの危険の理解と安全な行動のあり方、さまざまな場面での避難行動等）を行う。 

また、次の点に配慮した活動を推進する。 

ア 助け合いやボランティア精神等「共助」の心を育むよう指導するとともに、人

間としての在り方や生き方を考えさせる防災教育を推進する。 

イ 地域の災害の特性や歴史等を踏まえた地域学習素材の開発・活用等を行うな

ど、「総合的な学習の時間」等での効果的な指導を展開する。 

ウ 副読本や学習資料等を活用して、防災学習の効果的な指導方法の工夫・改善を

進めるとともに、研修会を通した実践的指導力の向上を図る。 

② 学校行事等 

防災意識の全校的な盛り上がりを図るため、防災専門家や消防団員等による講演、

起震車等による地震模擬体験の実施、兵庫県や本市が実施する防災訓練等にも積極的

に参加させるなどの体験学習を行う。 

また、地域と連携し、阪神・淡路大震災の経験と教訓を継承し、「ひょうご安全

の日」である１月17日を含む「防災月間」を中心に、連携して防災訓練等を実施す

る。 
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（３）教科等における防災教育 

教科教育の一環として、自然災害の発生の仕組み、現在の防災対策、災害時の安全な

行動及び災害時の危険等についての教育を行う。 

また、家庭、学校及び地域等身の回りの環境を防災の観点から見直し、防災を身近な

問題として認識させる。 

（４）教職員に対する防災教育 

災害時に教職員のとるべき行動とその意義、児童生徒等に対する指導要領、負傷者の

応急手当、避難所の運営、施設の応急復旧、災害時に特に留意する事項等に関する研修

を行うとともに、内容の周知徹底を図る。 

（５）こころのケアの充実 

① 教育復興担当教員及びこころのケア担当教員の取組みを生かした教育相談体制を充

実させる。 

② 研修会等を通して教職員のカウンセリング・マインドの向上（心に傷を受けた児童

生徒の心の理解とケア）を図り、災害や事件・事故等により心に傷を受けた児童生徒

の心の理解とケアを実施する。 

③ 心のケアを必要とする児童生徒への対応に関する専門家、関係機関等との連携強化

を推進する。 

４ 企業等における防災教育 

企業等の管理者は、災害時における業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）（被

害予想、復旧計画を含む。）の策定に努める。 

また、それぞれが所管する事務及び業務に関する災害応急対策について、従業員に対し

教育を実施するほか、利用者についても防災に対する意識の啓発を図る。 

本市は、企業等における防災・減災・縮災対策の普及を促進するため、事業者によるＢ

ＣＰの策定支援や従業員の防災意識の高揚を図る取組みを支援する。 

５ 災害リスクの周知 

水害や土砂災害等、想定されるハザードマップを作成し、市民に配布することにより、

地域ごとに異なるリスク等をきめ細かく周知する。 

また、平常時から災害リスクの高い地域を中心に、ハザードマップに加えて、地形情報

や災害記録等により、地域の災害リスクを周知徹底する。 

このほか、大規模地震時に被害を受けやすい大規模盛土造成地についても、その存在を

市民に周知し、市民等の防災意識の向上に努める。 
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第２節 防災訓練の実施 

 

 責 任 者  危機管理監、消防長 

担 当   各部長 

 関係機関  各項目に記載 

防災訓練を実施することにより、防災活動の習熟、防災関係機関の連携の強化、防災意

識の高揚、技術の習得、さらには地域防災計画の実効性の検証を行う。また、防災訓練は

単に行うだけでなく、終了後の検討が重要で、その結果を自己評価し、問題点及び課題を

洗い出し、地域防災計画の改訂や次回訓練の際に有効に活用しなければならない。 

なお、防災訓練の実施に当たっては、避難行動要支援者への的確な対応が図られるよう

留意し、帰宅困難者の想定、被災時の男女のニーズの違い等の多様な視点に十分配慮する

とともに、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違い、感染症対策にも十分配慮

し、避難所開設・運営訓練を実施するよう努める。 

また、ハザードマップの確認、家具や備品の固定、飛散防止用フィルムの貼付等、減災

のための予防的な取組みを加味するよう工夫するとともに、基本的な防災用資機材の操作

方法、津波に関する予報・警報や緊急地震速報、避難指示等を正しく理解し的確に行動で

きるよう、さまざまな事態を想定した実践的な訓練を取り入れるなど、課題に応じた訓練

の実施に努める。 

特に、土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難する訓練を

行うなど、実践的な避難訓練の実施等による市民の意識啓発を図る。 

１ 訓練の主体 

防災訓練は、その目的と性格により、次のように分類される。 

① 防災関係機関が行う訓練･･････････････････習熟、連携、技術の習得、検証 

② 市民及び自主防災組織が行う訓練･･････････意識の高揚、技術の習得 

③ 防災関係機関及び市民が合同で行う訓練････連携、その他全般 

訓練というと、行政主体型になりがちであるが、目的と必要性に応じ、市民主体型の訓

練が大切である。 
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２ 赤穂市の訓練の種類 

本市が行う防災訓練の種類は次のとおりである。 

（１）防災総合訓練 
 

千種川等の氾濫による大規模水害や土砂災害、大規模地震の発生、大規模事故の発生、

海上災害の発生等を想定し、本市及び防災関係機関が市民と一体となり、総合的な訓練を

実施する。 

この訓練を行うことにより各機関相互及び市民と緊密な協力体制を確立するとともに、

防災活動の習熟並びに市民の防災意識の高揚を図る。 

なお、訓練には、避難行動要支援者に対する情報伝達や避難誘導等の訓練も含めること

に配慮する。 

《実施方法》 

本市防災総合訓練実施要領を作成し、実施する。 

《参加機関》 

本市、自治会、小・中学校、幼稚園、保育所、警察署、消防署、消防団、医師会、 

防災関係機関、民間協力団体等 

《訓練内容》 

<1> 予知対応型訓練（非常招集訓練､本部運営訓練､情報伝達訓練） 

<2> 発災対応型訓練（赤穂市災害対策本部設置訓練、通信訓練、水防訓練、 

初期消火訓練、応急救護訓練、救出救助訓練、避難誘導訓練、 

応急給水訓練、炊出訓練、救助物資配布訓練、 

災害ボランティア受入訓練） 

（２）地域防災訓練 

自主防災組織、自治会等を単位とする訓練及び複数の組織の連合による訓練を避難行

動要支援者や女性を含めた多くの市民の参画を得て、警察署、消防署、消防団等の協力

のもとに実施する。 

《訓練内容》 

水防訓練、出火防止訓練、初期消火訓練、避難誘導訓練、応急救護訓練、 

情報収集伝達訓練、給食給水訓練、災害図上訓練 
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（３）職員招集訓練 

赤穂市災害対策本部、各地区避難所における職員の非常配備態勢を確認するとともに

、迅速かつ的確な情報伝達を図るため、職員の招集訓練を実施する。また、勤務時間外

における災害の発生に備えて、適宜、職員の緊急参集訓練を実施する。 

《訓練内容》 

非常招集訓練、指令伝達訓練、赤穂市災害対策本部運営訓練 

（４）情報訓練 

災害時においては、迅速かつ的確な情報伝達が特に求められるため、市民、防災関係

機関と連携した情報伝達訓練を実施する。 

また、災害時には、情報伝達収集に必要な有線通信が不通又は利用困難な状況に陥る

ことが想定されるため、代替設備による情報伝達訓練も併せて実施する。 

《実施方法》 

〈1〉予知対応型訓練 

・気象警報、避難指示等の発令を想定して実施する赤穂市災害対策本部と各施設、学

校、防災関係機関との通信訓練 

・赤穂市災害対策本部から行う予知情報伝達訓練 

〈2〉発災対応型訓練 

・災害発生を想定して実施する赤穂市災害対策本部と各施設、学校、防災関係機関と

の情報伝達訓練 

・被害の規模による避難指示等伝達訓練 

《通信伝達事項》 

赤穂市災害対策本部設置、災害対応措置、被害状況報告、応急活動の実施、応急措置

の要請等 

（５）小・中学校等の防災訓練 

教育委員会・消防本部指導のもとに定期的に訓練を行う。 

〈1〉災害に対し、沈着、冷静、敏速に行動することの意味や必要性を理解させ、身の安全

を守る動作と方法を身に付けさせる。 

〈2〉避難の実践を通して､災害予防の意識を高め､安全体制をつくる。 

〈3〉集団行動を通して、規律と協力の精神を養い、積極的な協力と実践する態度を育てる。 

〈4〉在宅時における休校措置等の連絡を確実なものとし、登校時における事故発生を防止

できるよう適切な連絡体制をつくる。 
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３ 関係機関の防災訓練 

（１）医療機関防災訓練〔赤穂市医師会、赤穂市民病院〕 

医師会の防災対策に基づいて、また、市民病院が別途定める防災対策に基づいて、定

期的に訓練を行う。 

（２）消防関係訓練〔赤穂消防署、上郡消防署〕 

災害発生時に予想される各種災害の規模に応じた的確な防御活動に万全を期するため

水防・消防訓練を実施し、活動技術の習熟、徹底を図るとともに関係機関、事業所、市

民と連携した地域の災害活動能力の向上を図る。 

（３）警備訓練〔赤穂警察署〕 

《方針》 

災害警備に関する各級幹部の指揮、指導能力の養成と一般署員の災害警備訓練を実施

し、災害発生における警備体制の確保を図る。 

《実施要領》 

次に掲げる《訓練項目》の全部又は一部を選択して、実施要領を具体的に定めて実施

する。 

《訓練項目》 

部隊の招集・編成訓練、交通規制訓練、情報収集伝達訓練、避難誘導訓練、救出救護

訓練、通信訓練、関係協力団体の会合・集会等を通じて、防災に関する知識の普及を図

る。 
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第８章 防災環境の整備 

 

⚫ 自主防災組織等の自主的、実践的な活動を支援し、その組織活動の充実・

強化とネットワークづくりや消防団との連携強化を図る。教育機関等とも

連携を密にし、市域の実状にそった防災学習や各種啓発活動を推進する。 

⚫ 高齢者、障がい者、在日外国人等については、日頃からその把握に努め、

災害時の情報伝達、避難誘導方法について検討する。 

■章の構成 

第８章 

防災環境の整備 

 

 

 

 

第１節 自主防災体制の整備 

第２節 消防団の充実・強化 

第３節 要配慮者支援対策の充実 

第４節 外国人対策の強化 

第５節 企業等の地域防災活動への参加促進 

第６節 通勤・通学・帰宅困難者対策の推進 
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第１節 自主防災体制の整備 

 

 責 任 者  危機管理監、消防長 

担 当   市民部長、健康福祉部長、教育次長 

 関係機関  赤穂市社会福祉協議会 

１ 市民等の自主防災組織 

災害による被害を最小限にとどめるには、国、兵庫県、本市及び防災関係機関のみなら

ず、市民の自主防災組織による出火防止、初期消火、被害者の救出・救護活動等が非常に

重要である。 

このため、本市は、日頃から市民の協力を得て、自主防災組織の強化を図るとともに、

個別避難計画の作成支援、訓練、広報、指導助言等を行い、自主防災組織の活動に必要な

防災資機材の整備等を促進するために必要な補助並びにリーダーの育成を推進する。 

なお、自主防災組織の育成には、女性や若者の地域防災活動への参画の促進にも配慮す

るほか、事業所の防災組織等との連携強化を推進する。また、学生・生徒の協力体制につ

いても検討を行う。 

自主防災組織は、本市や防災関係機関と協力し、地域の防災は自らの手で担う意欲を

もって活動する。 

自主防災組織の編成及び活動は、次により行う。 

（１）自主防災組織の編成 

ア  自主防災組織は、既存の自治会等を活用して編成する。 

イ  組織の編成については、地域の実情を踏まえ、活動の実効性を確保する。 

ウ 専門家や経験者を活用する。 

（２）自主防災組織の活動内容 

（平常時） 

ア  日頃の備え及び災害時の的確な行動等（５段階警戒レベルによる避難情報の提供

等）に関する防災知識の普及 

イ  初期消火、情報収集・伝達、救出・救護及び避難等の防災訓練の実施 

ウ  消火用資機材等の防災資機材及び応急手当用医薬品の整備点検の実施 

エ  食料、飲料水、生活必需品等の備蓄 

オ  家庭及び地域における防災点検の実施 

カ 地域における「マイ避難カード」作成の普及促進 

キ 防災関係機関・隣接の自主防災組織・自治会等地域団体等との連絡 

ク 地域における危険度の把握（山崩れ・がけ崩れ、危険物施設延焼拡大危険地域

等） 
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ケ 地域における消防水利（消火栓、小川、井戸等）の確認 

コ 地域における情報収集・伝達体制の確認 

サ 避難地・医療救護施設の確認     等 

（発災時） 

ア  出火防止、初期消火の実施 

イ  正確な情報の収集、伝達 

ウ  負傷者等の救出、救護の実施及び協力 

エ  集団避難の実施 

オ  炊き出しの実施及び協力 

カ  救援物資の分配及び避難所の運営に対する協力 

キ 地域住民の安否確認 

ク 近隣地域への協力     等 

２ 事業所等の自衛消防組織等 

大規模な災害が発生した場合には、市内に立地する事業所もしくは施設を管理し、又は

運営する者（以下「事業所等」という。）における組織的な初期対応が被害の拡大を防ぐ

上で重要であるため、事業所等は自衛消防組織等の育成強化を図る。 

本市は、各事業所等の自衛消防組織等を中心とした自主防災体制の確立を支援するとと

もに、地域への貢献という観点から、地域防災の担い手として連携を図るほか、県、商工

会議所と連携して、事業所による事業継続力強化計画に基づく取組み等の防災・減災・縮

災対策の普及を促進するため、事業継続力強化支援計画の策定を推進する。 

事業所等は、従業員、利用者等の安全を守るとともに、地域に災害が拡大することのな

いよう、的確な防災活動を実施するため、関係地域の他の自主防災組織と連携をとりなが

ら、消防設備や防災設備等を整備・充実、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資

金の確保にも努めるとともに、自衛消防組織の活動能力を高めるため、次のことをそれぞ

れの実情に応じて行う。 

① 防災訓練の実施 

② 従業員等の防災教育の実施 

③ 情報の収集、伝達体制の確立 

④ 火災等災害予防対策の実施 

⑤ 避難対策の確立 

⑥ 応急救護等訓練の実施 

⑦ 食料、飲料水、生活必需品等の備蓄 

⑧ その他、地域の防災活動への協力 
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３ 社会福祉施設の自主防災組織 

（１）赤穂市 

ア 社会福祉施設は、寝たきり老人や身体障がい者及び乳幼児等いわゆる「要配慮

者」が利用することから、本市は、社会福祉施設の管理者を指導し、災害発生時

の要配慮者の安全確保のための組織・体制の整備を促進する。 

イ 本市は、市民による自主防災組織や事業所の自衛消防組織等の整備及び指導を

通じ、それらの防災組織と社会福祉施設との連携を図り、避難行動要支援者の安

全確保に関する協力体制を整備する。 

（２）社会福祉施設の管理者 

ア 社会福祉施設の管理者は、災害発生時に備えあらかじめ防災組織を編成すると

ともに、職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制、入所者の避難誘導等の災害

対策について定めた非常災害対策計画を作成する。 

特に、夜間等における消防機関等への緊急通報及び入所者の避難誘導体制に十分

配慮する。 

イ 平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域（洪水、

高潮）及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の利用者又は管理者

は、避難確保計画の作成及び市長への報告、並びに同計画に基づく訓練の実施が

義務付けられている。 

ウ 社会福祉施設の管理者は、本市及び自治会等と連携し、施設入所者の安全確保

に関する協力体制づくりを推進する。 

４ 地区防災計画の策定等 

市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者（要配慮者利用施設等

の施設管理者を含む。以下、「地区居住者等」という。）は、当該地区における防災力の

向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の

構築等、地区の特性に応じた自発的な防災活動の推進に努め、必要に応じて、当該地区に

おける自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として赤穂市

防災会議に提案することができる。 

赤穂市防災会議は、赤穂市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう地区居住者等

から提案を受け、必要があると認めるときは、赤穂市地域防災計画に地区防災計画を定め

る。 

なお、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区

防災計画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定め

られた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図ら

れるよう努めるとともに、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努める。 

また、地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、市に対し、当該地区の実情を

踏まえて、事業に関する計画の内容の決定、又は変更をすることを提案することができ
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る。 

本市は、災害の教訓を踏まえた見直しについて、これを支援する。 

現在は次表に示す２地区において地区防災計画が定められている。 

 

計画名称 策定年月 策定主体 対象地区 

赤穂市松原町地区防災計画 令和５年12月 松原町自主防災会 松原町自治会地内 

東之町地区防災計画 令和６年12月 東之町自衛防災隊 東之町自治会地内 
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第２節 消防団の充実・強化 

  

担 当 
責 任 者  消防長 

関係機関  消防団 

地域防災力の充実強化は、市民、自主防災組織、消防団、市、県、国等の多様な主体が

適切に役割分担しながら相互に連携協力して取り組むことが重要であり、災害発生直後

に、地域で即時に対応することができる消防機関である消防団は、その中核的な役割を果

たす。 

本市は、地域に密着した消防団の消防・水防活動能力の向上を図るため、消防団員を確

保し、組織の活性化を促進するとともに、自主防災組織等との役割分担や連携・協力によ

り、地域防災体制の充実強化を推進する。 

また、事業者は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定に基づ

き、従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限

り配慮する。 

１ 消防団員の確保 

消防団が動員能力等の特性を発揮するため、各地域の実情に応じた適正な団員数の確保

に努め、消防団協力事業所表示制度、機能別消防団員制度等の運用により、企業等事業所

の消防団活動への理解と協力のもと、消防団員が活動しやすい環境づくりを推進するとと

もに、次の対策により、消防団の組織強化を推進する。 

① 被雇用者（サラリーマン）団員の活動環境の整備 

② 若年層の入団促進 

③ 消防団員の処遇改善 

④ 地域防災体制の連携強化 

⑤ 女性消防団員の入団促進・環境整備 

⑥ 市民等に対する広報啓発活動の推進 

２ 消防団施設、装備の強化 

老朽化した消防団詰所については、地域の実情と分団の配置を考慮し、組織の再編も視

野に入れながら、各地域の消防力（防災力）を維持するための効率的かつ効果的な整備を

計画的に行う。 

消防団車両については、車両更新計画に基づき、順次更新整備するとともに、各種資機

材の整備については消防団の装備の基準（昭和63年消防庁告示第３号）に基づき、計画的

に整備する。 
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３ 消防団員の教育訓練 

消防大学校及び兵庫県消防学校における教育訓練、各種講習会等への派遣、参加を通じ

て消防団員の消防防災に関する知識及び技術の向上を図る。 

４ 安全管理マニュアルの策定 

各種災害現場の最前線で活動する消防団員は、近年増加傾向にある自然災害や、建物構

造の変化などにより複雑化する火災などに対応する必要がある。 

このため、消防団活動の基本や安全管理について明確化し、すべての消防団員が安全か

つ現有する消防力と組織力を最大限に発揮することを目的として、消防団活動の安全管理

マニュアルの策定に努める。 
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第３節 要配慮者支援対策の充実 

 

 責 任 者  健康福祉部長 

担 当   危機管理監、総務部長、市民病院事務局長 

 関係機関  赤穂市社会福祉協議会、赤穂健康福祉事務所 

災害対策基本法に基づき、高齢者、障がい者、難病患者、乳幼児や妊産婦等の要配慮者

に対して、情報伝達、避難誘導、救護活動、避難収容等の多面的な対策が必要である。 

発災初期においては、防災関係機関の対応が著しく制限されることもあることから、平

常時からコミュニティが地域の要配慮者状況を把握するとともに、防災訓練においては、

避難行動要支援者を想定した情報伝達、避難誘導訓練等を実施する。 

また、被災地域における避難収容施設では十分な環境が確保できない場合もあるので、

避難収容施設あるいは医療機関における環境整備に配慮しつつ、被災地外への広域避難に

ついても検討する。 

一方、高血圧症や糖尿病等の慢性疾患に対する必要な医薬品の備蓄についても医療機関

等と調整を図る。 

１ 要配慮者支援対策 

阪神・淡路大震災や東日本大震災においては、高齢者や障がい者など、いわゆる災害弱

者と言われる人々の犠牲が多かったこと、また、避難生活において特別な配慮を必要とし

たこと等を踏まえ、高齢者、障がい者をはじめ、難病患者（アレルギー疾患を含む。）、

傷病者、乳幼児、妊産婦、女性など、要配慮者の安全確保体制の整備に取り組む。 

そのため、本市は、要配慮者に関する情報について、平常時から民生委員・児童委員、

自主防災組織、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等の避難支援等関係者と情報共

有を図る。 

（１）高齢者支援対策 

自主防災組織等を中心に、自治会単位で災害時における支援体制の確立を図る。 

また、高齢者に接する機会の多いケアマネジャー等に地域の水害リスクを理解しても

らい、地域の水害リスクを高齢者へ伝える機会の増加を図る等、水害からの高齢者の避

難行動の理解促進に向けた取組みを行う。 

（２）障がい者、難病患者等支援対策 

障がい者や難病患者、病弱者等が利用する施設間の相互応援体制の確立を図るととも

に、各施設での利用者の避難訓練等を実施する。 

また、障がいの種類及び程度に応じて障がい者等が緊急の通報を円滑な意思疎通によ

り迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕

組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずる。 
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２ 在宅者支援対策 

（１）避難行動要支援者の状況把握と名簿の整備 

防災担当と福祉担当が連携し、平常時から赤穂市社会福祉協議会、自治会や自主防災

組織、民生委員・児童委員、障がい者団体等の福祉関係者、ボランティア等の協力を得

て、避難行動要支援者の所在の確認、災害時における保健サービスの要否、在宅の避難

行動要支援者に関する的確な状況等の把握に努め、避難行動要支援者名簿を整備する。

ただし、その取扱いについては、個人情報保護の観点から慎重に行う。 

避難行動要支援者名簿の対象とする範囲は、災害が発生し、又は災害が発生するおそ

れがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保

を図るため特に支援を要する者で、身体障がい者（児）、知的障がい者（児）、精神障

がい者、要介護認定者、高齢者、難病患者（特定疾患医療受給者等）、乳幼児、その他

特に配慮を要する者（妊産婦等）とする。 

避難行動要支援者名簿は、毎年更新するものとし、データ更新に伴い名簿を作成す

る。 

なお、本市は、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、名簿の活用に支障が生

じないよう、名簿情報の適切な管理に取り組む。 

（２）避難行動要支援者名簿の共有 

本市は、避難支援等の実施に必要な限度において、避難支援等に携わる関係者に対

し、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、避難行動要支援者名簿を提供する。ま

た、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難

行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練

の実施等を一層図る。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

名簿の共有先は、避難支援等に携わる関係者として、消防機関、警察署、赤穂市社会

福祉協議会、民生委員・児童委員、自主防災組織、その他避難支援等関係者とする。 

（３）地域的支援体制の整備 

福祉関係機関、医療機関、自治会や自主防災組織等の市民組織、ボランティア団体等

との連携を図り、避難行動要支援者の安否確認、避難誘導、情報提供、救護・救済対策

等、地域ぐるみの支援体制確立を推進する。 

また、避難行動要支援者における避難の個別支援計画を作成し、地域の自主防災組

織、自治会、民生委員・児童委員等が、避難支援者と連携を図り、災害時の情報提供、

安否確認、避難支援等を行う体制を構築する。 

（４）個別避難計画作成をはじめとする地域における避難支援体制の整備  

防災担当部局や福祉担当部局など関係部局が連携し、福祉専門職、赤穂市社会福祉協

議会、民生委員・児童委員、自主防災組織、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる

関係者と連携して、避難行動要支援者名簿をもとに、優先度の高い者から個別避難計画

を作成・共有するなどの地域における支援体制の整備に努める。この場合、コミュニ
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ティの希薄化や担い手の高齢化、都市部と山間部の違いなど地域特性等に留意する。 

なお、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映し

たものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、市庁舎等の被災等の事態が生じた

場合においても、個別避難計画の活用に支障が生じないよう、避難行動要支援者名簿及

び個別避難計画の適切な管理に努める。 

このほか、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿及び個別

避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討する。 

さらに、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等

が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から避難支援等関係者に対する情報提供や避

難支援体制の整備等、必要な配慮を行う。 

また、自主防災組織等は、避難行動要支援者の個別避難計画の策定に努める。 

（５）避難行動要支援者に配慮した避難対策 

避難行動要支援者を安全、かつ適切に避難誘導するため、次の体制を整備する。 

なお、避難行動要支援者への対応については、本市の「災害時避難行動要支援者対応

マニュアル」による。 

① 避難行動要支援者の避難・救出体制 

本市は、避難行動要支援者名簿を効果的に利用し、消防機関、警察署、赤穂市社会

福祉協議会、自主防災組織、民生委員・児童委員、その他避難支援等関係者の協力を

得て、寝たきり老人、ひとり暮らし老人、重度障がい者等の避難行動要支援者の避

難・救出体制の整備を推進する。 

また、個々の避難行動要支援者について、現状を常時把握し、緊急時の避難支援方

法を定めるよう努めるとともに、市民の協力支援についてあらかじめ承諾を得てお

く。 

② 避難所対策 

災害時に避難所となる公共施設については、安全性の向上、段差の解消、スロープ

化や身体障がい者用トイレの設置等、避難行動要支援者に配慮した施設整備を推進す

る。 

また、避難行動要支援者の避難所生活を支援するために、平常時から必要物資等の

備蓄を推進する。 

（６）避難行動要支援者への情報伝達体制の整備 

災害の特性に応じて、多様な情報伝達手段（ファクシミリ、インターネット、防災情

報ネット（メール）、文字放送、防災行政無線、広報車等）の確保とともに、地域の協

力体制や障がい者団体のネットワーク等を活用し、情報伝達ルートの確保に努める。ま

た、高齢者や障がい者等と消防本部の間に緊急通報システムを整備し、その周知を図

る。なお、障がい者については、緊急の通報を迅速かつ確実に行うことができるように

するため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講

ずる。 

このほか、通常の音声・言語による手段では適切に情報を入手できない障がい者が、
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防災に関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、その情報伝

達に必要な専門的技術を有する手話通訳者及びボランティア等の派遣・協力システムの

整備など、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずる。 

さらに、防災知識の普及啓発を図るほか、消防本部等は、防災上の相談・指導を行

う。 

３ 関連施設対策 

所掌する業務に係る避難行動要支援者関連施設に対して、災害時に入院患者や入所者等

の安全を確保するために、次の災害予防対策の実施について指導する。 

（１）医療施設に対する指導 

① 防災マニュアルの作成 

災害時における入院患者の安全確保を図るため、医療機関に対して、病院防災マ

ニュアル作成ガイドライン（「医療機関における活動マニュアル（平成９年度厚生科

学研究）等」）を活用し、各医療機関の実情に応じた防災マニュアルの作成を行うよ

うに指導する。 

また、防災設備の整備・点検、患者家族連絡表の作成等、緊急時の連絡体制や避難

誘導体制の整備、職員教育や避難訓練の実施、医薬品・医療用資機材等の備蓄等、防

災体制の強化について指導する。 

② 相互応援体制の整備 

医療施設に対して、災害時に備え、相互に派遣可能な職員、車両、資機材等、速や

かに応援出動ができる体制を整備し、必要物資、資機材等を確保するよう指導する。 

また、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制

を整備するよう指導する。 

（２）社会福祉施設等に対する指導 

① 防災設備等の整備 

社会福祉施設等に対して、施設の安全性を高めるため、防災設備の整備等を実施す

るよう指導する。 

また、災害に備えて、平常時から施設利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、

飲料水、医薬品及びその他の生活必需品等の備蓄を行うよう指導する。 

このほか、車いすで通行できる避難経路としての敷地内通路及び外部出入口の整備

や、光・音声等による視覚障がい者及び聴覚障がい者に非常警報を知らせたり、避難

場所への誘導を表示する設備等の整備に努める。 

② 自主防災組織の整備 

社会福祉施設等に対して、災害時に迅速かつ的確な防災対応が行えるように、あら

かじめ自主防災組織を編成し、緊急連絡体制、非常招集体制等を確立するよう指導す

る。 

③ 応援体制及び受援体制の整備 

社会福祉施設等に対して、他の社会福祉施設等において、被害が発生し応援要請が
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ある場合に備えて、派遣可能な職員、各種資機材（移動入浴車、小型リフト付車両

等、車椅子、ストレッチャー）等、応援出動体制を整え、必要物資を確保するよう指

導する。 

また、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制

を整備するよう指導する。 

④ 防災訓練の実施 

社会福祉施設等に対して、職員及び利用者（入所者）等に対する防災意識の高揚を

図るため、防災訓練の実施に努めるよう指導する。 

⑤ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定促進 

社会福祉施設等に対し、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促すなど、入所者・利用

者の安全確保やサービスの早期再開に向けた取組みを進めるよう、啓発に努める。 

４ その他災害時に特に配慮すべき事項 

本市は、上記のほか、災害時に次の事項について、避難行動要支援者の多様なニーズに

十分配慮するために必要な準備を行う。 

① 各種広報媒体を活用した情報提供 

② 自主防災組織、民生委員・児童委員等市民の協力による避難誘導 

③ 名簿等の活用による居宅に取り残された避難行動要支援者の迅速な発見 

④ 条件に適した避難所の提供や社会福祉施設への緊急入所等対象者に応じたきめ細か

な対応 

⑤ 避難所等における要配慮者の把握とニーズ調査 

⑥  おむつやポータブル便器等生活必需品の配慮 

⑦ 粉ミルク・液体ミルク（乳アレルギーに対応したものを含む。）、やわらかい食品

等食事内容の配慮 

⑧ 手話通訳者やボランティア等の協力による生活支援 

⑨ 巡回健康相談や栄養相談等の重点的実施 

⑩ 仮設住宅の構造、仕様についての配慮 

⑪ 仮設住宅の優先的入居 

⑫ 仮設住宅入居者等への相談、訪問、安否確認 

⑬ ケースワーカーの配置や継続的なこころのケア対策 

⑭ インフルエンザ等感染症の防止 

⑮ 社会福祉施設の被害状況調査 

⑯ 福祉相談窓口の設置 

⑰ 福祉避難所の確保 

  等 
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第４節 外国人対策の強化 

 

 責 任 者  危機管理監、市民部長  

担 当   健康福祉部長 

 関係機関  企業、各種団体 

外国人は、一部の人を除き、日本語の理解も十分でなく、本市の地理に詳しくないため

に、災害発生時には、必要な情報を迅速的確に把握し、自らの安全を確保するなどの災害

時行動力に欠けるものと思われる。 

そのため、本市では地理がわからない外国人及び市外からの来訪者の安全な避難を確保

するよう検討する。 

１ 外国人等の状況把握 

市内における外国人の居住状況、勤務状況等の把握に努める。 

２ 外国人等の災害時支援体制の整備 

平常時より、災害時に必要な外国語通訳ボランティア等の要員の確保に努める。 

３ 情報の提供 

外国人に対して、次の方法により災害時に必要となる情報の提供を行う。 

なお、国は、在日・訪日外国人に対して、防災・気象情報が確実に伝達できるよう、多

言語化等の環境整備を進めており、本市においても関連情報の多言語化による提供に努め

る。 

（１）広報、パンフレット等による情報提供 

外国語版の防災啓発資料の作成や配布等を通じて、市内在住の外国人に対する防災教

育や防災情報の提供、防災知識の普及を図る。 

また、県と連携し、ひょうごＥ（エマージェンシー）ネットをはじめ、赤穂市公式Ｌ

ＩＮＥ、インターネット、ＦＭ放送を用いた外国語による啓発に努める。 

情報提供は、多言語、やさしい日本語表記、ルビふり等を行い、外国人旅行者に対し

ては、早期帰国等に向けた災害情報等を多言語で提供するためのポータルサイトを通じ

て発信する等、外国人に配慮した支援に努める。 

（２）案内板等の充実 

外国人に対して、避難場所等の周知を図るために、案内板等については簡明かつ効果

的に表示するとともに、多言語化を推進する。 

また、駅等の多くの人が集まる場所において、避難所、避難行動等に対する情報提供

を充実する。 
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第５節 企業等の地域防災活動への参加促進 

 

 責 任 者  産業振興部長 

担 当   消防長 

 関係機関  企業、各種団体 

企業等は、災害時において、従業員・顧客等の安全確保と、地域の防災活動における貢

献、地域との共生及び迅速な復旧と事業の継続を行えるよう地域防災活動への参画促進に

努める。 

また、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスクに応じたリスクコントロール

とリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努める。 

１ 災害時に企業等が果たす役割 

① 生命の安全確保 

② 被災従業員への支援 

③ 二次災害の防止 

④ 事業の継続 

⑤ 地域貢献・地域との共生 

⑥ 自主防災組織との連携 

２ 企業等の平常時対策 

① 企業等は、災害時に果たす役割を十分に認識し、次の対策を実施するなど、企業防

災活動を推進する。 

また、防災体制の整備、従業員の安否確認体制の整備、必要な物資・資機材の備蓄

や防災用品の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐浪化、予想被害からの復旧

計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等の重要なライフラインの供給不足へ

の対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組みを継続的に実施

するなど、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組みを通じて、防災活動を推進す

る。 

特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など、災害応急対策等に係る業

務に従事する企業は、市等との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協

力するよう努める。 

さらに、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害

の拡大防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図る。 

このほか、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設ごとの規定（介護保険法

等）や、災害に対応するための災害ごとの規定（水防法等）により、自然災害からの

避難を含む計画を作成する。 
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ア 事業継続計画（ＢＣＰ）の作成 

【事業継続計画（Business Continuity Plan : BCP）】 

災害時に特定された重要業務が中断しないこと。 

また、万一事業活動が中断した場合に、目標復旧時間内に重要な機能を再開さ

せ、業務中断に伴う顧客取引の競合他社への流出、マーケットシェアの低下、企業

評価の低下などから企業を守るための経営戦略、バックアップシステムの整備、

バックアップオフィスの確保、安否確認の迅速化、要員の確保、生産設備の代替な

どの対策を実施する。 

イ 防災計画の作成 

ウ 防災組織の育成 

エ 防災訓練の実施 

オ 地域の防災訓練への参加 

カ 防災体制の整備 

キ 復旧計画の作成 

ク 物資の備蓄 

ケ 各計画の点検・見直し 

コ 損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保 

サ テレワークや時差出勤、計画的休業等の災害時の従業員の不要不急の外出を抑

制するための環境整備     等 

② 本市は、企業等を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積

極的参加の呼びかけや、必要に応じて防災に関するアドバイス等を行う。 

３ 事業所の防災組織 

（１）対象施設 

ア 多数の者が利用する施設（中高層建築物、劇場、百貨店、旅館、学校、病院

等） 

イ 危険物等を取り扱う施設（石油類、高圧ガス、火薬類、毒劇物、放射性物資等

を貯蔵又は取り扱う施設） 

ウ 多数の従業員のいる事業所等で、自衛防災組織を設置することが効果的な施設 

エ 複数の事業所が共同して防災組織を設置する必要がある施設（雑居ビル等）等 
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（２）計画の作成 

① 予防計画 

ア 予防管理組織の編成 

イ 火気使用施設、危険物、指定可燃物等の点検整理 

ウ 消防用設備等の点検整備 

② 学習訓練計画 

ア 防災学習 

イ 防災訓練 

③ 応急対策計画 

ア 応急活動組織の編成 

イ 情報の収集伝達 

ウ 出火防止及び初期消火 

エ 避難誘導 

オ 救出救護 

（３）防災組織の活動 

① 平常時 

ア 防災訓練 

イ 施設及び設備等の訓練整備 

ウ 従業員等の防災に関する教育の実施 

② 災害時 

ア 情報の収集伝達 

イ 出火防止及び初期消火 

ウ 避難誘導 

エ 救出救護 

４ 市の役割 

① 事業所の防災組織の育成指導 

② 事業継続計画（ＢＣＰ）や防災計画の作成支援 

③ 地域の防災訓練等への参加促進 

④ 防災に関するアドバイス 
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第６節 通勤・通学・帰宅困難者対策の推進 

 

 責 任 者  危機管理監 

担 当   各部長 

 関係機関  企業、各種団体 

大規模地震により交通機能が停止した場合、自宅に帰ることができない者が発生するお

それがある。 

そのため、本市では、通勤・通学・帰宅困難者の安全な避難を確保するよう検討する。 

１ 通勤・通学・帰宅困難者への支援 

関西広域連合は、災害時における徒歩帰宅者を支援するため、関西２府６県４政令市

（兵庫県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、徳島県、神戸市、大阪

市、京都市、堺市）を代表し、当該地域に店舗が存在するコンビニエンスストア・外食事

業者等と「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」を締結している。 

※協定に基づく支援内容 

協定事業者の店舗（災害時帰宅支援ステーション）における水道水、トイレ、地図等によ

る道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報等、帰宅支援サービスの提

供。 

① 本市は、通勤・通学、帰宅途中その他外出先で救援が必要になった者に対して、避

難場所への収容や一時滞在施設の提供、帰宅困難者ＮＡＶＩの紹介等、適切な対応を

図るとともに、一時滞在施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや要配慮者等

の多様なニーズに配慮した滞在場所等の運営に努める。 

② 本市及び関係事業者は、要配慮者等に対して代替輸送の確保や調整を図るなど、状

況に応じて通勤・通学及び帰宅支援のための多様な交通手段の確保を図る。 

③ 道路管理者は、道路情報板等を活用して道路の被災に関する情報を提供する。 

④ 関係事業者は、輸送障害発生時の乗客に対する適切な情報提供等を行う。 

⑤ 大規模な集客施設等の管理者は、利用者の誘導体制の整備等に努める。 

⑥ 事業所、学校等は、従業員、児童・生徒の保護や情報収集・提供等、的確な対応に

努め、鉄道駅周辺や路上での滞留人口の減少に努める。 

⑦ 兵庫県は、一時滞在施設の確保など通勤・通学・帰宅困難者対策に係る市の取組み

について支援する。 
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２ 普及啓発 

① 本市は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知、企業等に対する必

要な物資の備蓄、災害時帰宅支援ステーションのサービス、家族等の間での災害伝言

ダイヤル（１７１）・災害用伝言板サービスの活用などについて広報・啓発を行うと

ともに、災害時帰宅困難者への情報伝達体制の整備を推進する。さらに、徒歩帰宅

ルートや沿道の災害時帰宅支援ステーション等をインターネット上の地図で確認でき

る帰宅困難者ＮＡＶＩの周知に努める。 

② 協定事業者は、統一ロゴマーク及びモデルデザインに基づき関西広域連合が作成し

た「災害時帰宅支援ステーション・ステッカー」を支援可能な店舗に掲示する。 
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第９章 その他災害予防対策の推進  

 

⚫ 各種危険物施設管理機関と連携を密にし、災害の未然防止、拡大抑止のた

めの体制・設備の整備を推進する。 

⚫ 大規模事故災害をはじめとする各種災害に対するため、各防災関係機関と

の協力体制を整備する。 

■章の構成 

第９章 

その他災害予防対策の推進 

 

 

 

第１節 津波災害予防対策 

第２節 危険物施設等の保安対策の実施 

第３節 船舶等の海上事故予防 

第４節 雑踏事故の予防 

第５節 ひょうご防災減災推進条例に基づく活動 
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第１節 津波災害予防対策 

 

担 当 

責 任 者  危機管理監 

  建設部長、上下水道部長、消防長 

関係機関 
 姫路河川国道事務所、赤穂警察署、姫路海上保安部、 

光都土木事務所、光都土地改良センター 

１ 東日本大震災を踏まえた対策の実施 

兵庫県は、東日本大震災を踏まえて国が行う南海トラフの巨大地震・日本海における大

規模地震による津波の推計結果を基本に、兵庫県に被害を及ぼす最大クラスの津波を想定

し、津波浸水被害シミュレーションを行っている。 

本市は、上記シミュレーションにより得た津波水位等を踏まえ、南海トラフ地震・津波

対策アクションプログラムに基づき、ハード・ソフト両面からの津波災害対策を進める。 

消防本部は、津波警報下での安全・的確な消防活動の実施のため、兵庫県や市等と連携

した消防計画の策定等により、津波時の浸水想定を勘案した消防体制の整備に努める。 

２ 津波浸水想定区域の周知 

津波災害は、特にその被害が大きいことから、危険の予測される地域については、津波

ハザードマップを作成し、市民への周知を図る。 

３ 津波警戒の周知徹底 

本市は、津波浸水想定区域の市民に対し、防災行政無線等多様な手段を活用して、津波

避難に関する内容の周知徹底を図る。 

① 強い地震（震度４以上）又は弱い地震であっても１分以上の長い揺れを感じたら、

津波浸水想定区域等及び海浜にある者は、直ちに高台等へ避難すること。 

② ラジオ、テレビ等で正しい情報を入手すること。 

③ 津波注意報、警報が発表された場合、津波注意報にあっては、海浜にある者、津波

警報にあっては、津波浸水想定区域の市民は、直ちに高台に避難すること。 

④ 津波は繰り返し来襲するため、警報、注意報が解除になるまで海岸に近づかないこ

と。 

⑤ 市民等は、海浜に出かけるときは、ラジオ等を携行し、津波警報、避難情報等を聴

取すること。 

４ 海面監視 

地震発生後、来襲する津波に対して、津波注意報及び警報、避難指示の情報伝達が間に

合わないことがあるため、本市は、必要に応じ、直ちに海面監視を開始する。 

監視場所は、津波の高さを考慮して、津波の早期発見に適した場所で、監視人の安全を
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確保できる場所に設定する。 

５ 水門等の管理体制 

① 河川、海岸、港湾及び漁港の施設管理者は、津波発生時の迅速な対応が可能になる

よう、少なくとも年1回以上の定期的な施設の点検や水門、陸閘
りっこう

等の閉鎖体制の確立

等、施設管理の徹底を行う。 

また、水門、陸閘等の閉鎖手順を定めるに当たっては、水門、陸閘等の閉鎖に係る

操作員の安全管理に配慮する。 

② 河川、海岸、港湾及び漁港の施設管理者は、操作責任者等の協力を得ながら津波が

発生した場合は直ちに、水門、陸閘等の閉鎖、工事中の場合は工事の中断等の措置を

講ずる。 

また、内水排除施設等も同様の措置を講じるとともに、施設の管理上必要な操作を

行うための非常用発電装置の整備、点検その他所要の被災防止措置を講じておく。 

③ 海岸、港湾及び漁港の施設管理者は、操作責任者等の協力を得ながら、夜間、休日

等で水門、陸閘等を開放する必要がないときは、閉鎖を徹底するよう啓発する。 

④ 津波発生時に陸閘等を迅速・確実に閉鎖するため、施設の自動化・遠隔操作化・電

動化を推進する。 

（参照）資料編資料集2-17 沿岸部の海岸水門・ポンプ場等の位置図（P資料-81～84） 

（参照）資料編資料集2-18 赤穂市内の水門・ポンプ場と防災区（P資料-85～86） 

６ 伝達協力体制の確保 

本市は、あらかじめ沿岸部の多数者を対象とする施設の管理者（漁業協同組合等）、事

業者（工事施工者等）、及び自主防災組織と連携して、これらの者との協力体制の確保に

努めるとともに、日頃より過去の事例等により啓発活動を行う。 

７ 沿岸地域の避難体制の確保 

沿岸部の地域住民等に対し、平常時から津波の危険性を広く周知するとともに、地域の

地形や浸水予測等に応じた避難場所及び避難経路を周知しておく。 

（１）地域住民の避難行動 

地域住民の自主的な避難行動が容易に行えるよう、日頃からの啓発活動により、各地

域における避難場所や避難経路を周知する。 

また、自主防災組織や管轄の警察署との協力のもとに、避難者の掌握、要配慮者の把

握・誘導や必要な応急救護活動が行える体制の整備を図る。 

（２）観光地等利用者の避難誘導 

観光客や海水浴客等の地理に不案内な利用者が多数利用する施設の管理者、事業者及

びその地域の自主防災組織等と、津波発生時における避難誘導についての協議・調整に

取組み、円滑な情報伝達及び避難誘導の手段を定めておく。 

また、観光地や海水浴場等の外来者の多い場所周辺の駅や宿泊施設等に浸水予測図の
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掲示や避難場所及び避難経路等の誘導表示を行う等、その地域の津波に対する特徴を事

前に周知する。 

（３）避難場所の指定 

津波発生時における避難場所については、その地域の浸水区域を想定し、地形・標高

等の地域特性を十分に配慮した指定を行うこととし、公共施設のほか、民間ビルの活用

等の検討を行い、より効果的な配置となるよう努める。 

８ 啓発活動等の実施 

本市は、避難対策等の津波防災対策を迅速に行うため、日頃から住民に対する啓発活動

等を実施する。 

（１）津波に対する防災意識の高揚 

津波に関する講演会等を開催し、津波に関する知識の向上及び防災意識の高揚を図る

とともに、津波ハザードマップの地域住民等への周知に努める。 

（２）日頃の備えの充実 

津波危険地域における避難場所や避難経路の周知、避難の際、情報収集に必要なラジ

オの携行等、非常持出品の備えの徹底について、機会を捉えて繰り返し広報・啓発を行

う。 

（３）津波防災訓練の実施 

関係機関や地域住民の参加のもと、実戦的な津波防災訓練を実施し、迅速かつ正確な

情報伝達体制の整備、地域住民等の適切な避難行動の実施、関係機関との連携体制の確

立等、津波防災体制の構築に努める。その際、地域の要配慮者に十分配慮した訓練を実

施する。 

（４）デジタル技術の活用 

津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するため、津

波対策にデジタル技術を活用するよう努める。 
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第２節 危険物施設等の保安対策の実施 

 

担 当 

責 任 者  消防長 

  総務部長、市民部長、建設部長 

関係機関 
 近畿経済産業局、兵庫県危機管理部消防保安課、赤穂健康福祉事務

所、赤穂警察署、危険物・有毒物等取扱施設の管理者 

１ 危険物の保安対策の実施 

危険物（石油等）による災害を予防し、また、災害発生時の被害拡大を防止するため、

危険物取扱事業所及び防災関係機関の予防対策について定める。 

（１）危険物施設の保全及び耐震性の強化 

① 危険物施設※について、その事業者等は、施設の基準や定期点検の規定を遵守する

とともに、設置地盤の状況を調査し耐震性の強化を推進する。 

② 消防本部（署）は、危険物施設について、設置及び変更許可に対する現地審査、各

種タンクの水張、水圧の検査、完成検査、立入検査等を行い、基準に適合しない場合

は、直ちに改修、移転等を行わせる。 

※危険物施設 

消防法別表により第１類から第６類に分類されている危険物を指定数量以上貯蔵

し、又は取扱う製造所、貯蔵所、取扱所の建築物、工作物等 

（参照）資料編資料集2-19 危険物施設数（P資料-87） 

（２）危険物取扱事業所等 

① 危険物取扱事業所等は、消防法及び消防法に基づく関係規定を遵守するとともに、

自己の責任において保安対策を推進し、危険物の災害予防に万全を期する。 

② 危険物取扱事業所等は、危険物施設の規模、取扱危険物の種類等に応じ、次の人員

を配置する。 

ア 危険物保安監督者の選任 

政令で定める施設を有する事業者は、危険物保安監督者を選任し、危険物の取扱

作業の保安監督をさせる。 

イ 危険物保安統括管理者の選任 

政令で定める施設を有する事業者は、危険物保安統括管理者を選任し、当該事業

所における危険物の保安に関する業務の統括管理をさせる。 

ウ 危険物施設保安員の選任 

政令で定める施設を有する事業者は、危険物施設保安員を選任し、施設の構造及

び設備の保安管理をさせる。 
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③ 危険物取扱事業所等は、次の保安対策を実施する。 

ア 事業所等の自主的保安体制の確立 

各事業所等は、防災訓練、保安教育等を実施し、防災意識の高揚と防災に関する

知識・技術の向上を図るとともに、火災、爆発等の災害の発生を防止するための自

主保安体制の確立及び従業員教育を実施する。 

イ 事業所相互の協力体制の確立 

危険物取扱事業所等が一定地域に集中している地域にあっては、各事業所は相互

に連絡協調して総合的な防災体制を確立し、相互援助、避難等の自主的な組織活動

を行う。 

ウ 市民安全対策の実施 

大規模な危険物施設を有する事業所等は、市民に対する安全を図るため、防火

壁、防風林、防火地帯等の設置を検討する。 

（３）消防本部 

① 消防法に基づき、危険物施設の設置又は変更許可に対する審査及び立入検査等を行

い、基準に適合しない場合は、直ちに改修、移転させるなど、危険物の規制を行う。 

② 監督行政庁の立場から、次の保安対策を実施する。 

ア 危険物施設の把握と防災計画の策定 

常に危険物施設及び貯蔵され、取扱われる危険物の性質及び数量を把握し、これ

に対応する的確な防災計画を策定する。 

イ 監督指導の強化 

危険物取扱事業所等に対する立入検査等を実施し、関係法令を遵守させる。 

ウ 消防体制の強化 

事業所ごとの防災計画を作成するとともに、隣接市町との相互応援協定の締結を

推進する。 

エ 防災教育 

危険物関係職員及び施設関係者に対し、関係法令及び災害防除の具体的方法につ

き視聴覚教育を含む的確な安全管理教育を行う。 

２ 高圧ガスの保安対策の実施 

市内には、第１種一般高圧ガス施設（製造所）が７件、第１種ＬＰガス施設（製造所）

が３件、冷凍施設（製造所）が５件（兵庫県危機管理部消防保安課 令和７年４月１日現

在提供）ある。 

ここでは、高圧ガスによる災害を予防し、また、災害発生時の被害拡大を防止するた

め、高圧ガス関係事業所及び防災関係機関の予防対策について定める。 
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（１）施設の保全及び耐震性の強化 

事業所は、以下の施設について、保全対策及び耐震性の強化を推進する。 

① 塔槽類 

高圧ガス保安法に基づく耐震構造とするほか、主配管との接合部には可とう性を持

たせる。 

② 圧縮機及びポンプ 

本体と駆動部は同一の基礎上に乗せ、不等沈下を防止する。 

③ 配 管 

機器との接続部や埋設配管の地上立ち上がり部など、強い応力のかかる部分には可

とう性を持たせる。 

④ 防液堤 

必要な容量を確保し耐震構造とするほか、配管貫通部が地震動により損傷を受けな

い構造とする。 

⑤ 防消火設備 

海水の利用等による水源の分散のほか、配管のループ化を検討する。 

⑥ 計装関係 

自動制御装置及び緊急遮断装置は、フェール・セーフ構造※とする。 

また、操作パネルには、地震時にも操作ができるよう手すり等を設ける。 

※フェール・セーフ構造 

一つの部材が破壊されても、その破壊が構造体に大きな影響を与えることなく安全

に機能性を継続できるようにする構造。 

⑦ 通報設備 

緊急時の連絡及び情報の伝達を速やかに実施するため、構内電話、構内放送、無線

設備等を設置する。 

（２）高圧ガス関係事業所における防災体制の整備 

事業所は、災害発生時に有効な防災活動を実施し、二次災害の発生を防止し、被害の

軽減を図るため、あらかじめ防災体制を確立する。 

① 防災組織の確立 

防災組織の体系、編成方法及び各班の業務内容を明らかにする。 

② 連絡・広報体制の確立 

事業所内の被害状況を迅速かつ的確に把握し、あらかじめ定められた方法及び順序

で本市、消防本部等へ連絡するための緊急時の連絡・広報体制を確立する。 

③ 緊急動員体制の確立 

大規模災害を想定し、防災関係要員の確保のための緊急動員体制を確立する。 

④ 相互応援体制の確立 

大規模災害が発生し、一の事業所では対応できない場合に備えて、関係事業所及び

本市、消防本部との間で防災関係要員及び防災資機材等の相互応援体制を確立する。 
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（３）防災資機材の整備 

① 消防本部は、事業所に防災資機材等の整備を促進させるとともに、その管理につい

て指導する。 

② 消防本部は、事業所に対し、効果的な防災資機材等の整備・充実を指導するととも

に、報告の協力を求めるなどにより、提供可能な防災資機材の種類及び数量の把握に

努める。 

③ 事業所は、防災資機材及び設備を定期的に点検し、その維持管理に努める。 

④ 事業所は、自社が保有する資機材で対応できない場合を想定し、事業所外部から資

機材を調達できる体制を整備する。 

（４）保安教育の実施 

① 関係団体は、高圧ガスに関する各種講演会を開催し、事業所に対して高圧ガスに関

する防災上必要な知識を周知徹底させる。 

② 事業所は、従業員等に対し定期的に保安教育を実施し、高圧ガスに関する防災上必

要な知識を周知徹底させ、防災意識の高揚を図る。 

③ 主な教育項目は、次のとおりとする。 

⚫ 関係法令 

⚫ 高圧ガスに関する知識 

⚫ 防災組織 

⚫ 運転マニュアル、各種規程 

⚫ 異常時の措置基準 

⚫ 事故事例と対策 

⚫ 救急処置の方法 

（５）防災訓練の実施 

① 消防本部及び関係機関は、高圧ガスにかかわる災害が発生した場合に、迅速かつ適

切な防災活動が実施できるように定期的に防災訓練を実施する。 

② 事業所は、取扱う高圧ガスの種類及びその規模に応じ、事業所内で定期的に防災訓

練を実施し、応急措置等防災技術の習熟に努める。 

③ 主な訓練項目は、次のとおりとする。 

⚫ 緊急通信・通報・伝達訓練 

⚫ 非常招集・動員訓練 

⚫ 救助・避難訓練 

⚫ 応急措置実施訓練 

⚫ 防火・消火訓練 

⚫ 広報訓練 

（６）防災技術の研究 

消防本部及び事業所は、高圧ガスの特性に応じた防災技術の研究及び情報の把握に努

める。 
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３ 火薬類の保安対策の実施 

火薬類による災害を予防し、また、災害発生時の被害拡大を防止するため、火薬類関係

事業者及び防災関係機関の予防対策について定める。 

（１）施設の保全及び耐震性の強化 

事業者は、火薬類施設(火薬類取締法第２条に規定する火薬類を製造又は貯蔵する施

設)について、火薬類取締法に基づく構造とし、施設の基準の維持等の規定を遵守する

とともに、設置地盤の状況を調査し、耐震性の強化を推進する。 

消防本部（署）は、火薬類施設について、設置及び変更許可に対する現地審査、完成

検査、立入検査等を行い、基準に適合しない場合は、直ちに改修、移転又は技術上の基

準に従い火薬類を製造又は貯蔵することを命ずる。 

（２）火薬類関係事業所における警戒体制の整備 

事業者は、台風の接近等により、作業の実施が危惧されるとき、又は火薬類関係施設

に災害・事故が発生するおそれのあるとき、天候の状況に応じた警戒体制を確立する。 

① 警戒体制の発令 

台風の接近、大雨等の各注意報・警報の発令、雷の発生及び火薬庫付近での林野火

災の発生等により事業所が要警戒事態となったとき、事業者は、天候等の状況に応じ

た警戒体制を発令する。 

② 警戒措置の実施 

河川の洪水、土砂崩れ及び落雷への対応が遅延しないよう、事業所内外の地形、落

雷の頻度等の地域的特性等を事前調査する。 

警戒体制が発令されたとき、現場巡回等、天候の状況に応じた警戒措置を実施す

る。 

③ 作業規制 

天候の状況に応じ、発破作業の中止等の作業規制を行う。 

（３）火薬類関係事業所における防災体制の整備 

市内には、１級火薬庫が４棟、３級火薬庫が１棟の計５棟（令和7年4月1日現在）の

火薬類関係事業所がある。これら火薬類関係事業者は、災害発生時に冷静かつ有効な防

災活動を実施し、被害の軽減を図るため、あらかじめ防災体制を確立する。 

① 防災組織の確立 

防災組織の編成方法及び各班の業務内容を明らかにする。 

② 連絡・広報体制の確立 

事業所内の被害状況を迅速かつ正確に把握し、あらかじめ定められた方法及び順序

で本市、消防本部へ連絡するための緊急時の連絡・広報体制を確立する。 

③ 緊急動員体制の確立 

大規模災害を想定し、防災関係要員の確保のための緊急動員体制を確立する。 

④ 相互応援体制の確立 

災害が発生し、一つの事業所だけでは対応できない場合に備えて、関係事業所との
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応援体制を確立する。 

（４）保安教育の実施  

① 関係団体は、火薬類に関する各種講習会において、事業者に対して火薬類に関する

防災上必要な知識を周知徹底させる。 

② 事業者は、従業員に対し定期的に、また、施設の新設等の機会ごとに保安教育を実

施し、火薬類に関する防災上必要な知識を周知徹底させ、防災意識の高揚を図る。 

③ 主な教育項目は、次のとおりとする。 

⚫ 関係法令 

⚫ 火薬類に関する性質、保安管理技術 

⚫ 風水害や地震等の災害に関する知識 

⚫ 災害時における応急対策及び避難方法 

（５）防災訓練の実施 

① 事業者は、取扱う火薬類の種類及びその規模に応じ、事業所内で定期的に防災訓練

を実施し、応急措置等防災技術の習熟に努める。 

② 主な訓練項目は、次のとおりとする。 

⚫ 緊急通信・通報・伝達訓練 

⚫ 非常招集・動員訓練 

⚫ 救助・避難訓練 

⚫ 応急措置実施訓練 

⚫ 防火・消火訓練 

⚫ 広報訓練 

（６）防災技術の研究 

本市、消防本部、関係機関及び事業者は、火薬類の特性に応じた防災技術の研究及び

情報の把握に努める。 

４ 毒物・劇物の保安対策の実施 

市内には、47件（令和7年4月1日現在）の毒物・劇物取扱施設がある。 

ここでは、毒物又は劇物の保管施設等からの流出等による保健衛生上の危害を防止する

ための予防対策について定める。 

（１）施設の保全及び耐震性の強化 

① 毒物・劇物取扱施設で、消防法、高圧ガス保安法（以下「関係２法」という。）に

よる規制を受けている施設について、毒物・劇物取扱営業者は、関係２法に基づき、

施設の基準や定期点検等の規定を遵守するとともに、施設の保全及び耐震性の強化を

推進する。 

② 関係機関は、関係２法に基づき、毒物・劇物取扱施設について、設置及び変更許可

に対する現地審査、完成検査、立入検査等を行い、基準に適合しない場合は、直ちに

改修、移転等を行わせる。 
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③ 関係機関は、関係２法により規制を受けない施設の実態把握に努める。 

毒物・劇物取扱営業者は、毒物・劇物取締法に規定する登録基準等に適合する施設

を維持させるとともに、立入指導、又は文書等により適正な取扱い及び危害防止のた

めの応急の措置を講じるよう指導する。 

（２）保安対策 

① 本市、その他の関係機関は、毒物・劇物取扱営業者に対し、毒物又は劇物によって

市民に保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに健康福祉事務所、警察

署又は消防本部に届け出るとともに、危害防止のための応急措置を講じるよう指導す

る。 

② 本市、その他の関係機関は、毒物・劇物を業務上取扱う者のうち、事業所ごとに届

出を要する者（電気めっき事業者、金属処理事業者、運送事業者、白あり防除事業

者）に対しても、同様の指導を行う。 

③ 本市、その他の関係機関は、毒物・劇物を業務上取扱う者のうち、届出を要しない

者の実態把握に努めるとともに、文書等により適正な取扱い及び危害防止のための応

急の措置を講じるよう指導する。 

５ 放射性物質の保安対策の実施 

市内には、５件（令和7年4月1日現在）の放射性物質取扱事業所がある。 

放射性物質（放射性同位元素、核燃料物質等）による災害の発生及び被害の拡大を防止

するための予防対策について定める。 

（１）施設の保全及び耐震性の強化 

① 事業者は、放射性物質取扱施設(使用施設、貯蔵施設、廃棄施設等)について、関係

法令の規定に基づき、施設の基準等の規定を遵守するとともに、設置地盤の状況等を

調査し、耐震性の強化を推進する。 

② 関係機関は、関係法令の規定に基づき、立入検査等を行うとともに、基準に適合し

ない場合は、直ちに改修、移転等を行わせる。 

（２）放射性物質取扱（使用、販売）事業所の防災体制の整備 

放射性物質取扱事業者は、関係法令を遵守するとともに、放射性物質に係る安全管理

に万全を期す。 

① 施設の耐震化等の推進 

② 放射線による被ばくの予防対策の推進 

③ 施設等における放射線量の把握 

④ 自衛防災対策の充実 

⑤ 通報体制の整備 

⑥ 放射性物質取扱業務関係者への教育・訓練の実施 

⑦ 放射線防護資機材の整備 
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（３）防護資機材の整備 

予防対策を実施する各機関は、必要により放射線測定器（個人用被ばく線量測定用具

を含む。）、放射線防護服等の整備を図る。 

（４）赤穂市、その他の関係機関の防災体制の整備 

本市、その他の関係機関は、放射性物質に対する防災対策を円滑に実施するため、放

射性物質取扱事業所等の把握及び安全管理等の指導に努める。 

６ 原子力発電所事故災害対策の整備 

本市は、福井県内に立地する各原子力発電所等よりＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する

区域、原子力施設から半径30km圏）圏外の位置にあるが、原子力発電所の事故による被害

状況については、様々な要素が関係する。 

このため、実際の事故発生時には、事故の規模や気象条件、環境放射線モニタリング結

果等を踏まえ、柔軟に対応する必要があることから、緊急時モニタリング活動への協力、

情報伝達・広報活動、広域的避難者の受入れ等に係る事項について検討する。 

なお、対応に当たっては、「関西防災・減災プラン原子力災害対策編」及び「原子力災

害に係る広域避難ガイドライン」に沿って対応することを原則とする。 

（１）原子力災害関連情報の収集及び伝達手段の整備 

本市は、原子力施設の災害等に係る情報収集・伝達体制の構築等、原子力災害が発生

した場合における県、関係機関等との情報収集、連絡体制の構築に努める。 

また、市ホームページや自主防災組織等を活用した市民への情報連絡体制の構築、庁

内に市民相談窓口を設置する等、市民等への情報伝達体制の構築を推進する。 

（２）環境放射線モニタリング情報の収集体制構築 

本市には、固定型モニタリングポストはないが、原子力事業者、近隣自治体を含む環

境放射線モニタリング情報を収集するため、国、県、その他モニタリング関係機関と平

常時からの連携構築を推進する。 

（３）放射線等に関する知識等の普及啓発 

本市は、放射性物質や放射線の特性、放射線による健康への影響、緊急時にとるべき

行動、屋内退避や避難時の留意事項、汚染の除去・処理等に関する知識の普及啓発を行

う。 

また、原子力防災対策の円滑な実施を図るため、放射線による健康への影響及び放射

線防護やモニタリング実施方法及び機器、放射線緊急被ばく医療（応急手当を含む。）

などの必要な知識について、関係省庁等が実施する原子力防災に関する研修に防災業務

関係者を参加させるなど、防災知識の習得、防災技術の習熟に努める。 
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（４）広域的避難者の受入体制の整備 

本市は、原子力災害時に発生する綾部市からの広域避難者の受入先となる避難場所の

指定及び住民への周知、避難誘導等、受入体制の構築整備を推進する。 
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第３節 船舶等の海上事故予防 

 

 責 任 者  危機管理監 

担 当   建設部長、消防長 

 関係機関  赤穂警察署、姫路海上保安部、船舶所有者等 

石油タンカーをはじめとする各種船舶の海上事故を未然に防止し、船舶、港湾施設の安

全確保及び自然環境の保全を推進する。 

１ 調査研究 

本市は、平常時から自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集、蓄積に努

め、国の機関によってこれらの情報がデータベース化、オンライン化、ネットワーク化さ

れた場合は、積極的にこれを活用する。 

また、次に掲げる防災関係資料の収集及び調査研究に協力する。 

① 事故発生状況及び事故の教訓等に関する資料 

② 事故の予想に関する資料（気象、海象に起因する災害の種類、発生の時期及び程度

の予察並びに判断の資料） 

③ 港湾状況 

④ 防災施設、機材の種類、分布等の状況 

⑤ 関係機関の事故救助計画 

２ 事故対応体制の整備 

本市は、海上事故発生時における人命救助、野生生物の保護、漁場等の保全等の対応措

置が迅速かつ的確に行えるよう、大阪湾・播磨灘排出油等防除協議会加盟機関及びその他

関係機関との連携に努め、連絡協力体制の一層の強化・充実を図る。 

３ 通報・連絡体制の整備 

本市は、海上事故発生の連絡体制を24時間確保し、海上保安庁、消防本部、警察署及び

大阪湾・播磨灘排出油等防除協議会加盟機関等の情報交換を円滑かつ確実に行うため、

フェニックス防災システム等を通じ、逐次報告する体制を整備しておく。 

４ 関係資機材の整備 

本市は、石油等の流出による事故、災害を防止するため、大阪湾・播磨灘排出油等防除

協議会加盟各機関と調整の上、次の対策を講じる。 

① 油防除資機材の保有、管理 

② 化学消火薬剤等消火機材の整備 

③ 近隣市町の資機材の保有状況の把握 
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５ 専門的な知識の習得 

本市は、防災関係の職員に対し、海上災害防止センターの研修会、兵庫県の災害対策要

員を対象とした研修会などの各種セミナー、講演会への出席等を通じ、専門的な知識を習

得させる。 

また、専門的な知識を要する事項については外部の専門家を活用し、平常時から必要な

人材の把握に努める。 

なお、専門的な知識を要する事項は、おおむね以下のとおりとする。 

① 周辺における海上交通の現状と危険性に関すること 

② 重油等が流出した場合における、兵庫県沿岸への漂着可能性に関すること 

③ 重油等が漂着した場合における、回収、運搬、処理の方法に関すること 

④ 補償請求に関すること 

⑤ 環境への影響に関すること 

６ 防災意識の啓発 

本市は、大阪湾・播磨灘排出油等防除協議会の実施する各種船舶に対する海難防止運動

に参加するなどし、海上事故防止に関する防災意識の啓発に努める。 

７ 環境保全対策 

本市は、重油等が大量流出し、沿岸及び陸岸の環境が汚染された場合に備えて、以下の

体制整備を推進する。 

① 平常時の環境状況の把握 

② 国等の実施する研修等への参加 

③ 市町間の応援体制 

 



第２編 災害予防計画 

第９章 その他災害予防対策の推進 

2-131 

第４節 雑踏事故の予防 

 

担 当 
責 任 者  危機管理監、行事所管部長 

関係機関  赤穂警察署 

本市は、祭礼、公営競技、花火大会、興業その他の行事等の会場及びその周辺、鉄道の

駅構内等、特定の場所に多数の者が一時的に集合することに起因し、転倒、異常行動等に

より死傷者が生じる雑踏事故の防止に関して、兵庫県や関係機関と調整を図りながら、行

事等の主催者に対して、以下の事項について周知徹底を図る。 

なお、本市は、雑踏が不特定多数の人の集まりで統制を欠き、群集心理に影響されやす

く、些細な原因から事故に発展するおそれがある等の特殊性を有していることに配慮す

る。 

１ 実施計画の作成 

行事等の主催者等は、行事等の規模、内容等に応じて実施計画において、次の事項を定

める。 

① 会場及び周辺の施設の配置等を勘案した警備員等の配置及び警察官、警察署との連

絡体制 

② 消防機関への連絡及び警備員等による救助等、事故発生時の初動対応並びに消防機

関及び災害拠点病院等の医療機関と連携した救急・救護体制 

③ 事故発生時に負傷者を受け入れる医療機関の確保等医師会及び医療機関との協力体

制 

④ 事故発生直後に第一報を入れるべき機関の一覧及び連絡先 

２ 関係機関との連絡調整 

行事等の主催者等は、行事等の開催等に当たり、行事内容、雑踏警備に係る体制や緊急

時の救急・救命体制等について消防機関、警察署、医師会、医療機関等と連絡調整を行

う。 

また、事故が発生した場合には、迅速に警察署及び消防機関並びに医師会、医療機関及

び兵庫県にその旨を通報する。 
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３ その他の留意事項 

① 行事等の主催者等は、行事等の実施計画の内容を十分に検討するとともに、施設管

理者、消防機関、警察署等の助言などを求める等、事故防止に万全を期する。 

② 行事等の主催者等は、行事等の会場及び周辺の施設等の配置、人出の予想及び周辺

の医療機関の状況等から必要と認められる場合は、救護のための場所をあらかじめ確

保し、医師会等から協力を得て現地への医療関係者の派遣を受ける。 

③ 行事等の主催者等は、行事等の参加者に雑踏事故の危険性を認識させ、雑踏の中で

歩行する際には、主催者、警備員、警察官等の指示に従い、秩序ある行動をとるよう

呼びかける。 

４ 主催者等への周知 

市は、関係部局間で調整を図りながら雑踏事故の防止等のため、行事等の主催者に以下

の事項について周知徹底に努める。 

① 行事の開催に当たり、行事内容、事故発生時の対応体制等について、事前に管轄の

警察署及び消防本部並びに医師会及び医療機関と連絡調整を行うこと。 

② 事故が発生した場合には、迅速に管轄の警察署及び消防本部並びに地区医師会、医

療機関及び県（災害対策センター）にその旨通報すること。 
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第５節 ひょうご防災減災推進条例に基づく活動 

 

担 当 
責 任 者  危機管理監、総務部長 

  各担当者 

阪神・淡路大震災の経験と教訓をいつまでも忘れることなく、今後、安全で安心な社会

づくりを推進するとともに、国内外で発生する災害による被害の軽減にも貢献していくた

めに制定された条例に基づく活動を行う。 

このため、本市は、防災・減災・縮災を推進するため、次に掲げる事業に取り組む。 

① 指定避難所の指定及び整備等を行う事業 

② 避難行動要支援者その他の特に配慮を要する者を支援する事業 

③ 地域で災害に対処するための能力である地域防災力の向上に資する事業 

④ 防災減災の取組みを推進する体制を整備する事業 

⑤ その他防災減災の取組みを推進するために必要な事業 

また、県及び防災関係機関と連携して、市民等の自発的な防災・減災・縮災のための活

動を促進するほか、避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する必要な措置に取り組む。 

さらに、市民、自主防災組織、事業者等は、ひょうご防災減災推進条例に基づく取組み

を行う。 

（参照）資料編資料集2-20 ひょうご防災減災推進条例（P資料-88～89） 

 

 


